
 
 

 
 
 

令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 
 

 

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との

連携に関する調査研究 
 

 

 

 

 

令和元年度 総括研究年度終了報告書 

 

 

 

 

研究代表者 安原 眞人 

 

令和元（2020）年 ３月 



i 
 

目  次 

 

I．総括研究年度終了報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

  かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究 

  安原 眞人（帝京大学薬学部 特任教授） 

  （資料１）プロトコールに基づく経口抗がん薬薬物治療管理の効果を実証す

る調査～長崎大学病院と長崎県薬剤師会会員薬局連携研究～・・・・・7 

  （資料２）栃木県立がんセンター地域での取り組み・・・・・・・・・・12 

  （資料３）医療機関と保険薬局の連携推進 DVD の制作と連携の課題・・ 16 

  （資料４）医療機関と保険薬局の連携推進 DVD アンケート結果報告・・19 

  （資料５）シンポジウム講演スライド・・・・・・・・・・・・・・・・30 

  （資料６）シンポジウム写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

 

Ⅱ．分担研究年度終了報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

  登録販売者の資質向上のあり方に関する研究 

  赤池 昭紀（京都大学薬学研究科  

  （別添１）ヒアリング内容（団体）・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

  （別添２）ヒアリング内容（研修機関）・・・・・・・・・・・・・・・96 

  オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に係る研修会の標準プログラム 

の策定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

亀井 美和子（日本大学薬学部 教授） 

（資料１）オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会 

標準プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 

  （資料２）オンライン診療ガイドラインと緊急避妊薬の調剤について・102 

  （資料３）オンライン診療と処方について ・・・・・・・・・・・・123 

  （資料４）オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について ・・・・159 

  （資料５）研究会次第 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206  

 

Ⅲ．研究成果の刊行に関する一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208 

 

Ⅳ．研究成果の刊行物・別刷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 208 

 

 



- 1 - 
 

Ⅰ. 総括研究年度終了報告 

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究 

研究代表者  安原 眞人 帝京大学薬学部 特任教授  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究要旨 

わが国は、地域包括ケアシステムによる医療・介護の総合的な展開において質が高く

良質な医療提供体制の構築を推進しているが、適切な薬物療法を提供するためには、薬

局や薬剤師等が、医療の高度化にも対応できる専門性を持ちながら、多職種と連携する

ことが必要となる。近年、提唱されている「プロトコールに基づく薬物治療管理」

（PBPM）は、医療機関と薬局の連携にも効果的な枠組みである。本研究では、地域包括

ケアシステムの下で、かかりつけ薬剤師・薬局が、多職種・多機関と連携した PBPM に基

づく高度薬学管理機能を患者に対して発揮する方策を検討し、その実践によるアウトカ

ムを評価検討する。研究 2年目となる本年度は、PBPM による薬局と病院の連携を実践す

る地域の拡大を図るとともに、経口抗がん薬に加えて医療用麻薬を使用する患者の疼痛

管理への PBPM の適用を検討した。また、連携を担う薬剤師の教育用 DVD を新たに企画・

制作し、シンポジウムで公開するとともに、各都道府県の薬剤師会、病院薬剤師会と全

国の薬科大学・薬学部に提供した。また、分担研究班では、登録販売者のあり方および

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について検討を行った。 

研究分担者 

赤池 昭紀  京都大学 名誉教授 

 

研究協力者 

有澤 賢二 日本薬剤師会 常務理事 

安藤 崇仁 帝京大学薬学部 講師 

遠藤 一司 日本臨床腫瘍薬学会 監事 

奥田 真弘 三重大学医学部附属病院 

教授・薬剤部長 

片倉 法明 つくし薬局光ヶ丘店  

薬剤師 

亀井 美和子 日本大学薬学部 教授 

川澄 賢司 国立がん研究センター東病

院薬剤部 薬剤師 

桒原 健  日本病院薬剤師会 専務理事

小枝 伸行 八尾市立病院事務局 参事 

佐々木 均 長崎大学病院 教授・薬剤部長

塩川 満  聖隷横浜病院 薬剤部長 

下村 直樹 日本調剤柏の葉公園薬局  

薬剤師 

鈴木 匡 名古屋市立大学薬学研究科 教授 

高橋 寛 岩手医科大学薬学部 教授 

高橋 弘充 東京医科歯科大学医学部附属

病院 教授・薬剤部長 

立松 三千子 愛知県がんセンター中央 

病院薬剤部 薬剤師 

土屋 雅美 宮城県立がんセンター薬剤部 

      薬剤師 

長久保 久仁子 メディカルファーマシ 

ィー ミキ薬局 薬剤師 
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A．研究目的 

わが国は、地域包括ケアシステムによる

医療・介護の総合的な展開において質が高

く良質な医療提供体制を構築することを、 

政策として推進している。この枠組みでが

ん医療を提供していくには、病院だけでな

く、外来・在宅医療をつなぐ薬局において、

高度な知識・技術と臨床経験を有する薬剤

師による高度な薬学的ニーズへの対応を図

る機能（いわゆる高度薬学管理機能）が発

揮されることが不可欠である。この高度薬

学管理機能は平成27年 10月 23日に厚生労

働省から公表された「患者のための薬局ビ

ジョン」においても患者等のニーズに応じ

て強化・充実すべき機能として明記されて

いる。 平成 28～29 年度の厚生労働行政推

進調査事業費補助金（医薬品・医療機器等

レギュラトリーサイエンス政策研究事業）

による「薬剤師が担う医療機関と薬局間の

連携手法の検討とアウトカムの評価研究」

では、プロトコールに基づく薬物治療管理

（PBPM）の手法が 2 種類の経口抗がん剤に

よる外来治療時の医療機関と薬局の連携に

有効であることが示された。 

本研究では、医療機関と薬局が連携した

PBPM をさらに多種類の経口抗がん薬に適 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用し、その有用性を評価・検討する。また、

医療機関と個別の薬局の連携のみならず地

域単位での連携の展開をはかるために、連

携に必要となる情報共有の手法につき、薬

局の現状を全国レベルで調査する。さらに、

医療機関と薬局の連携を担う薬剤師養成の

ための教育資材を開発し、PBPM による高度

薬学管理の普及を目指すものである。 

研究計画 2年目となる本年度は、PBPM に

よる薬局と病院の連携を実践する地域の拡

大を図るとともに、経口抗がん薬に加えて

医療用麻薬を使用する患者の疼痛管理への

PBPM の適用を検討した。また、連携を担う

薬剤師の教育用 DVD を新たに企画・制作し、

シンポジウムで公開するとともに、各都道

府県の薬剤師会、病院薬剤師会と全国の薬

科大学・薬学部に提供した。 

 

B．研究方法 

本研究は、日本医療薬学会、日本臨床腫瘍

薬学会、日本病院薬剤師会、日本薬剤師会

の 4 団体を中心に、関連諸団体の協力を得

て実施した。 

1.プロトコールに基づく経口抗がん薬治療

管理の効果を実証する調査：先行研究とな

る「薬剤師が担う医療機関と薬局間の連携

永田 将司 東京医科歯科大学医学部 

附属病院薬剤部 准教授 

縄田 修一 昭和大学横浜市北部病院 

薬局 講師 

星 隆弘 日本医療薬学会 事務局長 

松井 礼子 国立がん研究センター東病

院薬剤部 副薬剤部長 

益山 光一 東京薬科大学 教授 

村田 勇人 クオール薬局港北店 薬剤師

安野 伸浩 帝京大学医学部附属病院 

      薬剤部長 

吉澤 朝枝 栃木県立がんセンター薬剤部

      薬剤師 

山本 弘史 長崎大学病院臨床研究 

センター 教授 
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手法の検討とアウトカムの評価研究」で開

始した経口抗がん薬のテガフール・ギメラ

シル・オテラシルカリウム配合剤（S1）とカ

ペシタビンに関する PBPM の実証研究につ

いて、倫理審査委員会の許可を得た上で（東

京医科歯科大学医学部倫理審査委員会

M2016-184）、患者登録期間を延長し、研究を

継続することとした。 

 上記 2 品目に加えて、ゲフィチニブ、エ

ルロチニブなどの上皮増殖因子受容体

（EGFR）阻害薬と、ソラフェニブ、スニチニ

ブなどのマルチキナーゼ阻害薬を研究対象

薬に加えた。また、医療機関と個別の薬局

の連携のみならず地域単位での連携の展開

をはかるために、医療機関と地域薬剤師会

の連携に基づく PBPM の実践を試みた。 

 

２．プロトコールに基づく医療用麻薬使用

患者の疼痛治療管理：がん性疼痛管理に関

する医療機関と薬局の連携を図るために、

PBPM の手法の導入を検討した。患者の疼

痛評価には、 Support Team Assessment 

Schedule 日本語版  (STAS-J)スコアリン

グマニュアルを参考にして、疼痛アセスメ

ントシート、トレーシングレポート、病院

と薬局の緩和 PBPM 手順書、テレフォンフ

ォローアップ時の対応、患者・医師向けア

ンケート、同意説明文書を作成した。 

 

３．医療機関と保険薬局の連携推進 DVD の

制作：平成 28 年度の「薬剤師が担う医療機

関と薬局間の連携手法の検討とアウトカム

の評価研究」において、「病院薬剤師、保険

薬局薬剤師の相互理解」と題する２枚組

DVD 作製した。本年度制作した３枚目の

DVD は、薬機法改正に伴い、今後急速に整

備が進むことが期待される抗がん薬治療患

者に対する医療機関と保険薬局との連携に

ついて、望ましい連携のモデルケースをド

ラマ仕立てで作成した。 

令和 2 年 2 月 11 日に開催したシンポジ

ウムにおいて、本 DVD を公開し、参加者に

アンケート調査を行った。制作した DVD は、

各都道府県の薬剤師会、病院薬剤師会と全

国の薬科大学・薬学部に郵送により配布し

た。 

 

４．オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調

剤：オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調

剤に関して検討を行った（研究方法、研究

成果等は別途とりまとめた）。 

 

C．研究結果 

１．プロトコールに基づく経口抗がん薬治

療管理の効果を実証する調査 

平成 28～29 年度の「薬剤師が担う医療

機関と薬局間の連携手法の検討とアウトカ

ムの評価研究」では、病院と患者のかかり

つけ薬剤師・薬局の間で経口抗がん薬治療

管理に関するプロトコールを事前に交わす

ことにより、図 1 に示すような PBPM に

よる外来抗がん薬治療のシステムを構築し

た。即ち、外来受診した患者に対し、通常

の院外処方箋、医師・薬剤師・看護師から

交付される説明書に加えて、プロトコール

で定めた診療情報（ex.レジメンの名称、

臨床検査値）が提供される（図１、②）。

かかりつけ薬剤師はプロトコールで定めた

頻度で、患者の服薬状況、副作用の有無等

を電話でインタビューし、チェックシート
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に記入する（図１、⑤）。かかりつけ薬剤

師はプロトコールで定めた連絡窓口（薬剤

部）にチェックシートを FAX 送信する

（図１、⑥）。病院の担当薬剤師はチェッ

クシートの内容を確認し、緊急性を判断し

た上で、プロトコールに定めたタイミング

で医師に報告し、必要な提案を行う（図

１、⑦）。医師はチェックシートの内容を

確認し、必要に応じて、患者もしくは担当

薬剤師を介してかかりつけ薬剤師に指示を

出す（図１、⑧）。 

 

 

図１ PBPM による外来抗がん薬治療管理 

 

図１に示す PBPM による外来抗がん薬

治療管理システムは、外来で S1 やゼロー

ダを投与された患者に対し有効で、プロト

コールに基づきかかりつけ薬剤師・薬局と

医療機関が連携を行うことにより、副作用

の早期発見、患者の安心・安全、医師の負

担軽減などに役立つことが示された。そこ

で本研究では、より多くの種類の経口抗が

ん薬に適用できるよう PBPM による連携

システムを拡張・整備するとともに、その

有用性の検証を目指した。 

新たな検討対象薬剤には、ゲフィチニ

ブ、エルロチニブなどの EGFR 阻害薬と

ソラフェニブ、スニチニブなどのマルチキ

ナーゼ阻害薬を選択した。また、図 1 に示

した PBPM による薬局と医療機関の連携

システムは、薬局の側から見ると、がん患

者の診療を行う医療機関の近隣の薬局に限

らず、地域で様々な医療機関からの処方箋

を受けている薬局でも活用することが可能

と考えられる。そこで、医療機関と個別の

薬局の連携のみならず地域単位での連携の

展開をはかるために、医療機関と地域薬剤

師会の連携に基づく PBPM の実践を試み

た。本報告書には、長崎大学病院と長崎県

薬剤師会の連携（資料 1）と栃木県立がん

センターと栃木県薬剤師会の連携（資料

2）の取り組み状況を掲載した。 

協力研究者の佐々木均教授を統括責任者

として長崎大学病院と長崎県薬剤師会会員

薬局が連携して実施したアンケート調査で

は、患者からは、薬局薬剤師が電話フォロ

ーアップで、副作用の確認または相談対応

をすることについて、肯定的に評価されて

おり、医師も薬局薬剤師との連携は重要で

あると考えていることが示された。これら

の結果は、PBPM によるかかりつけ薬剤

師・薬局と医療機関の連携が地域的な広が

りをもって成り立つことを示唆するもので

あり、副作用の早期発見、患者の安心・安

全、医師の負担軽減など、がん医療の質の

改善に寄与することが期待される。 

 対象薬剤を拡大し、PBPM による外来抗

がん薬治療管理の効果を多施設で検証する

ための観察研究を倫理審査後に実施する予

定である。 

 

２．プロトコールに基づく医療用麻薬使用
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患者の疼痛治療管理 

 がん医療においてがん性疼痛管理は重要

なポイントである。現在、医療用麻薬は、

疼痛治療で重要な役割を担っており、外来

での使用量も増加している。一方、医薬分

業が普及し、医療用麻薬は院外処方とな

り、薬局で服薬指導を行う場合が非常に多

くなっている。しかしながら、治療医療機

関と薬局の連携については、まだ模索段階

にあって普及しているとはいえない。 

 そこで、PBPM の手法の医療用麻薬使用

患者の疼痛治療管理への適用を試みること

とした。即ち、病院と薬局が合意したプロ

トコールの下で、次の①から⑤の流れで疼

痛治療管理を実施する。 

①通常の院外処方箋、医師/薬剤師/看護師

から交付される説明書に加えて、プロトコ

ールで定めた診療情報（ex．疼痛状況やが
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- 6 - 
 

約 9 割が、DVD が参考になった、病院と薬

局の連携に役立つと肯定的に評価した。ま

た、本 DVD の活用方法として患者に見て

もらうという回答が複数あった。 

本年度制作した DVD は、各都道府県の

薬剤師会、病院薬剤師会と全国の薬科大

学・薬学部に配布したので、各地区での医

療機関と薬局の連携や薬剤師教育の現場で

の活用が期待される。 

 

 

D．健康危険情報 

 なし。 

 

E．研究発表 

 なし。 

 

F．知的財産権の出願・登録状況 
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プロトコールに基づく経口抗がん薬 

薬物治療管理の効果を実証する調査 
～長崎大学病院と長崎県薬剤師会会員薬局連携研究～  

 

【1. 研究の目的】 
かかりつけ薬局と病院が連携する医療は、副作用の早期発見、患者の安心・安全、医師の負担軽減など、医療

の質の改善に寄与するものと考えられる。しかし、外来がん化学療法に PBPM を適用することの効果を実証した

研究は少ない。今回、プロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）をがん外来化学療法に適用することの効果を、

観察研究によって検証した。 

【2. 研究の実施体制】 

実施体制は以下のとおり。 

≪研究統括責任者≫ 

長崎大学病院 薬剤部 佐々木均（教授・薬剤部長） 

≪連絡・問い合わせ先および研究事務局≫ 

長崎県薬剤師会 本田 忠昭（事務局長） 

≪共同研究施設および共同研究者≫ 

長崎県薬剤師会 田代 浩幸（会長）、長崎大学病院薬剤部 中村 忠博（副薬剤部長） 

≪研究協力機関および研究協力者≫ 

長崎県薬剤師会各薬局および薬剤師（ただし、研究参加は研究倫理研修会の受講薬局とする。） 

長崎大学病院 経口抗がん薬(エスワンまたはゼローダ）を処方する各診療科 

 ・胃・食道外科 ・肝胆膵外科・肝移植外科 ・呼吸器外科  ・呼吸器内科 

・口腔外科 ・耳鼻咽喉科 ・消化器内科 ・大腸・肛門外科 ・乳腺・内分泌外科 

・放射線科 ・消化器内科 ・皮膚科・アレルギー科 

長崎市薬剤師会 井手 陽一（会長）、長崎県薬剤師会 秋吉 隆治（専務理事）、 

日本薬剤師会 有澤 賢二（常務理事）、日本薬剤師会 宮﨑 長一郎（常務理事）、 

帝京大学薬学部 安原 眞人（特任教授） 

 
【3. 研究実施期間】 

 長崎大学病院臨床研究倫理委員会および長崎県薬剤師会臨床研究倫理委員会承認後～2018 年 12 月 15 日まで

に研究を実施した。 

 
【4. 研究対象者（対象患者）および選択・除外基準】 

 対象患者の選択・除外基準を以下に示した。 

【4-1 研究対象者（対象患者）】 

患者フォロー期間中に、以下の選択基準を満たし、除外基準に該当しない患者を対象とした。 

【4-2 選択基準】 

① 長崎大学病院において、外来化学療法として経口抗がん薬（エスワンもしくはゼローダ）を処方され、

協力施設である長崎県薬剤師会の各薬局にて調剤を受ける患者 
② 年齢：同意取得時において 20 歳以上 
③ 性別：不問 
④ 対象：入院患者以外の患者 

【4-3 除外基準】 

資料 1 

－7－

P00-85.indd   7 2020/03/19   8:20:53



① 患者の理解能力などの点で、PBPM の対象とすることが不適切であると判断された患者 

② 本観察研究への参加に同意が得られなかった患者 

【5. 研究対象者に同意を得る方法】 
文書および口頭による説明を行い、自由意思による同意を文書で取得した。 

 

【6. 症例登録および情報の採取方法など】 
 薬局では PBPM に基づく薬学的管理として患者情報提供書を作成し、個人情報を匿名化した情報として病院に

FAX 送信した。病院の担当薬剤師は受信した患者情報提供書の患者名および患者 ID を電話で FAX 送信薬局に電話

等で確認し、患者情報提供書の内容を確認の上、必要に応じて主治医へ連絡を行った。薬局は患者情報提供書原

本と対応表、同意書を研究事務局に郵送した。 

 

【7. 研究実施手順・方法および項目】 

本研究における長崎大学病院、長崎県薬剤師会会員薬局、患者における連携のイメージを図 1 に示した。また、

薬局と患者の間のかかわりに関する時系列のイメージを図 2 に、薬局の調査項目および電話支援のスケジュール

を表 1 に示した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  表１ 薬局の調査項目および電話支援のスケジュール 

項目 初回 
来局 

電話 
支援 

2 回目来

局 
電話 
支援 

3 回目以降

来局毎 
電話 
支援 

2018.12.15
以降 

来局 ○ ― ○ ― ○ ― ― 

同意取得 ○ ― ― ― ― ― ― 

患者背景の確認 ○ ― ― ― ― ― ― 

調
査
項
目 

有害事象 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 

アドヒアランス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 

身体症状 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 

アンケ
ート 

患者 ― ― ― ― ― ― ○ 

薬剤師 ― ― ― ― ― ― ○ 

 ※ ○印は行う項目、―印は行わない項目 

● 薬局で収集する項目（患者毎の情報） 

図 1 長崎大学病院と長崎県薬剤師会会員薬局連携
のイメージ図 

図 2 薬局連携の時系列イメージ図

 PBPM に基づく薬学的管理として患者情報提供書を作成し、個人情報を匿名化した情報として病院に FAX 送信し

た。薬局は患者情報提供書原本と対応表、同意書を研究事務局に郵送した。 

【患者状況提供書】 

・患者背景：性別、年齢、あじさいネット同意有無 

・処方薬：エスワンもしくはゼローダの用法・用量、服用・休薬期間 

・患者状況：アドヒアランス 

・支持療法 

・有害事象（エスワン服用患者）：下痢・悪心（吐き気）・嘔吐・食欲不振・口内炎・皮膚障害・全身倦怠感

（だるさ）・眼の障害・その他身体症状 

・有害事象（ゼローダ服用患者）：HFS（手足症候群）・口内炎・下痢・悪心（吐き気）・嘔吐・食欲不振・全

身倦怠感（だるさ）・その他身体症状 

・支持療法などに関して薬剤師が行なった指導内容 

・服薬中止イベント 

【患者および薬剤師アンケート】 

・満足度 

 

【8. 情報記録などの保管・廃棄】 

 情報は長崎県薬剤師会事務局に適切に保管し、廃棄することとした。 

・情報・記録などの保管場所：長崎県薬剤師会事務局 

・保管責任者：本田忠昭（長崎県薬剤師会事務局長） 

・保存期間：研究終了後 5年 

・廃棄方法：データは復元不可能な状態に処理して廃棄する。 

 

【9. 調査結果・考察】 
 本研究に参加した患者は、エスワン服用患者が 17 人、患者状況提供書の報告件数は 45 件で、薬剤師が患者に

対する電話等で調査を行った回数は、平均 2.7 回（1-5 回）であった。本研究に参加した患者は、ゼローダ®服用

患者は 7人、患者状況提供書の報告件数は 20 件で、薬剤師が患者に対する調査を行った回数は、平均 2.9 回（2-5

回）であった。 

 エスワン服用患者の副作用は、皮膚障害（色素沈着）が最も多く、手足症候群（HFS）も 6 件が報告された。

また、眼の障害の発症頻度も高かった。 ゼローダ服用患者の副作用は、全身倦怠感を訴える患者が最も多く、

HFS も高頻度に認められた。 

研究期間終了後に本研究に参加した医師および患者に対し、薬局薬剤師が調剤（薬局来訪）した 1～2 週間後

に電話で副作用の発現状況や、相談対応を行ったことについて、アンケート調査を行った。アンケート調査は、

患者に対しては、アンケート用紙をかかりつけ薬局から患者へ郵送もしくは手渡し、研究事務局（長崎県薬剤師

会 事務局）へ無記名で郵送してもらった。医師に対しては、長崎大学病院薬剤部職員が、研究に協力した患者

の外来主治医に対し、聞き取り調査を行った。 

 本研究において薬剤師が介入した事例の一部について、エスワン（表 1）とゼローダ（表 2）に関してまとめ

た。それぞれの抗がん薬で特徴的な副作用に関して、薬剤師が患者の相談対応を行い、副作用の重症化防止に努

めたことが確認された。患者へのアンケート調査は、8 名の患者に対し実施され、薬剤師による電話フォローア

ップについて 8名中 6名以上が、満足または、アドバイス等が有用であったとの回答であった。 

 本研究に協力した 6 名の医師へ保険薬局の薬剤師が電話フォローにより安全性に寄与するかについての問い
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に対し、6 名中 4 名の医師が寄与したとの回答であった。また、副作用への対処法が適切に実施できたかとの問

いに対しては、「かなり思う」、「やや思う」と回答した医師は 6名中 2名であり、「変わらなかった」との回答は、

6名中 4名であった。その一方で、「保険薬局薬剤師と病院薬剤師、医師が患者情報を共有し連携することは必要

か」との問いに対しては、「かなり思う」が 6名中 4名であった。 

 患者からは、薬局薬剤師が電話フォローで、副作用の確認または相談対応をすることについて、肯定的に評価

されており、医師も薬局薬剤師との連携は重要であると考えていることが明らかとなった。今後、医師や薬局薬

剤師への周知を徹底することが重要で、事例を増やすことにより、本アクションの有用性がより明確になるもの

と期待できる。 

 

  表 1 エスワン服用患者への薬局薬剤師の介入事例 

副作用症状 薬剤師による副作用への指導や支持療法に関する説明内容 

皮膚障害 持参薬のヘパリン類似物質油性クリームまたはステロイド軟膏の塗布など発疹や HFS 発症の
方には軟膏の適正使用について指導されていた。

全身倦怠感 偏頭痛が午後に多く、その際に、倦怠感を感じているとの訴えがあり、持参薬のカロナールをあ
まり服薬していない状況を確認し、痛みがある時には我慢せず、服薬するよう指導されていた。

悪心・嘔吐 
デカドロン錠併用により悪心・嘔吐が軽減できた例や嘔吐まではないが悪心への持参薬のナゼ
ア錠の屯用指導を行った例が確認された。併用薬のアレンドロン錠(35)を服薬したところ吐き気
あり。翌週・翌々週は服薬しなかったことを確認し、１ヶ月に 1 回服薬の薬があることをお伝えし
た。薬剤変更後は悪心・嘔吐がないことを確認した。

食欲不振 
食事摂取量が減少していることを確認し、「脂っこいものや、においの強いものを避け、さっぱり
としたものを食べると良いでしょう。少量ずつこまめに食事をとるように」と生活面での指導が確
認された。 

下痢 
軟便の時には、脱水にならないように水分を摂るように生活面で注意し、下痢止めの使用方法
について指導されていた。下痢はないが、腹痛があるため、ミヤ BM 錠を 1 回 4 錠服薬（1 日 2
回）されており、主治医からは 6 錠までは大丈夫と説明があったと言われ、「1 回 6 錠ではなく、
1 日 6 錠までであること」を説明し、次回主治医に状況を伝えるよう指導されていた。 

口内炎 
軽度の口内炎に対し、OTC 医薬品の口腔用軟膏で対応がされ、症状が強まるとアズノールう
がい液の処方があり指導されていた。うがい薬を持っているが使用していないとのこと確認し、
指導したところ改善した。 

 

表 2 ゼローダ服用患者への薬局薬剤師の介入事例 

副作用症状 薬剤師による副作用への指導や支持療法に関する説明内容 

HFS 
最近、軟膏の塗布頻度が落ちていたようなので、こまめに塗布することや物理的な刺激を極力
避けるよう指導されていた。 
パスタロンソフト軟膏やハンドクリームの使用に加え、洗い物の際に手袋を着用することで症状
を予防できることなど、生活面での指導もされていた。 

口内炎 アズノールうがい液やデキサルチン口腔用軟膏の使用方法について指導されていた。 

下痢 
「一昨日からお腹がグジグジしはじめて、今日の 2回目は下痢で、お腹がグジグジした感じは今
も続いている。」という例に対し、持参薬のミヤ BM 錠を、下痢症状が続く時には服薬するよう指
導されていた。 

食欲不振 果物などさっぱりしたものは食べられることを確認し、「食べられそうなもので構わないので少し
ずつでも食べるようにしましょう。」と生活面での指導がされていた。 

悪心 併用薬のスインプロイク・プルゼニドにより便秘が改善したことで悪心が治まった例や食事で臭
いの強いものは避けるよう指導されていた。

 

  表 3 患者へのアンケート調査結果 

① 病院受診日以外に薬局薬剤師がお電話で受診日より後の状況を確認する事は満足である。 

満足    6 名 やや満足 0 名 どちらでもない 1 名 やや不満 0 名 不満  0 名 記入無し  1 名 

② 病院受診日以外に薬局薬剤師がお電話することは安心感に繋がった。 

そう思う  6 名 やや思う 1 名 どちらでもない 0 名 やや思わない 0 名 思わない 0名 記入無し  1 名 

③ 薬局薬剤師からの副作用に対する応対やアドバイスは有用なものであった。 

そう思う  7 名 やや思う 0 名 どちらでもない 0 名 やや思わない 0 名 思わない 0名 記入無し  1 名 

④薬やその他に関し、不安や悩みの相談が簡便になった。 

そう思う  6 名 やや思う 0 名 どちらでもない 0 名 やや思わない 0 名 思わない 0名 記入無し  2 名 

⑤薬局薬剤師が電話で患者さまより聴取した内容を病院の医師や薬剤師と共有する事は必要である。 

そう思う  6 名 やや思う 1 名 どちらでもない 0 名 やや思わない 0 名 思わない 0名 記入無し  1 名 

   N=8 

 

 表 4 医師へのアンケート調査結果 

①  保険薬局薬剤師のテレフォンフォローアップは外来化学療法患者の安全性に寄与していると思いますか？ 

かなり思う 4 名 少し思う 2 名 変わらない 0 名 やや思わない 0 名 

②  テレフォンフォローアップをすることで患者の治療への安心感は増したと思いますか？ 

かなり思う 3 名 少し思う 2 名 変わらない 1 名 やや思わない 0 名 

③  テレフォンフォローアップで患者の副作用への対処方法の実施がより適切に行えたと思いますか？ 

かなり思う 1 名 少し思う 1 名 変わらない 4 名 やや思わない 0 名 

④ 保険薬局薬剤師と病院薬剤師、医師が患者情報を共有し連携することは必要だと思いますか？ 

かなり思う 4 名 少し思う 0 名 変わらない 2 名 やや思わない 0 名 

   N=6 
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栃木県立がんセンター地域での取り組み 
 

「プロトコールに基づく経口抗がん薬治療管理の効果を実証する調査」における栃木

県立がんセンターの取り組みを下記に示す。 
 
1．院内 PBPM WG の設立 
 プロトコールに基づく経口抗がん薬治療管理の開始に先立ち、栃木県立がんセンター

では平成 30 年 8 月にプロトコールに基づく薬物治療管理ワーキンググループ（PBPM 
WG）を設立した。医師 5 名、看護師 2 名、事務職員 2 名、薬剤師 2 名が所属し、WG
で検討したプロトコールは上位会議にて承認されたのち運用開始となる。 
 現在、当該調査のための「外来化学療法トレーシングレポート活用プロトコール」（図

１）を含め、4 つのプロトコールを運用している。 

 

図 1 外来化学療法トレーシングレポート活用プロトコール 
 
2．栃木県薬剤師会との連携 

県内の外来経口抗がん薬治療の均てん化を目指し、保険薬局（以下、薬局）を限定せ

ず患者のかかりつけ薬局で同様の対応ができるよう、栃木県薬剤師会にプロトコール作

成、運用、評価について協力を仰いだ。 
平成 30 年 12 月に、栃木県薬剤師会から選任された薬局薬剤師 6 名と打ち合わせを

行い、厚労省研究班で作成された薬局用テレフォンフォローアップの手順書、お薬サポ

ートダイアル予約票、テレフォンフォローアップ実施時の副作用確認の手引き書、お薬

資料 2 手帳記載内容、トレーシングレポート様式を精査し、地域で利用しやすい形に変更した。

平成 31 年 1 月から 3 月を近隣の 3 薬局を対象とした試行期間とし、3 月に問題点を抽

出後、副作用確認の手引き書とトレーシングレポート様式を改定した。同月栃木県薬剤

師会の研修会にて会員向けの説明を行い、4 月から県内全ての薬局を対象とした。手順

書等は栃木県薬剤師会のホームページに掲載されている。 
 
3．方法 
1）対象患者 
 S-1、カペシタビン、EGFR 阻害薬、マルチキナーゼ阻害薬の単剤または併用療法を

施行する患者で、主治医が｢外来トレーシングレポート活用プロトコ－ル｣に合意してい

る患者を対象とし、服薬指導を担当した病院薬剤師が（入院導入の場合は退院時に）病

院医師・薬剤師と薬局薬剤師が連携して抗がん薬治療の安全管理を行うこと、そのため

には来院日とは別に薬局から電話でインタビューを行うこと（テレフォンフォローアッ

プ）について説明した。 
2）来局薬局への情報提供 
 同意が得られた患者には、お薬手帳にレジメン名、身長、体重、体表面積など処方内

容の把握に必要な情報と共に、テレフォンフォローアップ希望の有無、病院と薬局の情

報共有に関する同意の有無を記載した（図 2）。 

 
図 2 お薬手帳記載内容 
 
3）薬局でのテレフォンフォローアップ 
 薬局薬剤師と患者が相談した上でテレフォンフォローアップの日時を決定した。内容

はトレーシングレポートとして病院へ報告されたが、緊急と判断される事例は病院の外

来担当薬剤師に直接電話連絡が行われた。 
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WG）を設立した。医師 5 名、看護師 2 名、事務職員 2 名、薬剤師 2 名が所属し、WG
で検討したプロトコールは上位会議にて承認されたのち運用開始となる。 
 現在、当該調査のための「外来化学療法トレーシングレポート活用プロトコール」（図

１）を含め、4 つのプロトコールを運用している。 

 

図 1 外来化学療法トレーシングレポート活用プロトコール 
 
2．栃木県薬剤師会との連携 

県内の外来経口抗がん薬治療の均てん化を目指し、保険薬局（以下、薬局）を限定せ

ず患者のかかりつけ薬局で同様の対応ができるよう、栃木県薬剤師会にプロトコール作

成、運用、評価について協力を仰いだ。 
平成 30 年 12 月に、栃木県薬剤師会から選任された薬局薬剤師 6 名と打ち合わせを

行い、厚労省研究班で作成された薬局用テレフォンフォローアップの手順書、お薬サポ

ートダイアル予約票、テレフォンフォローアップ実施時の副作用確認の手引き書、お薬

資料 2 手帳記載内容、トレーシングレポート様式を精査し、地域で利用しやすい形に変更した。

平成 31 年 1 月から 3 月を近隣の 3 薬局を対象とした試行期間とし、3 月に問題点を抽

出後、副作用確認の手引き書とトレーシングレポート様式を改定した。同月栃木県薬剤

師会の研修会にて会員向けの説明を行い、4 月から県内全ての薬局を対象とした。手順

書等は栃木県薬剤師会のホームページに掲載されている。 
 
3．方法 
1）対象患者 
 S-1、カペシタビン、EGFR 阻害薬、マルチキナーゼ阻害薬の単剤または併用療法を

施行する患者で、主治医が｢外来トレーシングレポート活用プロトコ－ル｣に合意してい

る患者を対象とし、服薬指導を担当した病院薬剤師が（入院導入の場合は退院時に）病

院医師・薬剤師と薬局薬剤師が連携して抗がん薬治療の安全管理を行うこと、そのため

には来院日とは別に薬局から電話でインタビューを行うこと（テレフォンフォローアッ

プ）について説明した。 
2）来局薬局への情報提供 
 同意が得られた患者には、お薬手帳にレジメン名、身長、体重、体表面積など処方内

容の把握に必要な情報と共に、テレフォンフォローアップ希望の有無、病院と薬局の情

報共有に関する同意の有無を記載した（図 2）。 

 
図 2 お薬手帳記載内容 
 
3）薬局でのテレフォンフォローアップ 
 薬局薬剤師と患者が相談した上でテレフォンフォローアップの日時を決定した。内容

はトレーシングレポートとして病院へ報告されたが、緊急と判断される事例は病院の外

来担当薬剤師に直接電話連絡が行われた。 
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4．結果 
1)症例数 
平成 31 年 1 月から令和元年 10 月末までに 71 名に説明し、36 名から同意を得た。

病院側で同意を得られなかったが、薬局に来局した結果テレフォンフォローアップが実

施された症例が 2 名であった。 
 
2) トレーシングレポート 
令和元年10月末までに、32名について103件のトレーシングレポートが報告された。

トレーシングレポートの発信元は、全て試行期間から取り組んでいる近隣 3 薬局だった

（A 薬局 13 名／44 件、B 薬局 12 名／50 件、C 薬局 7 名／9 件）。 
【疾患】 
・大腸がん（10 名／31 件） ・胃がん（7 名／38 件） ・肺がん（5 名／11 件） ・

肝臓がん（5 名／13 件）  ・膵臓がん（3 名／5 件） ・乳がん（2 名／5 件） 
【経口抗がん薬】 
・カペシタビン（14 名／45 件） ・S-1（9 名／33 件） ・レンバチニブ（5 名／13
件） ・オシメルチニブ（2 名／4 件） ・ゲフィチニブ（1 名／3 件） ・レゴラフ

ェニブ（1 名／5 件） 
 
3) 介入状況 
 薬局薬剤師は、支持療法薬の使用方法、日常生活の注意点、休薬・受診のタイミング

について指導していた。次回受診時に向けた処方提案の他、OTC を患者に勧めること

もあった。化学療法以外の薬物療法や不安の訴えに関する相談応需についても、トレー

シングレポートに記載されていた。 
トレーシングレポートを受けて、病院の外来担当薬剤師の再介入は 10 件（9 名）だ

った。再介入の目的は有害事象の確認が 8 件（手足症候群 4 件、下痢 1 件、手足症候

群と下痢 1 件、口内炎 1 件、悪心・食欲不振 1 件、）、アドヒアランス確認が 1 件、

日常生活の指導が 1 件だった。再介入の結果処方提案は 2 件、そのうち処方されたのは

1 件だった。 
トレーシングレポート応需と同時に薬局薬剤師と病院の外来担当薬剤師が直接電話

連絡を要した緊急対応は 3 件だったが、トレーシングレポートを契機とする緊急入院、

予定外受診、抗がん薬の休薬はなかった。 
 
【症例】 
① カペシタビン＋オキサリプラチン＋ベバシズマブ併用療法 1 コース目 day8 に聞き

取り。水が全く飲めない、前日主治医に電話し、カペシタビン服用中止の指示を受

けたとのこと。外来担当薬剤師も電話連絡し症状確認、飲水・食事摂取回復してき

ていた。1 コース目 day22 に予定どおり受診後、化療は中止となった。 
② カペシタビン単剤療法 2 コース目 day10 に聞き取り。足の裏がはれぼったい感じが

あり、ややピリピリ感、赤みがある、保湿剤塗布を指導したとのこと。3 コース目

day1 に病院外来担当薬剤師が診察前面談を実施し、主治医にステロイド外用剤を処

方提案、処方された。 
 
5． 考察 
患者がテレフォンフォローアップ時に指導等を受けたことは、副作用の重篤化を回避

し患者の安全に寄与するとともに、不安軽減につながったと考えられる。 
病院の外来担当薬剤師による再介入患者は 28%であり、薬局薬剤師と連携すること

で、より必要性の高い患者に対する継続介入が可能となった。再介入時の処方提案が少

ない理由として、当院では治療開始時に、起こり得る有害事象に対する支持療法薬を予

め処方していることが挙げられる。 
トレーシングレポートを契機とする緊急入院、予定外受診、抗がん薬の休薬はなかっ

たが、患者が直接病院に連絡し、休薬や予定外受診の指示を受けていることもあった。

患者や疾患、レジメン毎にフォローのタイミングや対応について検証する必要がある。 
県内全ての薬局を対象としているが、処方箋の持込先の大半が近隣の薬局であるため

に、トレーシングレポートの発信元が限られてしまったと考えられる。県内の外来経口

抗がん薬治療の均てん化を目指し、地域全体で情報共有していくことが重要である。 

－14－

P00-85.indd   14 2020/03/19   8:20:54



 
4．結果 
1)症例数 
平成 31 年 1 月から令和元年 10 月末までに 71 名に説明し、36 名から同意を得た。

病院側で同意を得られなかったが、薬局に来局した結果テレフォンフォローアップが実

施された症例が 2 名であった。 
 
2) トレーシングレポート 
令和元年10月末までに、32名について103件のトレーシングレポートが報告された。

トレーシングレポートの発信元は、全て試行期間から取り組んでいる近隣 3 薬局だった

（A 薬局 13 名／44 件、B 薬局 12 名／50 件、C 薬局 7 名／9 件）。 
【疾患】 
・大腸がん（10 名／31 件） ・胃がん（7 名／38 件） ・肺がん（5 名／11 件） ・

肝臓がん（5 名／13 件）  ・膵臓がん（3 名／5 件） ・乳がん（2 名／5 件） 
【経口抗がん薬】 
・カペシタビン（14 名／45 件） ・S-1（9 名／33 件） ・レンバチニブ（5 名／13
件） ・オシメルチニブ（2 名／4 件） ・ゲフィチニブ（1 名／3 件） ・レゴラフ

ェニブ（1 名／5 件） 
 
3) 介入状況 
 薬局薬剤師は、支持療法薬の使用方法、日常生活の注意点、休薬・受診のタイミング

について指導していた。次回受診時に向けた処方提案の他、OTC を患者に勧めること

もあった。化学療法以外の薬物療法や不安の訴えに関する相談応需についても、トレー

シングレポートに記載されていた。 
トレーシングレポートを受けて、病院の外来担当薬剤師の再介入は 10 件（9 名）だ

った。再介入の目的は有害事象の確認が 8 件（手足症候群 4 件、下痢 1 件、手足症候

群と下痢 1 件、口内炎 1 件、悪心・食欲不振 1 件、）、アドヒアランス確認が 1 件、

日常生活の指導が 1 件だった。再介入の結果処方提案は 2 件、そのうち処方されたのは

1 件だった。 
トレーシングレポート応需と同時に薬局薬剤師と病院の外来担当薬剤師が直接電話

連絡を要した緊急対応は 3 件だったが、トレーシングレポートを契機とする緊急入院、

予定外受診、抗がん薬の休薬はなかった。 
 
【症例】 
① カペシタビン＋オキサリプラチン＋ベバシズマブ併用療法 1 コース目 day8 に聞き

取り。水が全く飲めない、前日主治医に電話し、カペシタビン服用中止の指示を受

けたとのこと。外来担当薬剤師も電話連絡し症状確認、飲水・食事摂取回復してき

ていた。1 コース目 day22 に予定どおり受診後、化療は中止となった。 
② カペシタビン単剤療法 2 コース目 day10 に聞き取り。足の裏がはれぼったい感じが

あり、ややピリピリ感、赤みがある、保湿剤塗布を指導したとのこと。3 コース目

day1 に病院外来担当薬剤師が診察前面談を実施し、主治医にステロイド外用剤を処

方提案、処方された。 
 
5． 考察 
患者がテレフォンフォローアップ時に指導等を受けたことは、副作用の重篤化を回避

し患者の安全に寄与するとともに、不安軽減につながったと考えられる。 
病院の外来担当薬剤師による再介入患者は 28%であり、薬局薬剤師と連携すること

で、より必要性の高い患者に対する継続介入が可能となった。再介入時の処方提案が少

ない理由として、当院では治療開始時に、起こり得る有害事象に対する支持療法薬を予

め処方していることが挙げられる。 
トレーシングレポートを契機とする緊急入院、予定外受診、抗がん薬の休薬はなかっ

たが、患者が直接病院に連絡し、休薬や予定外受診の指示を受けていることもあった。

患者や疾患、レジメン毎にフォローのタイミングや対応について検証する必要がある。 
県内全ての薬局を対象としているが、処方箋の持込先の大半が近隣の薬局であるため

に、トレーシングレポートの発信元が限られてしまったと考えられる。県内の外来経口

抗がん薬治療の均てん化を目指し、地域全体で情報共有していくことが重要である。 

－15－

P00-85.indd   15 2020/03/19   8:20:54



医療機関と保険薬局の連携推進 DVD の制作と連携の課題  

松井礼子（国立がん研究センター東病院薬剤部） 

長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局） 

 

１． 地域医療連携推進 DVD 作成 

地域医療連携推進 DVD 作成は、平成 28 年度からの厚生労働科学研究費補助金、医薬品・

医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業「薬剤師が担う医療機関と薬局感の連携

手法の検討とアウトカムの評価研究」の一環として、連携を担う薬剤師養成のための教育資

材の開発として、「病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（業務紹介編、薬局編）」

の 2枚の DVD 作成し、引き続く平成 30 年度より同研究班にて「かかりつけ薬剤師・薬局の

多機関・多職種との連携に関する調査研究」の一環として、「医療機関と保険薬局の連携推

進 DVD」の 3枚目の DVD を作成した。１枚目の DVD は病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理

解のための業務紹介として、医療機関での患者の流れや病院薬剤師の業務を紹介している。

主な内容としては①患者が診断から治療に至るまでの検査、治療選択までのプロセス、②外

来通院治療される患者の医療機関での治療の流れ、③がん治療に対するレジメンチェック、

薬剤説明、患者の副作用確認等に必要なポイントをまとめたものである。２枚目の DVD は薬

局編として、XELOX 療法治療患者に対する医療機関から保険薬局への連携が不十分である事

例を題材として、保険薬局で生じる問題点をドラマ仕立てで表現し、改善するために必要な

連携内容について解説したものである。本年度制作した３枚目の DVD は、薬機法改正に伴い、

急速に整備されるであろう抗がん薬治療患者に対する医療機関と保険薬局との連携につい

て、理想的な連携のモデルケースをドラマ仕立てで作成したものである。モデルケースにつ

いては、近年、学会等で報告が多く見られるトレーシングレポートやテレフォンフォローア

ップへの取り組みを取り入れ、また本研究班で行っている観察研究「病院と保険薬局間のプ

ロトコールに基づく経口抗がん薬治療管理の効果を検証する調査」での連携モデルを基盤に

作成した。 

                                 （松井礼子） 

 

２． がん治療に対する医療機関と保険薬局との連携への課題 

（１） 医療機関の立場より連携の課題 

 １．医療機関側から保険薬局への情報提供 

 抗がん薬治療において、保険薬局では、経口抗がん薬に対する支持療法の処方せんに対し、

医療機関からの様々な患者の治療に対する情報が必要となる。しかしながら、患者の情報が

十分に提供されていない状況や施設ごとに対応の差が大きいこともよく聞く状況である。昨

年度に改正された薬機法からも患者を取り巻く保険薬局の環境は大きく変わり、保険薬局薬

剤師の抗がん薬治療患者への対応がより充実することを踏まえると、医療機関側からの患者

に関する治療の情報提供は極めて重要であると考える。現在では、お薬手帳や処方せんへの

資料 3 
印字機能を利用した連携の手法が主に活用されている。患者の基本的な情報は情報提供書や

お薬手帳シールがオートマチックに印刷されるなどハード的なシステムの構築が望まれる

と考え、レジメンの公開等についても取り組む必要性を感じる。その上で、更なる連携の充

実化に向けて、外来通院治療室等に従事する薬剤師が患者個々の特記するべき事項をお薬手

帳等に書込むなどし、よりきめ細やかな患者対応への情報提供が有用であると考える。 

２．保険薬局から医療機関への情報提供を受け取る体制 

保険薬局からの情報手段として、トレーシングレポート（服薬情報提供書）が活用されて

いる。しかしながら、医療機関によっては、トレーシングレポートの受け入れ体制が整って

いない施設も多く見受けられる。保険薬局側では、トレーシングレポートのみならず、患者

の情報を届けるかの病院の窓口すらも分からず苦慮される事例もお聞きする。医療機関側の

問題点としては、人員の配置や対応する薬剤師の選定などが上げられると考えられるが可能

な範囲からでもトレーシングレポートを応需する体制の整備に向けて進めることは必要で

あると考える。病院の特徴に合わせトレーシングレポートのレイアウトの工夫や、受け入れ

る範囲を保険薬局と調整するなどし、患者の情報を医療機関の多職種へ共有し患者の円滑な

治療に繋げていくことはとても大切であると感じる。 

３．研修会などの開催と医療機関側の窓口設置 

医療機関の薬剤師と保険薬局の薬剤師がお互い顔見知りの存在であることは、何よりも連

携推進を円滑に進められる一つの要素になると身を持って感じている。一つの手法として、

合同の研修会の開催や小規模でもお互いが一緒に学ぶ場の設置が有用と考えている。そこで

得た関係性が連携の推進を後押しし、得た知識は必ず患者支援に繋がると感じる。また、医

療機関の薬剤師の窓口を予め提示し、当該施設の患者をお願いする立場として患者の情報収

集に努力する必要があると考える。 

 （松井 礼子） 

 

（２） 保険薬局の立場より連携の課題 

日本臨床腫瘍薬学会 2017 学術大会（新潟）シンポジウム「患者に寄りそう医・薬・薬連携

の未来予想図」の発表において高度薬学管理機能を持った薬局薬剤師と地域のかかりつけ

薬剤師が連携することが必要になるのではないかと筆者の個人的な意見として発表してい

たが、まさに今その時代であると感じている。 

その背景には、薬局薬剤師が薬薬連携で悩んでいることとして「がん拠点病院の近隣薬局

ではないため連携の窓口がわからない」「もっと勉強をすべきであり、薬局から病院へアプ

ローチすることも必要であるとわかってはいるが方法がわからない」「病院で研修をしたい

が、人員不足で薬局を抜けることができない」「病院へ服薬情報提供書を出したいが、受け

付けてもらえなかった」等々様々な意見が上がっている。 

そこで「施設における問題」と「薬剤師における問題」を各々考えてみた。 
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医療機関と保険薬局の連携推進 DVD の制作と連携の課題  

松井礼子（国立がん研究センター東病院薬剤部） 

長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局） 

 

１． 地域医療連携推進 DVD 作成 

地域医療連携推進 DVD 作成は、平成 28 年度からの厚生労働科学研究費補助金、医薬品・

医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業「薬剤師が担う医療機関と薬局感の連携

手法の検討とアウトカムの評価研究」の一環として、連携を担う薬剤師養成のための教育資

材の開発として、「病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（業務紹介編、薬局編）」

の 2枚の DVD 作成し、引き続く平成 30 年度より同研究班にて「かかりつけ薬剤師・薬局の

多機関・多職種との連携に関する調査研究」の一環として、「医療機関と保険薬局の連携推

進 DVD」の 3枚目の DVD を作成した。１枚目の DVD は病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理

解のための業務紹介として、医療機関での患者の流れや病院薬剤師の業務を紹介している。

主な内容としては①患者が診断から治療に至るまでの検査、治療選択までのプロセス、②外

来通院治療される患者の医療機関での治療の流れ、③がん治療に対するレジメンチェック、

薬剤説明、患者の副作用確認等に必要なポイントをまとめたものである。２枚目の DVD は薬

局編として、XELOX 療法治療患者に対する医療機関から保険薬局への連携が不十分である事

例を題材として、保険薬局で生じる問題点をドラマ仕立てで表現し、改善するために必要な

連携内容について解説したものである。本年度制作した３枚目の DVD は、薬機法改正に伴い、

急速に整備されるであろう抗がん薬治療患者に対する医療機関と保険薬局との連携につい

て、理想的な連携のモデルケースをドラマ仕立てで作成したものである。モデルケースにつ

いては、近年、学会等で報告が多く見られるトレーシングレポートやテレフォンフォローア

ップへの取り組みを取り入れ、また本研究班で行っている観察研究「病院と保険薬局間のプ

ロトコールに基づく経口抗がん薬治療管理の効果を検証する調査」での連携モデルを基盤に

作成した。 

                                 （松井礼子） 

 

２． がん治療に対する医療機関と保険薬局との連携への課題 

（１） 医療機関の立場より連携の課題 

 １．医療機関側から保険薬局への情報提供 

 抗がん薬治療において、保険薬局では、経口抗がん薬に対する支持療法の処方せんに対し、

医療機関からの様々な患者の治療に対する情報が必要となる。しかしながら、患者の情報が

十分に提供されていない状況や施設ごとに対応の差が大きいこともよく聞く状況である。昨

年度に改正された薬機法からも患者を取り巻く保険薬局の環境は大きく変わり、保険薬局薬

剤師の抗がん薬治療患者への対応がより充実することを踏まえると、医療機関側からの患者

に関する治療の情報提供は極めて重要であると考える。現在では、お薬手帳や処方せんへの

資料 3 
印字機能を利用した連携の手法が主に活用されている。患者の基本的な情報は情報提供書や

お薬手帳シールがオートマチックに印刷されるなどハード的なシステムの構築が望まれる

と考え、レジメンの公開等についても取り組む必要性を感じる。その上で、更なる連携の充

実化に向けて、外来通院治療室等に従事する薬剤師が患者個々の特記するべき事項をお薬手

帳等に書込むなどし、よりきめ細やかな患者対応への情報提供が有用であると考える。 

２．保険薬局から医療機関への情報提供を受け取る体制 

保険薬局からの情報手段として、トレーシングレポート（服薬情報提供書）が活用されて

いる。しかしながら、医療機関によっては、トレーシングレポートの受け入れ体制が整って

いない施設も多く見受けられる。保険薬局側では、トレーシングレポートのみならず、患者

の情報を届けるかの病院の窓口すらも分からず苦慮される事例もお聞きする。医療機関側の

問題点としては、人員の配置や対応する薬剤師の選定などが上げられると考えられるが可能

な範囲からでもトレーシングレポートを応需する体制の整備に向けて進めることは必要で

あると考える。病院の特徴に合わせトレーシングレポートのレイアウトの工夫や、受け入れ

る範囲を保険薬局と調整するなどし、患者の情報を医療機関の多職種へ共有し患者の円滑な

治療に繋げていくことはとても大切であると感じる。 

３．研修会などの開催と医療機関側の窓口設置 

医療機関の薬剤師と保険薬局の薬剤師がお互い顔見知りの存在であることは、何よりも連

携推進を円滑に進められる一つの要素になると身を持って感じている。一つの手法として、

合同の研修会の開催や小規模でもお互いが一緒に学ぶ場の設置が有用と考えている。そこで

得た関係性が連携の推進を後押しし、得た知識は必ず患者支援に繋がると感じる。また、医

療機関の薬剤師の窓口を予め提示し、当該施設の患者をお願いする立場として患者の情報収

集に努力する必要があると考える。 

 （松井 礼子） 

 

（２） 保険薬局の立場より連携の課題 

日本臨床腫瘍薬学会 2017 学術大会（新潟）シンポジウム「患者に寄りそう医・薬・薬連携

の未来予想図」の発表において高度薬学管理機能を持った薬局薬剤師と地域のかかりつけ

薬剤師が連携することが必要になるのではないかと筆者の個人的な意見として発表してい

たが、まさに今その時代であると感じている。 

その背景には、薬局薬剤師が薬薬連携で悩んでいることとして「がん拠点病院の近隣薬局

ではないため連携の窓口がわからない」「もっと勉強をすべきであり、薬局から病院へアプ

ローチすることも必要であるとわかってはいるが方法がわからない」「病院で研修をしたい

が、人員不足で薬局を抜けることができない」「病院へ服薬情報提供書を出したいが、受け

付けてもらえなかった」等々様々な意見が上がっている。 

そこで「施設における問題」と「薬剤師における問題」を各々考えてみた。 

 

－17－

P00-85.indd   17 2020/03/19   8:20:54



1. 施設における問題点 

まず、薬局の立地条件により受付処方箋に差がある。今後薬局の機能評価が行われ、患者

が薬局を選ぶ時代に突入するが果たしてどのような変貌を遂げるのだろうか。薬機法改正

により「専門医療機関連携薬局」と「地域連携薬局」「健康サポート薬局」等に薬局が機能

別に評価される。その際に機能評価ごとの薬局が連携を行うことでより地域ごとに患者を

サポートすることが可能となるのではないだろうか。薬局の役割分担ともいえる。 

また、対物業務から対人業務へ薬局薬剤師の仕事は大きくシフトするのだが、電話等でフ

ォローアップを行い、医療機関へ情報提供を行う時間と人員を確保するために薬局経営面

においても改革が必要になるだろう。さらに薬剤師の知識・能力の差をどのように評価す

べきかが課題の一つとなると考えられる。 

連携を望む薬局の課題として「服薬情報提供書を受け付けてもらえない」があげられる。

これは医療機関の問題のみならず薬局側にも問題があるのではないかと考えた。 

ある病院薬剤師に、なぜ服薬情報提供書を受け入れてもらえないのか質問したところ「本

当に必要な情報であれば受け入れたいが、薬局薬剤師の知識技量の差もありすべてを受け

入れることは困難である。」との回答を得た。 

そこで次に「薬剤師における問題点」について考えてみた。 

2. 薬剤師における問題点 

薬剤師の知識・技能、対人スキル、モチベーションの向上のために必要な研修とはどのよ

うなものが良いのか、薬局薬剤師として業務を行いながら専門医療機関で研修を受けるこ

とは可能なのか、それらの評価方法は誰がどのように行うのかなど課題は山積しているが、 

ここでは先に述べた服薬情報提供書を受け入れる医療機関の懸念事項について考えてみた。

「なんでも送ればよいわけではない」ということである。そのためには必要な情報を選択

し、的確に伝える能力を必要とされる。例えばがん薬物療法においては、副作用のグレー

ド評価を的確に行い、緊急性のあるもの、緊急ではないが治療に関連した報告すべき情報

を見極める能力が求められる。また情報を簡潔かつ的確に電話や情報提供書で伝えねばな

らない。そのための研修等も必要とされるだろう。そしてこうしたスキルを身に着けた、

いわゆる「専門の薬剤師」が活躍する「専門医療機関連携薬局」と地域の中で住民の健康

をサポートする「かかりつけ薬剤師」が活躍する「地域医療連携薬局」「健康サポート薬局」

は、就職活動においても注目されるようになるだろう。 

文頭で述べた高度薬学管理機能を持った薬局改め「専門医療機関連携薬局」で活躍する専

門知識を持った薬剤師と地域で活躍する「地域連携薬局」や「健康サポート薬局」の「か

かりつけ薬剤師」が各々の役割の中で情報を共有する手段についても検討が必要であり地

域医療連携の課題の一つとして述べたい。 

まさに機能評価に値する薬剤師が活躍できる時代の始まりである。 

（長久保 久仁子） 

 

 

「医療機関と保険薬局の連携推進 DVD」アンケート結果報告 

 

川澄賢司（国立がん研究センター東病院） 

 

1. はじめに 

平成 30 年度より同研究班にて「かかりつけ薬剤師・

薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究」

の一環として、「医療機関と保険薬局の連携推進

DVD」を作成した。本 DVD は、病院薬剤師と薬局薬

剤師の連携の手法として、テレフォンフォローアップの

実施、トレーシングレポートの利活用を含む連携のモ

デルケースの一例として作成した。 

今回令和 2 年 2 月 11 日に開催された研究報告シ

ンポジウムの中で、同 DVD を上映し、参加者に対して

アンケート調査を実施したため報告する。 

 

2. 方法 

（１） 調査対象 

令和 2 年 2 月 11 日 「かかりつけ薬剤師・薬局の多

機関・多職種との連携に関する調査研究」シンポジウ

ムの参加者 182 名を対象とした。 

 

（２） 調査方法 

無記名の自記式のアンケート用紙を、受付にて配

布し、シンポジウム終了後に回収した。アンケートの回

答をもって本調査への同意を得たものとした。後半の

設問は、各所属別（病院、薬局勤務者）に、本 DVD を

理想的な連携（10 点満点）と仮定した場合、各施設で

の到達状況について点数化して回答を依頼した。 

3. 結果 

 参加者 182 名中、回答が得られたのは 104 名であり、

回答率は 57.2％だった。 

 

（１） 回答者の所属と年代層 

参加者の所属の内訳は、病院 48 名（46.2％）、薬

局 24 名（23.1％）、大学（学生含む）20 名（19.2％）、

行政 2 名（1.9％）、その他 10 名（9.6％）であった。そ

の他の所属としては、製薬メーカー6 名、薬局機器メ

ーカー2 名、医薬品卸 1 名、地域コンサルタント 1 名

であった。 

年代層の内訳は、30 歳未満 22 名（21.2％）、30-39

歳 20 名（19.2％）、40-49 歳 25 名（24.0％）、50-59 歳

25 名（24.0％）、60 歳以上 12 名（11.5％）だった。 

 

(2)DVD の内容に関する評価 

問３「医療機関と保険薬局の連携推進 DVD を視聴

し参考となりましたか」の設問に対しては、「とても思う」

47 名（45.2％）、「やや思う」45 名（43.8％）、「どちらと

もいえない」5 名（4.8％）、「あまり思わない」4 名

（3.8％）、「思わない」0 名（0.0％）、未回答 3 名（2.9％）

であり、約 9 割が参考になったと回答した（図 1）。 

 問４「今回の DVD の内容は、あなたが考える理想

的な連携像と一致していますか」の設問に対しては、

「一致している」43 名（41.3％）、「やや一致している」

51 名（49.0％）、「どちらともいえない」7 名（6.7％）、

「あまり一致していない」1 名（1.0％）、「思わない」0 名

（0.0％）、未回答 2 名（1.9％）であり、こちらも約 9 割が

理想的な連携像であると回答した（図 2）。 

問５「本 DVD を各地域で活用することは、医療機関

と薬局との連携の推進に役立つと思いますか」の設問

に対しては、「とても思う」44 名（42.3％）、「やや思う」

51 名（43.3％）、「どちらともいえない」12 名（11.5％）、

「あまり思わない」2 名（1.9％）、「思わない」1 名（1.0％）

であり、こちらも約9割が連携の推進に役に立つと思う

と回答した（図 3）。 

問 6「本 DVD の活用について、適切と思うのはどれ

ですか。（複数回答可）」の設問に対しては、「都道府

県病院薬剤師会又は都道府県薬剤師会の研修会等

での上映」」に 66 名と最も多く回答した。次に「各職場

や中小規模のセミナーや勉強会での上映」65 名、「大

学の学生を対象として上映」65 名、その他 7 名が回答

した（図 4）。 
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1. 施設における問題点 

まず、薬局の立地条件により受付処方箋に差がある。今後薬局の機能評価が行われ、患者

が薬局を選ぶ時代に突入するが果たしてどのような変貌を遂げるのだろうか。薬機法改正

により「専門医療機関連携薬局」と「地域連携薬局」「健康サポート薬局」等に薬局が機能

別に評価される。その際に機能評価ごとの薬局が連携を行うことでより地域ごとに患者を

サポートすることが可能となるのではないだろうか。薬局の役割分担ともいえる。 

また、対物業務から対人業務へ薬局薬剤師の仕事は大きくシフトするのだが、電話等でフ

ォローアップを行い、医療機関へ情報提供を行う時間と人員を確保するために薬局経営面

においても改革が必要になるだろう。さらに薬剤師の知識・能力の差をどのように評価す

べきかが課題の一つとなると考えられる。 

連携を望む薬局の課題として「服薬情報提供書を受け付けてもらえない」があげられる。

これは医療機関の問題のみならず薬局側にも問題があるのではないかと考えた。 

ある病院薬剤師に、なぜ服薬情報提供書を受け入れてもらえないのか質問したところ「本

当に必要な情報であれば受け入れたいが、薬局薬剤師の知識技量の差もありすべてを受け

入れることは困難である。」との回答を得た。 

そこで次に「薬剤師における問題点」について考えてみた。 

2. 薬剤師における問題点 

薬剤師の知識・技能、対人スキル、モチベーションの向上のために必要な研修とはどのよ

うなものが良いのか、薬局薬剤師として業務を行いながら専門医療機関で研修を受けるこ

とは可能なのか、それらの評価方法は誰がどのように行うのかなど課題は山積しているが、 

ここでは先に述べた服薬情報提供書を受け入れる医療機関の懸念事項について考えてみた。

「なんでも送ればよいわけではない」ということである。そのためには必要な情報を選択

し、的確に伝える能力を必要とされる。例えばがん薬物療法においては、副作用のグレー

ド評価を的確に行い、緊急性のあるもの、緊急ではないが治療に関連した報告すべき情報

を見極める能力が求められる。また情報を簡潔かつ的確に電話や情報提供書で伝えねばな

らない。そのための研修等も必要とされるだろう。そしてこうしたスキルを身に着けた、

いわゆる「専門の薬剤師」が活躍する「専門医療機関連携薬局」と地域の中で住民の健康

をサポートする「かかりつけ薬剤師」が活躍する「地域医療連携薬局」「健康サポート薬局」

は、就職活動においても注目されるようになるだろう。 

文頭で述べた高度薬学管理機能を持った薬局改め「専門医療機関連携薬局」で活躍する専

門知識を持った薬剤師と地域で活躍する「地域連携薬局」や「健康サポート薬局」の「か
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まさに機能評価に値する薬剤師が活躍できる時代の始まりである。 

（長久保 久仁子） 

 

 

「医療機関と保険薬局の連携推進 DVD」アンケート結果報告 

 

川澄賢司（国立がん研究センター東病院） 

 

1. はじめに 

平成 30 年度より同研究班にて「かかりつけ薬剤師・

薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究」

の一環として、「医療機関と保険薬局の連携推進

DVD」を作成した。本 DVD は、病院薬剤師と薬局薬

剤師の連携の手法として、テレフォンフォローアップの

実施、トレーシングレポートの利活用を含む連携のモ

デルケースの一例として作成した。 

今回令和 2 年 2 月 11 日に開催された研究報告シ

ンポジウムの中で、同 DVD を上映し、参加者に対して

アンケート調査を実施したため報告する。 

 

2. 方法 

（１） 調査対象 

令和 2 年 2 月 11 日 「かかりつけ薬剤師・薬局の多

機関・多職種との連携に関する調査研究」シンポジウ

ムの参加者 182 名を対象とした。 

 

（２） 調査方法 

無記名の自記式のアンケート用紙を、受付にて配

布し、シンポジウム終了後に回収した。アンケートの回

答をもって本調査への同意を得たものとした。後半の

設問は、各所属別（病院、薬局勤務者）に、本 DVD を

理想的な連携（10 点満点）と仮定した場合、各施設で

の到達状況について点数化して回答を依頼した。 

3. 結果 

 参加者 182 名中、回答が得られたのは 104 名であり、

回答率は 57.2％だった。 

 

（１） 回答者の所属と年代層 

参加者の所属の内訳は、病院 48 名（46.2％）、薬

局 24 名（23.1％）、大学（学生含む）20 名（19.2％）、

行政 2 名（1.9％）、その他 10 名（9.6％）であった。そ

の他の所属としては、製薬メーカー6 名、薬局機器メ

ーカー2 名、医薬品卸 1 名、地域コンサルタント 1 名

であった。 

年代層の内訳は、30 歳未満 22 名（21.2％）、30-39

歳 20 名（19.2％）、40-49 歳 25 名（24.0％）、50-59 歳

25 名（24.0％）、60 歳以上 12 名（11.5％）だった。 

 

(2)DVD の内容に関する評価 

問３「医療機関と保険薬局の連携推進 DVD を視聴

し参考となりましたか」の設問に対しては、「とても思う」

47 名（45.2％）、「やや思う」45 名（43.8％）、「どちらと

もいえない」5 名（4.8％）、「あまり思わない」4 名

（3.8％）、「思わない」0 名（0.0％）、未回答 3 名（2.9％）

であり、約 9 割が参考になったと回答した（図 1）。 

 問４「今回の DVD の内容は、あなたが考える理想

的な連携像と一致していますか」の設問に対しては、

「一致している」43 名（41.3％）、「やや一致している」

51 名（49.0％）、「どちらともいえない」7 名（6.7％）、

「あまり一致していない」1 名（1.0％）、「思わない」0 名

（0.0％）、未回答 2 名（1.9％）であり、こちらも約 9 割が

理想的な連携像であると回答した（図 2）。 

問５「本 DVD を各地域で活用することは、医療機関

と薬局との連携の推進に役立つと思いますか」の設問

に対しては、「とても思う」44 名（42.3％）、「やや思う」

51 名（43.3％）、「どちらともいえない」12 名（11.5％）、

「あまり思わない」2 名（1.9％）、「思わない」1 名（1.0％）

であり、こちらも約9割が連携の推進に役に立つと思う

と回答した（図 3）。 

問 6「本 DVD の活用について、適切と思うのはどれ

ですか。（複数回答可）」の設問に対しては、「都道府

県病院薬剤師会又は都道府県薬剤師会の研修会等

での上映」」に 66 名と最も多く回答した。次に「各職場

や中小規模のセミナーや勉強会での上映」65 名、「大

学の学生を対象として上映」65 名、その他 7 名が回答

した（図 4）。 
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（3）所属施設別の到達状況 

本 DVD を理想的な連携（10 点満点）と仮定した場

合、各施設での到達状況について点数化して評価し

た。 

 

3-1．病院薬剤師の到達状況 

 問 7「（外来化学療法室にて）服薬指導の際に、お

薬手帳等を利用してレジメン内容や検査値などを提

供している（n=48）」に対しては、平均 4.7 点であり、最

多は 0 点で 14 名（29.1％）の回答があり、施設間で局

在化していた（図 5）。 

 問 8「保険薬局からのトレーシングレポートを受け付

けて活用している（n=48）」に対しては、平均 3.4 点で

あり、最多は 0 点で 20 名（41.7％）の回答があり、こち

らも施設間で局在化していた（図 6）。 

 

3-2．薬局薬剤師の到達状況 

 問 9「プライバシーの確保された場所を使用し、抗が

ん薬の説明をおこなっている（n=19）」に対しては、平

均 4.6 であり、最多は 1 点で 4 名（21.1％）の回答だっ

た（図 7）。 

 問 10「抗がん薬治療中の患者にテレフォンフォロー

で在宅中の副作用確認をおこなっている（n=19）」に

対しては、平均 4.9 であり、最多は 5 点で 5 名（26.3％）

の回答だった（図 8）。 

 問 11「テレフォンフォローや来局の際に、患者の副

作用状況や特記するべき事項についてトレーシング

レポート等を用いて医療機関と連携している（n=18）」

に対しては、平均 5.1 であり、最多は 7 点で 6 名

（33.3％）と多くの薬局薬剤師がトレーシングレポート

を活用していることがわかった（図 9）。 

 

3-3．学生教育における DVD の視聴時期について

（大学勤務・大学生対象） 

 大学勤務の教員または大学生を対象として、問 12

「本 DVD を学生が視聴するにはどの時期がよいと考

えますか。（複数回答可）」の設問に対しては、「OSCE

前の事前学習」と「実務実習開始前」が 12 名と最多の

回答であった。次に「学年問わず」6 名、「早期体験実

習（1 年次）」3 名、「実務実習終了後」3 名、その他 1

名であった（図 10）。その他として「アドバンス科目（2、

3 年）」の回答があった。 

 

4. 考察 

 本アンケート調査では、病院薬剤師、薬局薬剤師、

大学勤務者等の職種に加え、幅広い年代層の参加

者より「医療機関と保険薬局の連携推進 DVD」に対

する評価と連携の現状を把握することが出来た。本

DVD での医療機関と薬局との連携のモデルケースは、

今回の参加者が考える理想的な連携像と一致すると

の回答が 9 割以上であり、モデルケースとして相違な

かったと考える。 

しかしながら、本モデルケースを理想的な連携（10

点満点）と仮定した場合の到達度は、各設問の平均

点が 3.4～5.1 点と差が大きく、各施設間での点数の

差も大きかった。特に病院側では、トレーシングレポ

ートの利活用の到達度の平均が 3.4 点と低く、施設と

してトレーシングレポートの受け入れ体制が十分に整

っていないことが推測された。一方で薬局側では、ト

レーシングレポートを用いた連携の到達度の平均が

5.1 点と高く、病院側の受け入れ体制とは解離してい

た。このことは、薬局側が投薬時やテレフォンフォロー

アップ時に得た患者情報が十分に活かされていない

可能性も考えられた。今後は病院側のトレーシングレ

ポートの受け入れ体制の整備を進めていく必要があ

ると考える。 

 また薬学教育として DVD の利活用としては、実務実

習前の事前学習として有用であるとの回答が多く、事

前に学生に医療機関と薬局の連携の予備知識を与

えるのに、本 DVD の活用が望まれていると考えられ

た。 

 少数の自由回答からは、本 DVD の上映に加えて、

医療連携手法などの背景の解説が必要との意見が

上げられ、一連のプログラムとして提供することで聴講

者の理解が深まるものと考えられた。今後は本 DVD

 

 

のモデルケースを医療連携の教育資材として用いて、

医療機関や薬局に広く普及していきたい。 
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図 1 問３「医療機関と保険薬局の連携推進 DVD を視聴し参考となりましたか」（n=104） 

 

 

図 2 問４「今回の DVD の内容は、あなたが考える理想的な連携像と一致していますか」（n=104） 

 

図 3 問５「本 DVD を各地域で活用することは、医療機関と薬局との連携の推進に役立つと思いますか」（n=104） 
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図 4 問 6「本 DVD の活用について、適切と思うのはどれですか。（複数回答）」（n=104） 

 

問 6．その他の意見  

・患者さんに見て頂き協力を促す。 

・部長会、各病院の薬剤部長は薬薬連携の重要性がわかっていない人が多い 

・一般市民に対して加工したものを上映、配信 

・患者さん用 DVD 

・地域連携の勉強会で使用したいと思いました。DVD はフリーアクセスでしょうか？ 

・地域の中核病院の主体性が重要だと思います。 

・ホームページ公開 

・他職種への薬薬連携の意義を啓発できる 

・中学生、高校生の薬学教育、お薬手帳、PHR の推進 

・医師、看護師に上映する 

・医師、病院関係者 

・患者がみても良いのかなと感じた 

・各職場の医療連携の場 
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問 6．その他の意見  

・患者さんに見て頂き協力を促す。 

・部長会、各病院の薬剤部長は薬薬連携の重要性がわかっていない人が多い 

・一般市民に対して加工したものを上映、配信 

・患者さん用 DVD 

・地域連携の勉強会で使用したいと思いました。DVD はフリーアクセスでしょうか？ 

・地域の中核病院の主体性が重要だと思います。 

・ホームページ公開 

・他職種への薬薬連携の意義を啓発できる 

・中学生、高校生の薬学教育、お薬手帳、PHR の推進 

・医師、看護師に上映する 

・医師、病院関係者 

・患者がみても良いのかなと感じた 

・各職場の医療連携の場 
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図 5 問 7「（外来化学療法室にて）服薬指導の際に、お薬手帳等を利用してレジメン内容や検査値などを提供し

ている」（n=48） 

 

 

図 6 問 8「保険薬局からのトレーシングレポートを受け付けて活用している」（n=48） 

 

 

図 7 問 9「プライバシーの確保された場所を使用し、抗がん薬の説明をおこなっている」（n=19） 
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図 8 問 10「抗がん薬治療中の患者にテレフォンフォローで在宅中の副作用確認をおこなっている」（n=19） 

 

 

図 9 問 11「テレフォンフォローや来局の際に、患者の副作用状況や特記するべき事項についてトレーシングレポ

ート等を用いて医療機関と連携している」（n=18） 

 

 

図 10 問 12「本 DVD を学生が視聴するにはどの時期がよいと考えますか。（複数回答）」 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
点数

回
答
数

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
点数

回
答
数

0 2 4 6 8 10 12 14

早期体験実習（1年次）

OSCE前の事前学習

実務実習開始前

実務実習終了後

学年問わず

その他

－24－

P00-85.indd   24 2020/03/19   8:20:55



 

 

  

図 5 問 7「（外来化学療法室にて）服薬指導の際に、お薬手帳等を利用してレジメン内容や検査値などを提供し

ている」（n=48） 

 

 

図 6 問 8「保険薬局からのトレーシングレポートを受け付けて活用している」（n=48） 

 

 

図 7 問 9「プライバシーの確保された場所を使用し、抗がん薬の説明をおこなっている」（n=19） 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

点数

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
点数

回
答
数

回
答
数 

点数

回
答
数

 

 

 

図 8 問 10「抗がん薬治療中の患者にテレフォンフォローで在宅中の副作用確認をおこなっている」（n=19） 
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問 13．その他ご意見、ご感想（その 1） 

・トレーシングレポートの受付は可能ですが、薬局から薬剤科に送られてきていない。 

・別 DVD になると思いますが、学生向けにはまず薬剤師が対人業務を行う意味（AI ではダメなのか）を理解しても

らう必要があるかと思います。個人的には患者が求める情報を提供するだけであれば AI で、心の頼りや言いたい

ことが言える存在として薬剤師が必要だと思います。 

・現場の薬剤師はトレーシングレポートの重要性、必要性を理解しているが、上司の理解がないため運用できな

いでいる。 

・薬剤師の職業紹介のような内容だった。実際に業務を行っているものには必要を感じなかった。 

・各施設の先生方の経験で成功例もしくはうまくいかなかった点など可能な範囲で共有して頂ける場があると有意

義だと思います。 

・抗がん剤を服用している患者はいない 

・DVD の関係性を築くまでが難しいのでは？と働いてからだと思ってしまうので、学生のうちに見られるといいかな

と思いました。 

・トレーシングレポートやテレフォンフォローアップの重要性について深く理解できました。とてもわかりやすかった

です。 

・話の最後で、薬剤師の役割は増えることを期待しているとおっしゃっていたけれど、私はそうは思わない。人工

知能や便利な機械が増える一方、薬剤師の役割はむしろ減っているのではないかと考えている。副作用のグレ

ード評価が問題と言っていたけど、そんなことは機械でもできる日はそう遠くない。たった 3000 万で薬剤師の仕事

を担ってくれる機械ができるようになり、薬剤師は必要とされなくなる日が訪れるのではないかと心配である。今回

の内容はすべてきれい事にしか思えなかった。薬の提供の仕方を教育するビデオを見せることも大事だけど、

「薬剤師はそんなことしかできないの？」と思われる。それを踏まえると、健康寿命を延ばすためのアプローチをす

る薬剤師を教育したほうがよほどパフォーマンスがいいと思います。アホみたいな DVD だった。 

・質問にもありましたが、授業等で DVD の閲覧しても、実習先の薬局、病院等が薬薬連携を行っていないとフィク

ションのように思えてしまう気がしました。実習先にも啓発して頂いて、現実のものになるようにして欲しいと思いま

した。 

・DVD の最初はお薬手帳を渡すことから始まっているが、その前の段階として病院薬剤師が投与量や休薬をチェ

ックしている場面から初めてはと思いました。そもそもなぜ院外処方にしなければいけないのか？病院薬剤師だ

けで対応すればいいのではないかと思う人もいるのではないかと思います。薬薬連携のメリットを説明してはどう

かと思った。 

・DVD は病院側、薬局側本当に理想的な連携だと思いました。DVD を 10 点としたときのこちらのアンケート結果

がとても気になります。現状との乖離をその解決策を楽しみにしています。 

・医療機関側の姿勢により市中薬局の取り組みが進展するか否か今後の広がりにかかると思いました。研修にか

かる費用の考え方なども課題か。 

・薬局薬剤師からの電話連絡を病院薬剤師が受ける理由はなぜでしょうか？直接医師に連絡すればよいので

は？ 

 

 

 

 

 

問 13．その他ご意見、ご感想（その 2） 

・実際に病院薬剤師が抗ガン治療又はそれ以外でも患者さんにどのように指導しているのかを DVD または写真

で詳しく知りたかった。患者さんによって持っている情報が異なることがあった。肺炎予防でバクタ飲んでいる患

者が、病院から外傷や鼻炎の際の抗生剤との併用は大丈夫と既に聞いている人がいた。当然知らない患者さん

もいる。この差はどこから生まれるのか？緑内障の患者に対して禁忌薬のありなし、少なくとも大学病院は文書ま

たは IT 情報機器を使用してもよいが、情報共有できるツールを出すべき。 

・DVD を自由に見ることができる状況になると良いと思います。 

・DVD を後でゆっくりみたいがどうしたらよいか。 

・ただ DVD を見せるだけではダメである。しっかりとバックグラウンドや解説などを加えたプログラムを作るべきだと

考える。本日のような一連のプログラムの中で用いるべきである。 

・今現場で起こっている実際の試みがわかり、今後の進路を考えるきっかけになった。 

・今回の DVD を見て病院と薬局の様子だけでなく、薬剤師が患者に対して配慮すべき点も改めて気づかされた

ので、それも含めてとても参考になりました。あと 1 年後に実務実習があるんどえ、今日見た DVD の内容を活かし

ていければと思います。 

・門外漢なので大変参考になりました。 

・薬薬連携の主要な部分が癌であることは理解できるが、DVD にせよ講演にせよどれくらい一般化できるのが不

明であり、癌であるなら癌に対するという断りを入れる必要があるのではないかと感じた。 
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本シンポジウムご参加の皆様 
 

「医療機関と保険薬局の連携推進 DVD」に関するアンケート調査 
 
本日は、シンポジウム「かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究」にご

参加いただきありがとうございます。本シンポジウム内で上映致しました「医療機関と保険薬局の連携

推進 DVD」に関して、皆様のご意見を頂戴したくアンケート調査を企画しました。今後の活動や DVD
の利活用に活かして行きたいと考えております。 
尚、報告に際して、個人が特定できない方法で解析・公表します。予めご了解ください。以上、本ア

ンケート調査の趣旨をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。 
 
以下の問で該当するものの番号に○を記載して下さい。 
 
問 1 あなたの所属する施設についてお答えください。 
 1．病院  2．薬局  3．大学  4．行政 

5．その他 （                   ） 
 

問 2 あなたの年齢をお答えください。 
 1．30 歳未満  2．30～39 歳  3．40～49 歳  4．50～59 歳 

5．60 歳以上 
問 3 医療機関と保険薬局の連携推進 DVD を視聴し参考となりましたか。 
 1．とても思う 2．やや思う 3．どちらともいえない 4．あまり思わない 

5．思わない 

 

問 4 今回の DVD の内容は、あなたが考える理想的な連携像と一致していますか。 
 1．一致している 2．やや一致している 3．どちらともいえない  

4．あまり一致していない 5．一致していない 

 

 

問 5 本 DVD を各地域で活用することは、医療機関と薬局との連携の推進に役立つと思いますか。  
 1．とても思う 2．やや思う 3．どちらともいえない 4．あまり思わない 

5．思わない 

 

 

問 6 本 DVD の活用について、適切と思うのはどれですか。（複数回答可） 
 1. 都道府県病院薬剤師会又は都道府県薬剤師会の研修会等での上映 

2. 各職場や中小規模のセミナーや勉強会での上映 
3. 大学の学生を対象として上映 
4. その他（                             ） 
 

 

 

以下の設問は、所属施設別にお答え下さい。病院勤務の方は問 7～8 を、薬局勤務の方は問 9～11 を、

大学勤務・大学生の方は問 12 をお答え下さい。問 13 は参加者全員にお願いします。 
 
本 DVD を理想的な連携（10 点満点）と仮定した場合、貴施設での到達状況について点数の数字に○

をつけて下さい。 
◎病院の薬剤師の方への質問です。 
問 7 （外来化学療法室にて）服薬指導の際に、お薬手帳等を利用してレジメン内容や検査値などを

提供している。 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

問 8 保険薬局からのトレーシングレポートを受け付けて活用している。 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

◎薬局の薬剤師の方への質問です。 
問 9 プライバシーの確保された場所を使用し、抗がん薬の説明をおこなっている。 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
問 10 抗がん薬治療中の患者にテレフォンフォローで在宅中の副作用確認をおこなっている。 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

問 11 テレフォンフォローや来局の際に、患者の副作用状況や特記するべき事項についてトレーシン

グレポート等を用いて医療機関と連携している。 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
◎大学勤務・大学生の方への質問です。 
問 12 本 DVD を学生が視聴するにはどの時期がよいと考えますか。（複数回答可） 
 1．早期体験実習（1 年次） 2．OSCE 前の事前学習 3．実務実習開始前 

4．実務実習終了後 5．学年問わず 6．その他 （               ） 
 

 
問 13 その他お気づきの点やご意見がありましたらご記載ください。 
  
 
 

以上、ご協力ありがとうございました。 
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本シンポジウムご参加の皆様 
 

「医療機関と保険薬局の連携推進 DVD」に関するアンケート調査 
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 1．とても思う 2．やや思う 3．どちらともいえない 4．あまり思わない 

5．思わない 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 1．早期体験実習（1 年次） 2．OSCE 前の事前学習 3．実務実習開始前 

4．実務実習終了後 5．学年問わず 6．その他 （               ） 
 

 
問 13 その他お気づきの点やご意見がありましたらご記載ください。 
  
 
 

以上、ご協力ありがとうございました。 
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シンポジウム講演スライド 

 
シンポジウム「かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究」 
 
主催：日本医療薬学会、日本臨床腫瘍薬学会 
後援：日本薬剤師会、日本病院薬剤師会  
日時：令和 2 年 2 月 11 日（火・祝）13 時～16 時 45 分 
会場：日本薬学会長井記念ホール 
参加費：無料 

プログラム 
＜座長＞高橋弘充（東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部） 

安野伸浩（帝京大学医学部附属病院薬剤部） 
13:00 開会挨拶 
       奥田真弘（日本医療薬学会、大阪大学医学部附属病院薬剤部） 
13:05 かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究：趣旨説明 

安原眞人（帝京大学薬学部） 
13:20 長崎県における経口抗がん薬の PBPM 

佐々木均（長崎大学病院薬剤部） 
13:50 全国の薬局の情報共有に関する調査結果と八尾地域での取組 
     小枝伸行（八尾市立病院事務局） 
14:20 昭和大学横浜市北部病院地域での緩和領域の PBPM への取組 
     縄田修一（昭和大学横浜市北部病院薬局） 

村田勇人（クオール薬局港北店） 
 
14:40 休息（15 分） 
 
＜座長＞有澤賢二（日本薬剤師会） 

山本弘史（長崎大学病院臨床研究センター） 
14:55 医療機関と保険薬局の連携推進 DVD の制作と連携の課題 
     松井礼子（国立がん研究センター東病院薬剤部） 

長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局） 
15:40 特別講演：薬機法等改正と薬剤師への期待 
     安川孝志 （厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 薬事企画官/医薬情報室長） 
16:40 閉会挨拶 
     遠藤一司（日本臨床腫瘍薬学会）  

資料 5 
 

 

講演 1 

 

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との 

連携に関する調査研究：趣旨説明 

 

安原眞人（帝京大学薬学部） 
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1

令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（医薬品・医療
機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）シンポジウム

かかりつけ薬剤師・薬局の
多機関・多職種との連携に

関する調査研究

帝京大学薬学部
安原眞人

2020年2月11日 日本薬学会長井記念ホール

年月 厚労省関係 その他

平成22年4月
医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進
について」

平成24年4月診療報酬改定（病棟薬剤業務実施加算、在宅患者調剤加算新設）

平成25年1月 医薬品インターネット販売訴訟最高裁判決

6月 日本再興戦略

7月 ディオバン事件京都府立医大調査報告

11月
薬事法改正（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律）

12月薬事法及び薬剤師法の一部改正（要指導医薬品）

平成26年1月薬局の求められる機能とあるべき姿

平成27年2月 薬歴未記載問題

3月
規制改革会議公開ディスカッション「医薬分業における規
制の見直し」

6月 経済財政運営と改革の基本方針2015

10月患者のための薬局ビジョン

平成28年4月
診療報酬改定（かかりつけ薬剤師指導料新設、大型門前薬局の評
価見直し）

6月プロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）導入マニュアル

10月健康サポート薬局届出開始

平成29年1月 ハーボニー配合錠偽造品流通

4月臨床研究法 処方箋付け替え不正

9月 グレーゾーン解消制度による経産省回答

10月
財政制度分科会（調剤報酬の改革）
経済財政諮問会議（経済財政一体改革）

11月 行政改革推進会議行政事業レビュー（調剤報酬）

平成30年4月
診療報酬改定（薬局に対する地域支援体制加算新設、多剤投薬適
正化の取組評価、門前薬局等の評価見直し）

12月厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会とりまとめ

令和元年4月医薬・生活衛生局総務課長通知（調剤業務のあり方）

6月 経済財政運営と改革の基本方針2019

12月薬機法等の一部改正法公布

第二十五条の二に次の一項を加える。
２ 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した

薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、
患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握
するとともに、患者又は現にその看護に当たつている
者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知
見に基づく指導を行わなければならない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律等の一部を改正する法律案

（令和元年12月4日公布）

患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、
機能別の薬局の知事認定制度（名称独占）を導入

○地域連携薬局：
入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携し
て対応できる薬局

○専門医療機関連携薬局：

がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と
連携して対応できる薬局

 厚生労働省医政局長通知 （平成22年4月30日）

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
現行制度の下において薬剤師が実施することができる業務

① 薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、
医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の
活用を通じて、医師等と協働して実施すること。

② 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処
方を提案すること。

③ 薬物療法を受けている患者（在宅の患者を含む）に対し、薬学的管理（患者の
副作用の状況の把握、服薬指導等）を行うこと。

④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリングに基づき、副作用の発現状況や有効
性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。

⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内
容の処方を提案すること。

⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセ
ントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。

⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するな
ど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。

⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して
調剤すること。
⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。

平成25年度厚生労働科学研究費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）

薬剤師が担うチーム医療と地域医療の調査と
アウトカムの評価研究

研究代表者 安原 眞人（東京医科歯科大学医学部附属病院）
分担研究者 佐々木 均（長崎大学病院）

吉山 友二（北里大学薬学部）
研究協力者 安部 好弘（日本薬剤師会常務理事）

奥田 真弘（三重大学医学部附属病院）
川上 純一（浜松医科大学医学部附属病院）
北田 光一（日本病院薬剤師会会長）
鈴木 洋史（東京大学医学部附属病院）
土屋 文人（日本病院薬剤師会副会長・日本薬剤師会副会長）
中澤 一純（日本医療薬学会事務局長）
橋田 亨 （神戸市立医療センター中央市民病院）
舟越 亮寛（大船中央病院）
松原 和夫（京都大学医学部附属病院）
宮﨑 長一郎（長崎県薬剤師会会長・日本薬剤師会理事）
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令和元年4月医薬・生活衛生局総務課長通知（調剤業務のあり方）

6月 経済財政運営と改革の基本方針2019

12月薬機法等の一部改正法公布

第二十五条の二に次の一項を加える。
２ 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した

薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、
患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握
するとともに、患者又は現にその看護に当たつている
者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知
見に基づく指導を行わなければならない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律等の一部を改正する法律案

（令和元年12月4日公布）

患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、
機能別の薬局の知事認定制度（名称独占）を導入

○地域連携薬局：
入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携し
て対応できる薬局

○専門医療機関連携薬局：

がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と
連携して対応できる薬局

 厚生労働省医政局長通知 （平成22年4月30日）

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」
現行制度の下において薬剤師が実施することができる業務

① 薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、
医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の
活用を通じて、医師等と協働して実施すること。

② 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処
方を提案すること。

③ 薬物療法を受けている患者（在宅の患者を含む）に対し、薬学的管理（患者の
副作用の状況の把握、服薬指導等）を行うこと。

④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリングに基づき、副作用の発現状況や有効
性の確認を行うとともに、医師に対し、必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。

⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内
容の処方を提案すること。

⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセ
ントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。

⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するな
ど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。

⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して
調剤すること。
⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。

平成25年度厚生労働科学研究費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）

薬剤師が担うチーム医療と地域医療の調査と
アウトカムの評価研究

研究代表者 安原 眞人（東京医科歯科大学医学部附属病院）
分担研究者 佐々木 均（長崎大学病院）

吉山 友二（北里大学薬学部）
研究協力者 安部 好弘（日本薬剤師会常務理事）

奥田 真弘（三重大学医学部附属病院）
川上 純一（浜松医科大学医学部附属病院）
北田 光一（日本病院薬剤師会会長）
鈴木 洋史（東京大学医学部附属病院）
土屋 文人（日本病院薬剤師会副会長・日本薬剤師会副会長）
中澤 一純（日本医療薬学会事務局長）
橋田 亨 （神戸市立医療センター中央市民病院）
舟越 亮寛（大船中央病院）
松原 和夫（京都大学医学部附属病院）
宮﨑 長一郎（長崎県薬剤師会会長・日本薬剤師会理事）
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薬剤師が担うチーム医療と地域医療の調査と
アウトカムの評価研究

平成25～27年度厚生労働科学研究費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）

チーム医療

医療に従事する多種多様な医療スタッフ
が、各々の高い専門性を前提に、目的と
情報を共有し、業務を分担しつつも互いに
連携・補完し合い、患者の状況に的確に
対応した医療を提供すること

チーム医療の推進に関する検討会報告書（平成22年3月19日）

チーム医療推進分担研究

• プロトコルに基づく薬物治療管理(PBPM)
•チーム医療によるアウトカム評価

医療の質
安全性
経済性
医療従事者の負担軽減

•日本病院薬剤師会による実践事例収集
•日本薬剤師会による実践事例収集

薬剤師が担うチーム医療と地域医療の
調査とアウトカムの評価研究

平成25～27年度厚生労働科学研究費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）

平成25年度：先行事例収集

平成26年度：アウトカム評価

平成27年度：実践的方法論

プロトコールに基づく薬物治療管理
（PBPM）導入マニュアル Ver.1

平成28年3月26日

一般社団法人 日本医療薬学会

在宅（地域）医療推進分担研究

•かかりつけ薬局機能をもった在宅医療提供
薬局を推進するための新たな基準作成

薬局の求められる機能とあるべき姿
（平成26年1月）

•地域包括ケアシステムの中でセルフメディ
ケーションの推進に資する薬局のあり方
について調査・検討
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平成28-29年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
医薬品・医療機器等レギュラトリ－サイエンス政策研究事業

薬剤師が担う医療機関と薬局間の連携
手法の検討とアウトカムの評価研究

1. PBPMを外来がん化学療法に適用するため
の標準手順の確立

2. PBPMによる医療機関と薬局間の連携の
アウトカム評価

3. 連携を担う薬剤師養成のための教育資材の
開発

研究代表者 安原 眞人 帝京大学薬学部 研究協力者 本田 琢也 長崎大学病院消化器内科、がん診療ｾﾝﾀｰ

研究協力者 有澤 賢二 日本薬剤師会 〃 山本 弘史 長崎大学病院 臨床研究センター

〃
〃

遠藤 一司
奥田 真弘

日本病院薬剤師会
三重大学医学部附属病院

〃
〃

佐々木 均
上田 展也

長崎大学病院 薬剤部
アイビー薬局

〃 長久保 久仁子 メディカルファーマシィーミキ薬局 〃 天本 耕一郎 天本愛命堂調剤薬局

〃 坂東 英明 国立がん研究センター東病院消化器内科 〃 天本 祐世 天本愛命堂薬局

〃 松井 礼子 国立がん研究センター東病院薬剤部 〃 中村 優 大浦中央調剤薬局

〃 下村 直樹 日本調剤柏の葉公園薬局 〃 庵原 涼子 おおはま調剤薬局

〃 大塚 昌孝 つくし薬局 〃 大山 章久 オランダ坂薬局

〃 片倉 法明 つくし薬局光ヶ丘店 〃 末吉 智行 オリーヴ薬局

〃 砂川 優 昭和大学横浜市北部病院内科 〃 井手 厚子 ㈲海岸通り薬局

〃 縄田 修一 昭和大学横浜市北部病院薬局 〃 福地 弘充 鍵屋宮の下調剤薬局

〃 村田 勇人 クオール薬局港北店 〃 井石 政之 サンタ薬局

〃 平井 俊弘 クオール薬局つづき店 〃 吉岡 美沙紀 ちゅーりっぷ薬局

〃 藤田 大輔 徳永薬局 中川駅前薬局 〃 廣石 しおり とまと薬局

〃
〃

吉原 睦子
三宅 智

せせらぎ薬局
東京医科歯科大学医学部附属病院腫瘍センター

〃
〃

吉田 卓朗
田中 倫子

中村薬局ハヤマ店
長与薬局なの花

〃 植竹 宏之 東京医科歯科大学医学部附属病院腫瘍化学療法外科 〃 池下 修平 西浦上薬局

〃 高橋 弘充 東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 〃 南野 潔 西時津調剤薬局

〃 永田 将司 東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 〃 山口 隆史 野いちご調剤薬局

〃 武田 浩文 東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 〃 池崎 尚子 浜口町薬局

〃 新田 健太郎 東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 〃 原 繁裕 はら薬局

〃 樋口 朋子 さくら薬局御茶ノ水駅前店 〃 大西 裕子 日之出調剤薬局

〃 藤田 聡 お茶の水調剤薬局本店 〃 宮﨑 幹雄 ぶんかの森調剤薬局

〃 立松 三千子 愛知県がんセンター中央病院 薬剤部 〃 下坂 健 ミツバチ薬局片淵店

〃 水野 靖也 愛知県がんセンター中央病院 薬剤部 〃 宮﨑 理惠 宮﨑薬局

〃 楠 清美 あすか薬局 〃 宮﨑 長一郎 宮﨑薬局バス通り店

〃 秋山 理恵 三聖堂薬局自由ヶ丘店 〃 小林 文恵 やすらぎ薬局

〃 森 敏行 エムハート薬局自由ヶ丘店 〃 竹中 清美 よしむた薬局

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

中嶋 麻秩子
玉水 誠
河野 誠司
猪子 幸生
前田 理沙
苺谷 育克
日高 重和
小林 和真

日本調剤徳川山薬局
たまみず薬局
クオール薬局自由ヶ丘店
もちの木薬局守山店
フラワー薬局丸の内店
フラワー薬局砂田橋店
長崎大学病院腫瘍外科
長崎大学病院移植・消化器外科

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

水﨑 直文
今川 文男
原 陽介
秋吉 隆治
今泉 宗子
水野 和美
草野 リエ
星 隆弘

ライン薬局
あいず薬局
三星堂薬局
どりぃむ薬局
ななしま薬局
丸一薬局
リーベ薬局
日本医療薬学会

研究班組織（日本医療薬学会、日本臨床腫瘍薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会）

病院 かかりつけ薬局

患者

外来医師

薬剤部

①受診

②処方箋発行
・説明書交付
＋診療情報交付

③処方箋提出
＋診療情報提出

④薬剤・説明書交付

かかりつけ薬剤師

⑤電話フォローアップ

⑥チェックシートFAX

⑦報告・提案⑧指示
⑧指示

⑧指示

PBPM

PBPMによる外来抗がん薬治療
PBPM用資料

• 病院用テレフォンフォローアップの手順書
• 薬局用テレフォンフォローアップの手順書
• テレフォンフォローアップ実施時の副作用確認の
手引き書

• 患者情報提供用紙
（病院→薬局、お薬手帳貼付用）

• お薬サポートダイヤル予約票
• トレーシングレポート
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薬剤師が担うチーム医療と地域医療の調査と
アウトカムの評価研究

平成25～27年度厚生労働科学研究費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）

チーム医療

医療に従事する多種多様な医療スタッフ
が、各々の高い専門性を前提に、目的と
情報を共有し、業務を分担しつつも互いに
連携・補完し合い、患者の状況に的確に
対応した医療を提供すること

チーム医療の推進に関する検討会報告書（平成22年3月19日）

チーム医療推進分担研究

• プロトコルに基づく薬物治療管理(PBPM)
•チーム医療によるアウトカム評価

医療の質
安全性
経済性
医療従事者の負担軽減

•日本病院薬剤師会による実践事例収集
•日本薬剤師会による実践事例収集

薬剤師が担うチーム医療と地域医療の
調査とアウトカムの評価研究

平成25～27年度厚生労働科学研究費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）

平成25年度：先行事例収集

平成26年度：アウトカム評価

平成27年度：実践的方法論

プロトコールに基づく薬物治療管理
（PBPM）導入マニュアル Ver.1

平成28年3月26日

一般社団法人 日本医療薬学会

在宅（地域）医療推進分担研究

•かかりつけ薬局機能をもった在宅医療提供
薬局を推進するための新たな基準作成

薬局の求められる機能とあるべき姿
（平成26年1月）

•地域包括ケアシステムの中でセルフメディ
ケーションの推進に資する薬局のあり方
について調査・検討
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3

平成28-29年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
医薬品・医療機器等レギュラトリ－サイエンス政策研究事業

薬剤師が担う医療機関と薬局間の連携
手法の検討とアウトカムの評価研究

1. PBPMを外来がん化学療法に適用するため
の標準手順の確立

2. PBPMによる医療機関と薬局間の連携の
アウトカム評価

3. 連携を担う薬剤師養成のための教育資材の
開発

研究代表者 安原 眞人 帝京大学薬学部 研究協力者 本田 琢也 長崎大学病院消化器内科、がん診療ｾﾝﾀｰ

研究協力者 有澤 賢二 日本薬剤師会 〃 山本 弘史 長崎大学病院 臨床研究センター

〃
〃

遠藤 一司
奥田 真弘

日本病院薬剤師会
三重大学医学部附属病院

〃
〃

佐々木 均
上田 展也

長崎大学病院 薬剤部
アイビー薬局

〃 長久保 久仁子 メディカルファーマシィーミキ薬局 〃 天本 耕一郎 天本愛命堂調剤薬局

〃 坂東 英明 国立がん研究センター東病院消化器内科 〃 天本 祐世 天本愛命堂薬局

〃 松井 礼子 国立がん研究センター東病院薬剤部 〃 中村 優 大浦中央調剤薬局

〃 下村 直樹 日本調剤柏の葉公園薬局 〃 庵原 涼子 おおはま調剤薬局

〃 大塚 昌孝 つくし薬局 〃 大山 章久 オランダ坂薬局

〃 片倉 法明 つくし薬局光ヶ丘店 〃 末吉 智行 オリーヴ薬局

〃 砂川 優 昭和大学横浜市北部病院内科 〃 井手 厚子 ㈲海岸通り薬局

〃 縄田 修一 昭和大学横浜市北部病院薬局 〃 福地 弘充 鍵屋宮の下調剤薬局

〃 村田 勇人 クオール薬局港北店 〃 井石 政之 サンタ薬局

〃 平井 俊弘 クオール薬局つづき店 〃 吉岡 美沙紀 ちゅーりっぷ薬局

〃 藤田 大輔 徳永薬局 中川駅前薬局 〃 廣石 しおり とまと薬局

〃
〃

吉原 睦子
三宅 智

せせらぎ薬局
東京医科歯科大学医学部附属病院腫瘍センター

〃
〃

吉田 卓朗
田中 倫子

中村薬局ハヤマ店
長与薬局なの花

〃 植竹 宏之 東京医科歯科大学医学部附属病院腫瘍化学療法外科 〃 池下 修平 西浦上薬局

〃 高橋 弘充 東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 〃 南野 潔 西時津調剤薬局

〃 永田 将司 東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 〃 山口 隆史 野いちご調剤薬局

〃 武田 浩文 東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 〃 池崎 尚子 浜口町薬局

〃 新田 健太郎 東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部 〃 原 繁裕 はら薬局

〃 樋口 朋子 さくら薬局御茶ノ水駅前店 〃 大西 裕子 日之出調剤薬局

〃 藤田 聡 お茶の水調剤薬局本店 〃 宮﨑 幹雄 ぶんかの森調剤薬局

〃 立松 三千子 愛知県がんセンター中央病院 薬剤部 〃 下坂 健 ミツバチ薬局片淵店

〃 水野 靖也 愛知県がんセンター中央病院 薬剤部 〃 宮﨑 理惠 宮﨑薬局

〃 楠 清美 あすか薬局 〃 宮﨑 長一郎 宮﨑薬局バス通り店

〃 秋山 理恵 三聖堂薬局自由ヶ丘店 〃 小林 文恵 やすらぎ薬局

〃 森 敏行 エムハート薬局自由ヶ丘店 〃 竹中 清美 よしむた薬局

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

中嶋 麻秩子
玉水 誠
河野 誠司
猪子 幸生
前田 理沙
苺谷 育克
日高 重和
小林 和真

日本調剤徳川山薬局
たまみず薬局
クオール薬局自由ヶ丘店
もちの木薬局守山店
フラワー薬局丸の内店
フラワー薬局砂田橋店
長崎大学病院腫瘍外科
長崎大学病院移植・消化器外科

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

水﨑 直文
今川 文男
原 陽介
秋吉 隆治
今泉 宗子
水野 和美
草野 リエ
星 隆弘

ライン薬局
あいず薬局
三星堂薬局
どりぃむ薬局
ななしま薬局
丸一薬局
リーベ薬局
日本医療薬学会

研究班組織（日本医療薬学会、日本臨床腫瘍薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会）

病院 かかりつけ薬局

患者

外来医師

薬剤部

①受診

②処方箋発行
・説明書交付
＋診療情報交付

③処方箋提出
＋診療情報提出

④薬剤・説明書交付

かかりつけ薬剤師

⑤電話フォローアップ

⑥チェックシートFAX

⑦報告・提案⑧指示
⑧指示

⑧指示

PBPM

PBPMによる外来抗がん薬治療
PBPM用資料

• 病院用テレフォンフォローアップの手順書
• 薬局用テレフォンフォローアップの手順書
• テレフォンフォローアップ実施時の副作用確認の
手引き書

• 患者情報提供用紙
（病院→薬局、お薬手帳貼付用）

• お薬サポートダイヤル予約票
• トレーシングレポート
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4

プロトコールに基づく経口抗がん薬治療管理の効果を
実証する調査

【調査対象患者】
2016年11月25日～2018年2月28日までの間に、対象医療機関
（国立がん研究センター東病院、昭和大学横浜市北部病院、東
京医科歯科大学医学部附属病院、長崎大学病院、愛知がんセン
ター中央病院）において、経口抗がん剤による外来化学療法とし
て抗がん薬（ティーエスワンもしくはゼローダ）を処方され、共同
研究施設である薬局（日本調剤柏の葉公園薬局、つくし薬局、ク
オール薬局港北店、同つづき店、徳永薬局中川駅前薬局、せせ

らぎ薬局、さくら薬局御茶ノ水駅前店、お茶の水調剤薬局本店、
長崎市薬剤師会所属33薬局、名古屋市内あすか薬局他8薬局）
にて調剤を受け、調査研究への参加に同意した患者。

登録患者数：129名（2018年2月21日現在）
トレーシングレポート数：428件

分類 定義

①緊急入院
テレフォンフォローアップの内容を病院へすぐ（電話等で）連絡し、緊急入院へ至った事例
（③と重複せず、①を優先評価）

②予定外受診
テレフォンフォローアップの内容を病院へすぐ（電話等で）連絡し、予定外受診となった事例
（③と重複せず、②を優先評価）

③抗がん剤の休薬 テレフォンフォローアップの内容を病院へすぐ（電話等で）連絡し、カペシタビンやS-1がその時点で休薬となった事例

④処方提案（処方あり）

テレフォンフォローアップ後のトレーシングレポートにより、処方提案や他科への受診提案を行い、処方追加・変更や
他科受診を実施した事例
（⑤と重複せず、④を優先評価）

⑤処方提案（処方なし）

テレフォンフォローアップ後のトレーシングレポートにより、処方提案や他科への受診提案を行った事例
※医薬品又は薬効分類、他科診療科などが明記されている場合：例）支持療法、不足薬剤の補充、医療用麻薬の追
加・増減、皮膚科や眼科などの診療科を指定して提案 （④と重複せず、④を優先評価）

⑥支持療法の使用指導 テレフォンフォローアップにおいて、副作用に対して、患者の手持ちの支持療法薬を指定して使用を促した事例

⑦対処療法指導・不安軽減
テレフォンフォローアップにおいて、副作用に対して、その不安解消や副作用に対する対処療法の指導を行った事例
（具体的に支持療法薬の使用を促したものは⑥）

⑧ノンアドヒアランス回避
（抗がん薬）

テレフォンフォローアップにおいて、抗がん剤のアドヒアランスの低下や服用期間、休薬期間の誤りを発見し、指導した
事例

⑨病院薬局相互確認
テレフォンフォローアップ後のトレーシングレポートの内容について、病院と薬局が詳細情報の確認を行った事例

※両者が確認を取る事で患者に疑問を解決し、経過観察となった事例

⑩特別な対応なく経過観察
テレフォンフォローアップ後のトレーシングレポートの内容が、副作用なし又はG1程度の軽微な副作用であり、特別な
対応なく経過観察した事例

⑪その他 その他（後で振り分けを協議）

テレフォンフォローアップによる介入アウトカムの分類
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診察前にテレフォンフォローアップの情報を得ることで、
患者の問診時間の短縮につながった （医師、N=24）
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との
連携に関する調査研究

平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との
連携に関する調査研究

研究代表者 安原 眞人（帝京大学薬学部）
分担研究者 赤池 昭紀（京都大学大学院薬学研究科）

長谷川洋一（名城大学薬学部）
研究協力者 有沢 賢二（日本薬剤師会） 安藤 崇仁（帝京大学薬学部）
奥田 真弘（三重大学医学部附属病院） 遠藤 一司（日本臨床腫瘍薬学会）
亀井美和子（日本大学薬学部） 川澄 賢司（国立がん研究センター東病院）
桒原 健 （日本病院薬剤師会） 小枝 伸行（八尾市立病院事務局）
佐々木 均（長崎大学病院） 下村 直樹（日本調剤柏の葉公園薬局）
鈴木 匡 （名古屋市立大学薬学研究科） 高橋 寛 （岩手医科大学薬学部）
高橋 弘充（東京医科歯科大学医学部附属病院） 立松三千子（愛知県がんセンター）
土屋 雅美（宮城県立がんセンター） 長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局）
永田 将司（東京医科歯科大学医学部附属病院） 縄田 修一（昭和大学横浜市北部病院）
星 隆弘 （日本医療薬学会） 松井 礼子（国立がん研究センター東病院）
村田 勇人（クオール薬局港北店） 安野 伸浩（帝京大学医学部附属病院）
吉澤 朝枝（栃木県立がんセンター） 山本 真也（静岡県健康福祉部生活衛生局）
山本 弘史（長崎大学病院臨床研究センター）
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4

プロトコールに基づく経口抗がん薬治療管理の効果を
実証する調査

【調査対象患者】
2016年11月25日～2018年2月28日までの間に、対象医療機関
（国立がん研究センター東病院、昭和大学横浜市北部病院、東
京医科歯科大学医学部附属病院、長崎大学病院、愛知がんセン
ター中央病院）において、経口抗がん剤による外来化学療法とし
て抗がん薬（ティーエスワンもしくはゼローダ）を処方され、共同
研究施設である薬局（日本調剤柏の葉公園薬局、つくし薬局、ク
オール薬局港北店、同つづき店、徳永薬局中川駅前薬局、せせ

らぎ薬局、さくら薬局御茶ノ水駅前店、お茶の水調剤薬局本店、
長崎市薬剤師会所属33薬局、名古屋市内あすか薬局他8薬局）
にて調剤を受け、調査研究への参加に同意した患者。

登録患者数：129名（2018年2月21日現在）
トレーシングレポート数：428件

分類 定義

①緊急入院
テレフォンフォローアップの内容を病院へすぐ（電話等で）連絡し、緊急入院へ至った事例
（③と重複せず、①を優先評価）

②予定外受診
テレフォンフォローアップの内容を病院へすぐ（電話等で）連絡し、予定外受診となった事例
（③と重複せず、②を優先評価）

③抗がん剤の休薬 テレフォンフォローアップの内容を病院へすぐ（電話等で）連絡し、カペシタビンやS-1がその時点で休薬となった事例

④処方提案（処方あり）

テレフォンフォローアップ後のトレーシングレポートにより、処方提案や他科への受診提案を行い、処方追加・変更や
他科受診を実施した事例
（⑤と重複せず、④を優先評価）

⑤処方提案（処方なし）

テレフォンフォローアップ後のトレーシングレポートにより、処方提案や他科への受診提案を行った事例
※医薬品又は薬効分類、他科診療科などが明記されている場合：例）支持療法、不足薬剤の補充、医療用麻薬の追
加・増減、皮膚科や眼科などの診療科を指定して提案 （④と重複せず、④を優先評価）

⑥支持療法の使用指導 テレフォンフォローアップにおいて、副作用に対して、患者の手持ちの支持療法薬を指定して使用を促した事例

⑦対処療法指導・不安軽減
テレフォンフォローアップにおいて、副作用に対して、その不安解消や副作用に対する対処療法の指導を行った事例
（具体的に支持療法薬の使用を促したものは⑥）

⑧ノンアドヒアランス回避
（抗がん薬）

テレフォンフォローアップにおいて、抗がん剤のアドヒアランスの低下や服用期間、休薬期間の誤りを発見し、指導した
事例

⑨病院薬局相互確認
テレフォンフォローアップ後のトレーシングレポートの内容について、病院と薬局が詳細情報の確認を行った事例

※両者が確認を取る事で患者に疑問を解決し、経過観察となった事例

⑩特別な対応なく経過観察
テレフォンフォローアップ後のトレーシングレポートの内容が、副作用なし又はG1程度の軽微な副作用であり、特別な
対応なく経過観察した事例

⑪その他 その他（後で振り分けを協議）

テレフォンフォローアップによる介入アウトカムの分類
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そう思う、やや思うの比率：84％
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との
連携に関する調査研究

平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との
連携に関する調査研究

研究代表者 安原 眞人（帝京大学薬学部）
分担研究者 赤池 昭紀（京都大学大学院薬学研究科）

長谷川洋一（名城大学薬学部）
研究協力者 有沢 賢二（日本薬剤師会） 安藤 崇仁（帝京大学薬学部）
奥田 真弘（三重大学医学部附属病院） 遠藤 一司（日本臨床腫瘍薬学会）
亀井美和子（日本大学薬学部） 川澄 賢司（国立がん研究センター東病院）
桒原 健 （日本病院薬剤師会） 小枝 伸行（八尾市立病院事務局）
佐々木 均（長崎大学病院） 下村 直樹（日本調剤柏の葉公園薬局）
鈴木 匡 （名古屋市立大学薬学研究科） 高橋 寛 （岩手医科大学薬学部）
高橋 弘充（東京医科歯科大学医学部附属病院） 立松三千子（愛知県がんセンター）
土屋 雅美（宮城県立がんセンター） 長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局）
永田 将司（東京医科歯科大学医学部附属病院） 縄田 修一（昭和大学横浜市北部病院）
星 隆弘 （日本医療薬学会） 松井 礼子（国立がん研究センター東病院）
村田 勇人（クオール薬局港北店） 安野 伸浩（帝京大学医学部附属病院）
吉澤 朝枝（栃木県立がんセンター） 山本 真也（静岡県健康福祉部生活衛生局）
山本 弘史（長崎大学病院臨床研究センター）
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6

安原班：

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査
研究

1．プロトコールに基づく経口抗がん薬治療管理の効果を実証
する調査

2．薬局の情報共有に関する調査
3．DVD アンケート調査
4．処方箋の記載内容調査

長谷川班：

薬剤師の需給動向の予測および薬剤師の専門性確保に必要な
研修内容等に関する研究

赤池班：
登録販売者の資質向上のあり方に関する調査研究

研究報告書⇒厚生労働科学研究成果データベース
https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD02.do?resrchNum=201824022A
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7

令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との
連携に関する調査研究

研究代表者 安原 眞人（帝京大学薬学部）
分担研究者 赤池 昭紀（京都大学大学院薬学研究科）
研究協力者 有沢 賢二（日本薬剤師会） 安藤 崇仁（帝京大学薬学部）
奥田 真弘（大阪大学医学部附属病院） 遠藤 一司（日本臨床腫瘍薬学会）
亀井美和子（日本大学薬学部） 川澄 賢司（国立がん研究センター東病院）
桒原 健 （日本病院薬剤師会） 小枝 伸行（八尾市立病院事務局）
佐々木 均（長崎大学病院） 塩川 満 （聖隷横浜病院）
下村 直樹（日本調剤柏の葉公園薬局） 鈴木 匡 （名古屋市立大学薬学研究科）
高橋 寛 （岩手医科大学薬学部） 高橋 弘充（東京医科歯科大学医学部附属病院）
立松三千子（愛知県がんセンター） 土屋 雅美（宮城県立がんセンター）
長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局）
永田 将司（東京医科歯科大学医学部附属病院） 縄田 修一（昭和大学横浜市北部病院）
星 隆弘 （日本医療薬学会） 松井 礼子（国立がん研究センター東病院）
村田 勇人（クオール薬局港北店） 安野 伸浩（帝京大学医学部附属病院）

吉澤 朝枝（栃木県立がんセンター） 山本 真也（静岡県健康福祉部生活衛生局）
山本 弘史（長崎大学病院臨床研究センター）

プログラム
＜座長＞高橋弘充（東京医科歯科大学医学部附属病院薬剤部）

安野伸浩（帝京大学医学部附属病院薬剤部）
13:00 開会挨拶： 奥田真弘（日本医療薬学会、大阪大学医学部附属病院薬剤部）

13:05 かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究：趣旨説明
安原眞人（帝京大学薬学部）

13:20 長崎県における経口抗がん薬のPBPM
佐々木均（長崎大学病院薬剤部）

13:50 全国の薬局の情報共有に関する調査結果と八尾地域での取組
小枝伸行（八尾市立病院事務局）

14:20 昭和大学横浜市北部病院地域での緩和領域のPBPMへの取組
縄田修一（昭和大学横浜市北部病院薬局）
村田勇人（クオール薬局港北店）

14:40 休息（15分）

＜座長＞有澤賢二（日本薬剤師会）
山本弘史（長崎大学病院臨床研究センター）

14:55 医療機関と保険薬局の連携推進DVDの制作と連携の課題
松井礼子（国立がん研究センター東病院薬剤部）
長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局）

15:40 特別講演： 薬機法等改正と薬剤師への期待
安川孝志 （厚生労働省医薬・生活衛生局総務課薬事企画官/医薬情報室長）

16:40 閉会挨拶： 遠藤一司（日本臨床腫瘍薬学会）
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1

長崎県における経口抗がん薬のPBPM

1

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生
活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために
も、地域包括ケアシステムの構築が重要。
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。
○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

3

2019年薬機法改正
●地域連携薬局
●専門医療機関連携薬局

4

厚生労働省科学研究(関東地区：門前型）

5

薬剤師

薬局
薬剤部

外来医師

患者

病院

連

携 疑義照会

回 答

プロトコールに基づく
薬物治療管理

かかりつけ

かかりつけ
⑥患者状況提供

⑧指示

⑦
報
告
・

提
案

⑧
指
示

⑧指示 ⑤電話支援

①受診

②処方箋発行
説明書交付
＋診療情報交付

③処方箋提出
＋診療情報提出

④薬剤・薬
学的指導

同意書、患者状況提
供書

2020/3/17 6

長崎での展開

1 2

3 4

5 6
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2

エスワン・カペシタビンを含む

長崎大学病院における院外処方箋の分布

7

院外処方箋

浜口・銭座 文教・千歳 大瀬戸・琴海 戸町・深堀 滑石・式見・畝刈 滑石・葉山

本原 支部外 片渕・新大工・西山 茂木・愛宕・丸山 城栄・梁川 長与 時津

駅前・桜町・中町 東長崎 中川・栄町 浜町・万屋・銅座 籠町・新地 大浦

飽の浦・立神・福田 住吉・中園 築町・万才・元船 香焼・野母崎 平和・松山・大橋

2018年4月エスワン・カペシタビン地区別分散

30.8

10.8

1.56,24.64.6
4.61.5

エスワン・カペシタビン含処方箋地区別分散割合

厚生労働省科学研究（長崎地区）

◎処方箋が広域に出され、1薬局の該当患者が少ない
◎患者に特定薬局への誘導ができない

エスワン処方箋

ゼローダ処方箋

長崎大学病院

長崎大学病院と長崎県薬剤師会の共同研究

経口抗がん剤（エスワンとカペシタビン）の処方箋を受けた患者
を薬局でピックアップし、病院と連携でフォローする

情報提供病院 37医療機関
情報閲覧施設数 359施設
（うち調剤薬局114）
会員数 1472名 （2020年1月9日現在）

長崎地域医療情報ネットワークシステム

あじさいネット
患者さんから同意書

（患者および家族の自署）

地域医療連携室へFAX送信
（15分程度）

カルテ閲覧

○閲覧できる画面
患者プロフィール 診断名
診察記録 処方
検体検査結果 熱型表
生理学的検査結果各種ﾚﾎﾟｰﾄ
手術記録 入院サマリー

あじさいネットホームページから抜粋 http://www.ajisai-net.org/ajisai/index.htm

あじさいネットを導入している診療
所のイメージ図

長崎県版のProtocol based pharmacotherapy 
management: PBPM

長崎大学病院と長崎県薬剤師会の共同研究

・院外薬局が行うテレフォンフォローアップによるエスワン、カペシタビンの
有害事象の早期発見と患者相談・支援の効果の調査

・薬局薬剤師が聴取した副作用、服薬状況をFAXで大学病院へ報告。
・大学病院薬剤部で、電子カルテに取り込み。
・カルテ確認した主治医が外来時に患者状況を把握。
・緊急な対応が必要な場合は、別途主治医へ電話連絡。

・長崎大学病院と長崎県薬剤師会との共同研究とした。
・長崎県薬剤師会で臨床研究研修会を開催。
・研修会を受講し研究計画に合意した会員薬局。
・できるだけ多くの薬局が参加しやすい研究計画とした。

臨床研究の目的

薬局と大学病院の連携方法

長崎県版PBPMの方法

県薬事務局
患者同意書、
患者状況提供書
原本の保管

7 8

9 10

11 12

3

来局後の時系列イメージ

● 大学病院へFAX報告。大学病院薬剤部で電子カルテに取り込み。
● 主治医が外来時に患者状況の把握を行う。
● 緊急な対応が必要な場合は、別途主治医へ電話連絡を行う。

患者状況提供書（トレーシングﾚﾎﾟｰﾄ） エスワン

お薬電話支援予約票による患者支援

電話支援内容を記載

事業参加登録の状況

PBPM対象者の副作用状況 エスワンPBPM対象患者への介入例

13 14

15 16

17 18
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19

カペシタビンPBPM対象患者への介入例
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症例

・処方薬

18/7/1
PBPM調査期間

エスワン服用期間
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・治療歴

経口抗がん薬PBPMをDOACへ拡大
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•
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5

平成３１年度 薬局の連携体制整備のための検討モデル事業

おくすりネット（レセコンデータ集積）の構築・拡大

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地
域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生
活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために
も、地域包括ケアシステムの構築が重要。
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。
○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

27

ありがとうございました

長崎ランタンフェスティバル2020/1/25～2/9

25 26

27
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減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。
○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

27

ありがとうございました

長崎ランタンフェスティバル2020/1/25～2/9

25 26

27

－47－

P00-85.indd   47 2020/03/19   8:21:05



 

 

講演 3 

 

全国の薬局の情報共有に関する調査結果と 

八尾地域での取組 

 

     小枝伸行（八尾市立病院事務局） 

 

  

P00-85.indd   48 2020/03/19   8:21:06



 

 

講演 3 

 

全国の薬局の情報共有に関する調査結果と 

八尾地域での取組 

 

     小枝伸行（八尾市立病院事務局） 

 

  

P00-85.indd   49 2020/03/19   8:21:06



1

かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究 シンポジウム

令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）

•

•

•
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12

•

療

• 療

共有 閲覧

患者 病院保険薬局

同意取得

病診薬連携システム

説明

同意

カルテ共有依頼

カルテ共有設定

処方箋 同意書

患者情報提供
（患者メモ）患者カルテ

●服薬指導
●服用後フォローアップ

67 68

69 70

71 72

13

•

カルテ掲示板にタイトルが表示される。

ダブルクリックすると
内容が確認できる。

保険薬局で「新規メモ作成」





医療機関入院時 情報共有シート

薬局薬剤師

かかりつけ薬剤師・薬局において、
入院前段階の服用薬の整理等を行い、服
薬状況等を情報提供
※医療機関との調整でQRコード等の活用も検討

（病院の持参薬確認までに実施する）

退院時 情報共有シート

相互の専門性の補完や理解を深めるため、
医療機関と薬局間で相互研修を実施する。
• 情報共有方法の運用に関すること
• 互いの業務に同行（薬局薬剤師による病棟業務、

逆に病院薬剤師が在宅訪問業務等）

かかりつけ薬剤師・薬局へ、退院後
の服薬指導に必要な情報を提供

相互研修

• 医療機関における入院時の薬剤確認の負担軽減を図ることに加えて、退院後も切れ目なく効率的に
薬局機能を発揮し易くすることで、地域医療における患者の服薬管理の安心安全に繋げる。

• 業務の効率化を図り、患者とのコミュニケーションに時間を多く割り当てることが出来る。
















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77 78
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•

カルテ掲示板にタイトルが表示される。

ダブルクリックすると
内容が確認できる。

保険薬局で「新規メモ作成」





医療機関入院時 情報共有シート

薬局薬剤師

かかりつけ薬剤師・薬局において、
入院前段階の服用薬の整理等を行い、服
薬状況等を情報提供
※医療機関との調整でQRコード等の活用も検討

（病院の持参薬確認までに実施する）

退院時 情報共有シート

相互の専門性の補完や理解を深めるため、
医療機関と薬局間で相互研修を実施する。
• 情報共有方法の運用に関すること
• 互いの業務に同行（薬局薬剤師による病棟業務、

逆に病院薬剤師が在宅訪問業務等）

かかりつけ薬剤師・薬局へ、退院後
の服薬指導に必要な情報を提供

相互研修

• 医療機関における入院時の薬剤確認の負担軽減を図ることに加えて、退院後も切れ目なく効率的に
薬局機能を発揮し易くすることで、地域医療における患者の服薬管理の安心安全に繋げる。

• 業務の効率化を図り、患者とのコミュニケーションに時間を多く割り当てることが出来る。
















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●フォーミュラリ（推奨薬リスト）の考え方についてどのように思われますか。

17%

58%

6%

2%
15%

2%

賛成である

どちかといえば賛成である

どちらかといえば反対である

反対である

わからない

未回答
（n=53）





３

https://www.city.yao.osaka.jp/0000046711.html

79 80

81 82

83 84

15

•

•

•

88

85 86

87 88

89 90

－64－

P00-85.indd   64 2020/03/19   8:21:16



14

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

●フォーミュラリ（推奨薬リスト）の考え方についてどのように思われますか。

17%

58%

6%

2%
15%

2%

賛成である

どちかといえば賛成である

どちらかといえば反対である

反対である

わからない

未回答
（n=53）





３

https://www.city.yao.osaka.jp/0000046711.html

79 80

81 82

83 84

15

•

•

•

88

85 86

87 88

89 90

－65－

P00-85.indd   65 2020/03/19   8:21:16



16

•

•

•

•

•

•

•

91 92

93 94

  

  

講演 4 

 

昭和大学横浜市北部病院地域での 

緩和領域の PBPM への取組 

      

縄田修一（昭和大学横浜市北部病院薬局） 

村田勇人（クオール薬局港北店） 
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1

昭和大学横浜市北部病院地域での
緩和領域のPBPMへの取組

令和２年2月11日
昭和大学横浜市北部病院 薬剤部 縄田 修一
クオール薬局 港北店 村田 勇人・衣笠 花織

令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）

2
PBPM

治療情報提供
テレフォン
フォローアップ

トレーシングレポート
緊急ダイヤル

病院から体調確認の電話
予約外受診の指示

通院

予め決めた電話日時と
聞き取る内容をお薬手
帳に記載

病院 薬局

患者宅

本研究で適用したPBPM 
• 病院と患者のかかりつけ薬局の間で経口抗がん薬治療管理に関
するプロトコールを事前に交わす。

• 病院で患者に対し、通常の院外処方箋、医師・薬剤師・看護師か
ら交付される説明書に加えて、プロトコールで定めた診療情報（ex.
レジメンの名称、臨床検査値）を提供

• 薬局の薬剤師はプロトコールで定めた頻度で、患者の服薬状況、
副作用の有無等を電話でインタビューし、チェックシートに記入

• 薬局の薬剤師はプロトコールで定めた連絡窓口（薬剤部）にチェッ
クシートをFAX送信

• 病院の担当薬剤師はチェックシートの内容を確認し、緊急性を判
断した上で、プロトコールに定めたタイミングで医師に報告し、必要
な提案を実施

• 医師はチェックシートの内容を確認し、必要に応じて、患者もしくは
担当薬剤師を介して薬局薬剤師に指示

トレーシング
レポート

緩和領域での薬薬連携の
実例

ナルサス増量に伴い
麻薬適正使用指導を行った事例

70歳代 男性

肝臓がん stageⅣ（レンバチニブ4㎎ 服用中）

ベース：ナルサス4㎎→6㎎

レスキュー：ナルラピﾄﾞ1㎎

ナルサス4㎎でコントロールしていたが、疼痛状況悪化（持続
通 NRS:6）によりナルサス6㎎に増量となった。

3日後テレフォンフォローアップ実施。

朝起き上がる前など体動時痛 NRS:6→3があることを確認。
ナルラピドは使用出来ている。副作用はなし。予防レスキュー
の指導を行った。

その旨FAXにて報告。

1 2

3 4

5 6
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通院

予め決めた電話日時と
聞き取る内容をお薬手
帳に記載

病院 薬局

患者宅

本研究で適用したPBPM 
• 病院と患者のかかりつけ薬局の間で経口抗がん薬治療管理に関
するプロトコールを事前に交わす。

• 病院で患者に対し、通常の院外処方箋、医師・薬剤師・看護師か
ら交付される説明書に加えて、プロトコールで定めた診療情報（ex.
レジメンの名称、臨床検査値）を提供

• 薬局の薬剤師はプロトコールで定めた頻度で、患者の服薬状況、
副作用の有無等を電話でインタビューし、チェックシートに記入

• 薬局の薬剤師はプロトコールで定めた連絡窓口（薬剤部）にチェッ
クシートをFAX送信

• 病院の担当薬剤師はチェックシートの内容を確認し、緊急性を判
断した上で、プロトコールに定めたタイミングで医師に報告し、必要
な提案を実施

• 医師はチェックシートの内容を確認し、必要に応じて、患者もしくは
担当薬剤師を介して薬局薬剤師に指示

トレーシング
レポート

緩和領域での薬薬連携の
実例

ナルサス増量に伴い
麻薬適正使用指導を行った事例

70歳代 男性

肝臓がん stageⅣ（レンバチニブ4㎎ 服用中）

ベース：ナルサス4㎎→6㎎

レスキュー：ナルラピﾄﾞ1㎎

ナルサス4㎎でコントロールしていたが、疼痛状況悪化（持続
通 NRS:6）によりナルサス6㎎に増量となった。

3日後テレフォンフォローアップ実施。

朝起き上がる前など体動時痛 NRS:6→3があることを確認。
ナルラピドは使用出来ている。副作用はなし。予防レスキュー
の指導を行った。

その旨FAXにて報告。
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2

4日後来局時

ベース：ナルサス6㎎→8㎎

レスキュー：ナルラピﾄﾞ1㎎

ナルサスが6㎎（6㎎1錠 朝食後分１）→8㎎（2㎎4錠 朝・夕食後
分２）に増量となった。NRS:2-3。（本人の希望は0にしたい）

2日後テレフォンフォローアップ実施。

服用状況を確認したところ、１日前服用方法を間違えて、1日3回
（12㎎相当）を服用してしまっていたことが発覚。今後間違えない
ように具体的な服用方法を設定した。（6:00-18:00に設定）

下痢・嘔吐・眠気が起きていたことも確認。（前日に油ものを食べ
た影響の可能性もあり。）過量による副作用と思われる症状も
あったが、現在は落ち着いていることを確認。

FAXにて上記状況を報告。

ナルサス増量に伴い、疼痛状況の把握と病院
へのフィードバックを行った。
疼痛状況を早期に共有出来、服薬間違いも最
小限につながった症例。

病院からの依頼にて
適正使用と残薬調整を行った事例

70歳代女性

乳がん stageⅣ

ベース：オキシコドン15㎎/day

レスキュー：オキノーム散2.5㎎

病院からの依頼により、疼痛状況、服用状況の確認のため、

5日後テレフォンフォローアップ実施。

夜間の痛みがなく、寝る前のオキシコドンは自己中止していた。
中止後の痛みの増強なし。早朝の痛みもない。倦怠感が少しある
が生活に支障はない。NRS:2-3（外出時や夕方）

病院薬剤師を通して医師と協議し、ベースの量を次回受診時（2
日後）まで、10㎎に減量となった。

自己中断による中止に対して再指導を行った。

次回受診時、

ベース：オキシコドン15→10㎎/day

レスキュー：オキノーム散2.5㎎

に処方変更。

疼痛コントロールは良好（NRS＝0～２）。

3日後テレフォンフォローアップ実施。

疼痛状況は変わらず良好（NRS＝0～２）。

オキシコドンは自己判断で減量していた時期があったため、

残薬数をFAXにて報告（オキシコドン15日分余分に残あり）。

次回、残薬調整となった。

病院からの依頼により、疼痛状況の把握と服
薬状況の確認を行った。
疼痛コントロール良好のため、オピオイド減
量の提案を行い、残薬数の調整のフィード
バックも行えた症例。

緩和医療領域での
PBPM（計画）

7 8

9 10

11 12

3

13対象患者
①外来患者

②医療用麻薬使用開始または疼痛コントロール不
良で介入が必要と考えられる患者

院内の体制作り
①緩和ケアセンターとの連携
②がん看護外来との連携
③各診療科への周知

14

取組の過程
[Step 1] 昭和北部、横浜市都筑区薬剤師会、港北店で協議し、プロ

トコールを作成
[Step 2] 昭和北部、横浜市都筑区薬剤師会で介入に必要な研修会

を実施
[Step 3] 昭和北部、港北店で10例を目安に介入を実施し、プロト

コールの妥当性を検討
[Srep 4] 横浜市都築区薬剤師会および昭和北部で介入事例の検討

会実施
[Step 5] 昭和北部および横浜市都筑区薬剤師会（近隣区も拡大予

定）で再度、研修会実施
[Step 6] 多施設でのプロトコールの有用性検討
[Step 7] 上記で行ったプロトコールを再検証し、神奈川県薬剤師会、

横浜市薬剤師会と協働し、幅広くプロトコールによる介入を
実施・検証する

介入フロー①（病院 → 薬局）
・外来または緩和ケアセンターからの依頼で病院担当薬
剤師が患者と面談する

・お薬手帳用情報シートおよび初期疼痛アセスメント
シートを作成

・担当薬局で患者の服薬指導実施
・テレフォンフォローアップの日時を決定
（初期は、1～3日以内に1回目を実施）

介入フロー②（薬局 → 病院）
・患者にテレフォンフォローアップ実施
・トレーシングレポートの作成

＜緊急性あり＞
・病院薬剤師に電話連絡
・トレーシングレポート送信

PBPMにより緊急性
の判断

＜緊急性なし＞

・トレーシングレポートを薬
剤部にFAX

診療科・緩和ケアセンター
と協議し、来院などを指示
する

・必要に応じてカルテに記載
・次回診察前「お薬外来」実施

17

トレーシングレポート
18

STAS-J
使用にあたりトレーニング
必要

緩和ケア―センター医師・
看護師による研修会を薬
局薬剤師向けに実施予定

13 14

15 16

17 18
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4日後来局時
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・テレフォンフォローアップの日時を決定
（初期は、1～3日以内に1回目を実施）

介入フロー②（薬局 → 病院）
・患者にテレフォンフォローアップ実施
・トレーシングレポートの作成

＜緊急性あり＞
・病院薬剤師に電話連絡
・トレーシングレポート送信

PBPMにより緊急性
の判断

＜緊急性なし＞

・トレーシングレポートを薬
剤部にFAX

診療科・緩和ケアセンター
と協議し、来院などを指示
する

・必要に応じてカルテに記載
・次回診察前「お薬外来」実施

17

トレーシングレポート
18

STAS-J
使用にあたりトレーニング
必要

緩和ケア―センター医師・
看護師による研修会を薬
局薬剤師向けに実施予定

13 14

15 16

17 18
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4

19

今後の展望

①10症例程度で病院関係者・薬局、地域薬剤師会
で振り返り実施

②対応医療機関拡大のためのプロトコル修正

③修正後、対応薬局を拡大

④導入マニュアルの作成

⑤病院・薬局共に参加施設を増やして実施する

19

  

 

講演 5 

 

医療機関と保険薬局の連携推進 DVD の制作と 

連携の課題 

 

松井礼子（国立がん研究センター東病院薬剤部） 

長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局） 
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今後の展望

①10症例程度で病院関係者・薬局、地域薬剤師会
で振り返り実施

②対応医療機関拡大のためのプロトコル修正

③修正後、対応薬局を拡大

④導入マニュアルの作成

⑤病院・薬局共に参加施設を増やして実施する

19

  

 

講演 5 

 

医療機関と保険薬局の連携推進 DVD の制作と 

連携の課題 

 

松井礼子（国立がん研究センター東病院薬剤部） 

長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局） 
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医療機関と保険薬局の連携推進
DVDの制作と連携の課題

松井礼子（国立がん研究センター東病院薬剤部）
長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局）

本日のテーマ

地域医療連携推進DVD作成の経緯

地域医療連携推進DVDアンケート調査

DVD上映

地域医療連携への課題

本日のテーマ

地域医療連携推進DVD作成の経緯

地域医療連携推進DVDアンケート調査

DVD上映

地域医療連携への課題

○ 地域医療連携推進DVD作成事業（平成28年）

地域医療連携（薬薬連携）推進企画

「病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（薬局編）」

「病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（業務紹介編）」

①病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために
（業務紹介編）

がん薬物療法に対する薬剤師の役割がん治療の流れ

実際を画像で写し出す事で
百聞は一見にしかず。実感して業務に活かせる

②病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために
（薬局編）

実際のドラマ仕立て写し出す事で
医療機関と保険薬局の連携の実際とその対策を知る

地域医療連携（薬薬連携）での失敗例を題材に
失敗しないための連携

1 2

3 4

5 6
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医療機関と保険薬局の連携推進
DVDの制作と連携の課題

松井礼子（国立がん研究センター東病院薬剤部）
長久保久仁子（メディカルファーマシィーミキ薬局）

本日のテーマ

地域医療連携推進DVD作成の経緯

地域医療連携推進DVDアンケート調査

DVD上映

地域医療連携への課題

本日のテーマ

地域医療連携推進DVD作成の経緯

地域医療連携推進DVDアンケート調査

DVD上映

地域医療連携への課題

○ 地域医療連携推進DVD作成事業（平成28年）

地域医療連携（薬薬連携）推進企画

「病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（薬局編）」

「病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（業務紹介編）」

①病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために
（業務紹介編）

がん薬物療法に対する薬剤師の役割がん治療の流れ

実際を画像で写し出す事で
百聞は一見にしかず。実感して業務に活かせる

②病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために
（薬局編）

実際のドラマ仕立て写し出す事で
医療機関と保険薬局の連携の実際とその対策を知る

地域医療連携（薬薬連携）での失敗例を題材に
失敗しないための連携

1 2

3 4

5 6
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平成26年保険薬剤師病院見学会（試行運用）

日本臨床腫瘍薬学会で募集

 見学施設数：7施設

 見学参加人数：33名

見学施設 参加人数

国立がん研究センター東病院 10

国立がん研究センター中央病院 8

東京医療センター 5

東邦大学医療センター大橋病院 4

神戸大学医学部付属病院 3

愛知県がんセンター中央病院 2

北海道がんセンター 1

見学内容
医療機関のがん治療の流れ
抗がん剤のチェック体制、検査値の管理方法、
院内でのがん患者への病院薬剤師の介入
化学療法患者への服薬指導方法、患者指導用資料、副作用マネジメントの実際。

アンケート回収率：見学時100％（33名）
3か月後63.6％（21名）

非常に思う

82%

思う

18%

がん患者への介入や薬薬連携を進めるう

えで見学会に参加することは有用だと思

いましたか？

非常に思う 思う

どちらともいえない あまり思わない

思わない

非常にでき

た

58%

大体できた

42%

がん治療における

病院薬剤師の役割を知ることができ

ましたか？

非常にできた 大体できた

どちらともいえない あまりできなかった

できなかった

病院見学会アンケート調査

医療機関と薬局の連携を進めるには
がん治療を行っている施設とそこの病院薬剤師を

知るのは有用

見学しておくべき一番重要な項目は
何だと思いましたか？

8

9

8

15

19

1

医療機関のがん治療の流れ

病院薬剤師業務

レジメンチェック体制

薬薬連携の体制

がん患者に対する薬剤師の介入

その他

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

N=33 (複数回答）

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

口抗がん剤の説
明

b. 患者への支持
療法（吐き気止
め、下痢止め…

c．副作用のモニ
タリング

ｄ．副作用対策
の介入

e．抗がん剤の
処方箋チェック

g．抗がん剤調
剤時における曝

露対策
3か月後
見学前

満足 5
やや満足 4

どちらともいえない 3
やや不十分 2
不十分 1
回答なし 0

抗がん剤治療に関するご自身の実施状況の満足度

病院見学の経験から患者対応への満足度が上昇！

a. 経口抗がん薬の説明

○ 地域医療連携推進DVD作成事業（平成28年）

地域医療連携（薬薬連携）推進企画

①病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（薬局編）

②病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（業務紹介編）

３年後の今回のDVD（時代は変わりました。）

③がん治療における医療機関と保険薬局との連携

保険薬局薬剤師

トレーシングレポートの取り組み

テレフォンフォローアップの取り組み

薬機法の一部改訂
専門医療機関連携薬局

モデルとなる様な医療機関と保険薬局の連携を表現

様々な患者対応への取り組み

7 8

9 10

11 12

制作・著作 一般社団法人 日本臨床腫瘍薬学会

この映像は以下の調査事業費
令和元年度厚生労働行政推進調査事業費
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）
「かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究」
（H30－医薬‐指定-008）

○遠藤一司 KKR札幌医療センター 薬剤科
片倉 法明 つくし薬局 光が丘店
川澄賢司 国立がん研究センター東病院
下村直樹 日本調剤 柏の葉公園薬局
田中 康裕 慈生会 等潤病院
長久保久仁子 ミキ薬局 日暮里店
縄田修一 昭和大学横浜市北部病院
松井礼子 国立がん研究センター東病院
村田勇人 クオール薬局 港北店

五十音順

【制作協力者】 本日のテーマ

地域医療連携推進DVD作成の経緯

地域医療連携推進DVDアンケート調査

DVD上映

地域医療連携への課題

DVDアンケート（大学編）

DVDを教育の一環として活用することの
有用性を調査

アンケート回収率

•回答あり43校（75校へ配布）57％

57%
43%

回答あり 回答なし

13 14

15 16

17 18
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平成26年保険薬剤師病院見学会（試行運用）

日本臨床腫瘍薬学会で募集

 見学施設数：7施設

 見学参加人数：33名

見学施設 参加人数

国立がん研究センター東病院 10

国立がん研究センター中央病院 8

東京医療センター 5

東邦大学医療センター大橋病院 4

神戸大学医学部付属病院 3

愛知県がんセンター中央病院 2

北海道がんセンター 1

見学内容
医療機関のがん治療の流れ
抗がん剤のチェック体制、検査値の管理方法、
院内でのがん患者への病院薬剤師の介入
化学療法患者への服薬指導方法、患者指導用資料、副作用マネジメントの実際。

アンケート回収率：見学時100％（33名）
3か月後63.6％（21名）

非常に思う

82%

思う

18%

がん患者への介入や薬薬連携を進めるう

えで見学会に参加することは有用だと思

いましたか？

非常に思う 思う

どちらともいえない あまり思わない

思わない

非常にでき

た

58%

大体できた

42%

がん治療における

病院薬剤師の役割を知ることができ

ましたか？

非常にできた 大体できた

どちらともいえない あまりできなかった

できなかった

病院見学会アンケート調査

医療機関と薬局の連携を進めるには
がん治療を行っている施設とそこの病院薬剤師を

知るのは有用

見学しておくべき一番重要な項目は
何だと思いましたか？

8

9

8

15

19

1

医療機関のがん治療の流れ

病院薬剤師業務

レジメンチェック体制

薬薬連携の体制

がん患者に対する薬剤師の介入

その他

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

N=33 (複数回答）

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

口抗がん剤の説
明

b. 患者への支持
療法（吐き気止
め、下痢止め…

c．副作用のモニ
タリング

ｄ．副作用対策
の介入

e．抗がん剤の
処方箋チェック

g．抗がん剤調
剤時における曝

露対策
3か月後
見学前

満足 5
やや満足 4

どちらともいえない 3
やや不十分 2
不十分 1
回答なし 0

抗がん剤治療に関するご自身の実施状況の満足度

病院見学の経験から患者対応への満足度が上昇！

a. 経口抗がん薬の説明

○ 地域医療連携推進DVD作成事業（平成28年）

地域医療連携（薬薬連携）推進企画

①病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（薬局編）

②病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解のために（業務紹介編）

３年後の今回のDVD（時代は変わりました。）

③がん治療における医療機関と保険薬局との連携

保険薬局薬剤師

トレーシングレポートの取り組み

テレフォンフォローアップの取り組み

薬機法の一部改訂
専門医療機関連携薬局

モデルとなる様な医療機関と保険薬局の連携を表現

様々な患者対応への取り組み

7 8

9 10

11 12

制作・著作 一般社団法人 日本臨床腫瘍薬学会

この映像は以下の調査事業費
令和元年度厚生労働行政推進調査事業費
（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業）
「かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研究」
（H30－医薬‐指定-008）

○遠藤一司 KKR札幌医療センター 薬剤科
片倉 法明 つくし薬局 光が丘店
川澄賢司 国立がん研究センター東病院
下村直樹 日本調剤 柏の葉公園薬局
田中 康裕 慈生会 等潤病院
長久保久仁子 ミキ薬局 日暮里店
縄田修一 昭和大学横浜市北部病院
松井礼子 国立がん研究センター東病院
村田勇人 クオール薬局 港北店

五十音順

【制作協力者】 本日のテーマ

地域医療連携推進DVD作成の経緯

地域医療連携推進DVDアンケート調査

DVD上映

地域医療連携への課題

DVDアンケート（大学編）

DVDを教育の一環として活用することの
有用性を調査

アンケート回収率

•回答あり43校（75校へ配布）57％

57%
43%

回答あり 回答なし

13 14

15 16

17 18
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問２）本DVDを視聴する機会は
ありましたか？

視聴した

49%
視聴していない

51%

視聴した ２１校
視聴していない ２２校

問2-1）業務紹介編、薬局編
どちらのDVDを視聴しましたか。

5%
5%

90%
視聴した21校

業務紹介編 薬局編 業務紹介編・薬局編両方

問2-2）視聴した学年と視聴の状況を
お答えください（複数回答可）

2

5

2 22
1

1

6

8

2

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 その他

集合 個別

集合 １１校
個別 ２０校
(複数回答）

その他の回答

•一般の方
目的：薬剤師の仕事を知ってもらうため

•実務教員

問2-2）視聴した学年と視聴の状況を
お答えください（複数回答可）

今後の参考に！

問２-２）視聴の目的について

• 業務理解の目的で（４年生集合、５年生集合）
• 早期臨床体験Ⅰの一環（１年生個別）
• 薬剤師についての理解をより深めるため

（５年生個別、６年生個別）
• 実務事前学習（３年生集合、４年生集合）
• 実務実習事前学習（４年生集合）
• 実務実習を終えた学生５名と視聴し感想を聞くため（５年生個別）
• 実習参加前の教育（４年生集合）
• 第一期実務実習ガイダンス
• 実務実習前（4年生）・実務実習後（5年生）学習
• 学外実習前教育（4年生）
• タイトルを見せ希望者に視聴（５年生）
• DVD評価のため視聴（５年生個別）
• 研究室セミナーの一環として（３年生集合、５年生集合）
• 研究室セミナー（４年生個別）
• 職業としてよく考える（５年生個別）
• 能動学習（４年生個別）
• 学習と啓発（１年生～６年生個別）
• 実務実習への意識付け、動機づけのためのトライアルとして（４年生個別）

実務実習の前後（４年生・５年生）に活用

問2-3）DVDを視聴した学生は
内容に関心を示しましたか。

14%

76%

10%

0%0%

ｎ=21

とても関心を示した
ある程度関心を示した
学生に聞いていないのでわからない
あまり関心を示さなかった
関心が無かった

19 20

21 22

23 24

問２）視聴していない理由

•図書室で視聴可能としているが希望者なし
•日程上、機会がなかった、機会を逃した
•視聴する時間が取れませんでした
•今年度はカリキュラム上、視聴する機会を作ること
ができなかったため

•時間が取れなかったため
• カリキュラム上の問題
•情報量が少なく授業に組み込む場面がなかった

・・・・等々

問３）ＤＶＤを学生が視聴するには
どの時期が有用と考えますか

（複数回答可）

12%

28%

32%

5%

19%

4%

視聴する時期

早期体験実習(１年生）

ＯＳＣＥ前の事前学習（４年生）

ＯＳＣＥ及びＣＢＴに合格した後の実務実習開始前

実務実習終了後

図書館等におき、時期や学年を問わず視聴できるようにする

その他

利用する予定はない
事前学習前後の４年生に有用

問４）ご意見・ご感想・ご要望等

• 業務紹介編は、実習終了後にみても振り返りとして役に立つ。
• 薬局編は印象はあまり良いとは言えなかった（特に最初の対応の
部分）良い対応と悪い対応を対比させると良いかもしれない。「医
者がいつもこんな様子だ」というような場面があったがこれも不適
切かもしれない。

• 薬局編は患者の心情をよくとらえており、実務実習前の視聴はと
ても効果的に感じました。

• 薬局編では具体的な問題解決編があると良いと思う。インパクト
のある入りだったが抽象的な対策が述べられているのが残念で
あった。

• どう理解し、どのように活用するか指針案があれば良いと思った。
• 今後ＤＶＤ配布の際、同時にアンケートも添付していただきたい。
利用する（教員の）意識も高まると思います。

• 都合により今回のＤＶＤは回覧できなかったので今後は申し訳あり
ませんが直接大学に送っていただけるとありがたいです。

• 学生により、実習前に見て「病院・薬局連携が大切だ」という事を理解
できる学生と実習後でないと何がポイントになっているのかピンとこな
い学生がいますので上述のように3.4を選ばせて頂きました。

• 今回は学生とのタイミングが合わず視聴に及びませんでしたが今後は
病院薬剤師の理解を実習前に見せ充実した実務実習ができるようにし
たい。

• 学生感想より：知らない内容があり勉強になった。
病院と薬局の内容が行来しており話の流れが速いので重要なところは

大きく字幕等があると印象に残ると思う。

• 病院⇔１薬局の連携だけでなく病院⇔地域薬剤師会との連携につい
て触れられると地域連携、包括医療の理解が深まると感じました。

• リアルに患者の様子が演出されており、実務実習前の視聴に適してい
ると思います。

問４）ご意見・ご感想・ご要望等

• 本DVDはがん治療の薬薬連携について病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解を
深めるためには適切な資料と考えます。しかし映像では薬薬連携のシステムに重点
が置かれているため、がん治療の薬薬連携における薬剤の役割が見えずらく感じまし
た。特に「薬局編」では患者さんの待ち時間を改善するために薬薬連携を推進するよ
うなイメージを学生に与え兼ねません。患者の副作用を軽減・回避するために薬薬連
携で情報を共有していますなどのアプローチの方が良かったと思われます。今後作成
するDVDにはがん治療の薬物療法に薬剤師が大きな役割を担っている、そのために
薬薬連携を推進している、との強いメッセージを学生に送っていただくことを期待して
います。

• 専門用語や業務内容の一部で低学年（３年生）にはまだ理解できない箇所があったよ
うです。一方、実務実習終了学生には内容が一般的で物足りないようです。また視聴
対象が薬剤師なのではないかと思われる個所があり（「我々薬剤師は・・・」のナレー
ションなど）何を視聴すべきか学生が迷っていました。「薬局編」の症例のインパクトが
強く、学生が非常に興味を持って視聴していましたので事前学習のSGDの教材として
うまく使えそうだと感じました。視聴対象に合わせた内容になれば、低学年または実務
実習前後にも使用できると思います。ただDVDのテーマは病院薬剤師業務と薬局薬
剤師業務なのか、連携がテーマなのかわかりにくく、それが学生の理解が今一つだっ
た原因ではないかと思いました。それほど長いDVDではありませんので、テーマに合
わせたシナリオにすれば良いのではないかと思います。１本のDVDの長さは視聴に
ちょうど良い長さだと思いました。

問４）ご意見・ご感想・ご要望等
• 病院薬剤師と薬局薬剤師の連携に関する授業、演習の開始時あるいは自己学習に活用で
きるのではないかと考える。また実務実習前に視聴を促すと良いと思う。

• 現在図書館で管理しポスターなどで学生に視聴するよう周知している。新カリ講義プログラ
ムが完成した段階で諸データを精査し、効果的な利用方法を検討する予定である。

• 患者に接する薬剤師の行動として必要なことが良くまとまっていました。生徒が患者に対して
行ってはならない行動などもわかりやすく映像でまとまっていました。今後は在宅についてさ
らに詳しく作成していただけると幸いです。

• 薬剤師向けに作られていて学生の教育には使いづらく感じた。知識を与えるためのビデオで
あればもっと体系的なものであるべきだし演習に使用するならもっと深みのあるシナリオであ
ることが望ましいと思った。

• がん治療における病院と薬局の業務連携を具体的に理解することができた。

• 薬局DVDは患者さんとのコミュニケーションスキル学習の症例検討に適切な内容であった。
トラブル事例の解決方法を考察しながら、がん化学療法を学ぶことができる。SPIKES法へス
テップアップして市販化を希望する。

• 業務編は大変わかりやすい内容でした。ただ病院薬剤師の業務紹介が中心になっているの
で、保険薬局薬剤師から見た業務のポイント紹介があると良いと思います。薬局編はトラブ
ル回避のための内容でしたが、病院薬剤師から見た薬薬連携が中心になっており、こちらも
保険薬局薬剤師からの視点での「薬薬連携」の紹介が必要と感じました。１年次の早期体験
実習前、３年次の調剤学系講義、病院・薬局実習時に実習施設で見せても良いと思います。
また卒後新人教育にも使用できると思います。

問４）ご意見・ご感想・ご要望等
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問２）本DVDを視聴する機会は
ありましたか？

視聴した

49%
視聴していない

51%

視聴した ２１校
視聴していない ２２校

問2-1）業務紹介編、薬局編
どちらのDVDを視聴しましたか。

5%
5%

90%
視聴した21校

業務紹介編 薬局編 業務紹介編・薬局編両方

問2-2）視聴した学年と視聴の状況を
お答えください（複数回答可）

2

5

2 22
1

1

6

8

2

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 その他

集合 個別

集合 １１校
個別 ２０校
(複数回答）

その他の回答

•一般の方
目的：薬剤師の仕事を知ってもらうため

•実務教員

問2-2）視聴した学年と視聴の状況を
お答えください（複数回答可）

今後の参考に！

問２-２）視聴の目的について

• 業務理解の目的で（４年生集合、５年生集合）
• 早期臨床体験Ⅰの一環（１年生個別）
• 薬剤師についての理解をより深めるため

（５年生個別、６年生個別）
• 実務事前学習（３年生集合、４年生集合）
• 実務実習事前学習（４年生集合）
• 実務実習を終えた学生５名と視聴し感想を聞くため（５年生個別）
• 実習参加前の教育（４年生集合）
• 第一期実務実習ガイダンス
• 実務実習前（4年生）・実務実習後（5年生）学習
• 学外実習前教育（4年生）
• タイトルを見せ希望者に視聴（５年生）
• DVD評価のため視聴（５年生個別）
• 研究室セミナーの一環として（３年生集合、５年生集合）
• 研究室セミナー（４年生個別）
• 職業としてよく考える（５年生個別）
• 能動学習（４年生個別）
• 学習と啓発（１年生～６年生個別）
• 実務実習への意識付け、動機づけのためのトライアルとして（４年生個別）

実務実習の前後（４年生・５年生）に活用

問2-3）DVDを視聴した学生は
内容に関心を示しましたか。

14%

76%

10%

0%0%

ｎ=21

とても関心を示した
ある程度関心を示した
学生に聞いていないのでわからない
あまり関心を示さなかった
関心が無かった

19 20

21 22

23 24

問２）視聴していない理由

•図書室で視聴可能としているが希望者なし
•日程上、機会がなかった、機会を逃した
•視聴する時間が取れませんでした
•今年度はカリキュラム上、視聴する機会を作ること
ができなかったため

•時間が取れなかったため
• カリキュラム上の問題
•情報量が少なく授業に組み込む場面がなかった

・・・・等々

問３）ＤＶＤを学生が視聴するには
どの時期が有用と考えますか

（複数回答可）

12%

28%

32%

5%

19%

4%

視聴する時期

早期体験実習(１年生）

ＯＳＣＥ前の事前学習（４年生）

ＯＳＣＥ及びＣＢＴに合格した後の実務実習開始前

実務実習終了後

図書館等におき、時期や学年を問わず視聴できるようにする

その他

利用する予定はない
事前学習前後の４年生に有用

問４）ご意見・ご感想・ご要望等

• 業務紹介編は、実習終了後にみても振り返りとして役に立つ。
• 薬局編は印象はあまり良いとは言えなかった（特に最初の対応の
部分）良い対応と悪い対応を対比させると良いかもしれない。「医
者がいつもこんな様子だ」というような場面があったがこれも不適
切かもしれない。

• 薬局編は患者の心情をよくとらえており、実務実習前の視聴はと
ても効果的に感じました。

• 薬局編では具体的な問題解決編があると良いと思う。インパクト
のある入りだったが抽象的な対策が述べられているのが残念で
あった。

• どう理解し、どのように活用するか指針案があれば良いと思った。
• 今後ＤＶＤ配布の際、同時にアンケートも添付していただきたい。
利用する（教員の）意識も高まると思います。

• 都合により今回のＤＶＤは回覧できなかったので今後は申し訳あり
ませんが直接大学に送っていただけるとありがたいです。

• 学生により、実習前に見て「病院・薬局連携が大切だ」という事を理解
できる学生と実習後でないと何がポイントになっているのかピンとこな
い学生がいますので上述のように3.4を選ばせて頂きました。

• 今回は学生とのタイミングが合わず視聴に及びませんでしたが今後は
病院薬剤師の理解を実習前に見せ充実した実務実習ができるようにし
たい。

• 学生感想より：知らない内容があり勉強になった。
病院と薬局の内容が行来しており話の流れが速いので重要なところは

大きく字幕等があると印象に残ると思う。

• 病院⇔１薬局の連携だけでなく病院⇔地域薬剤師会との連携につい
て触れられると地域連携、包括医療の理解が深まると感じました。

• リアルに患者の様子が演出されており、実務実習前の視聴に適してい
ると思います。

問４）ご意見・ご感想・ご要望等

• 本DVDはがん治療の薬薬連携について病院薬剤師と保険薬局薬剤師の相互理解を
深めるためには適切な資料と考えます。しかし映像では薬薬連携のシステムに重点
が置かれているため、がん治療の薬薬連携における薬剤の役割が見えずらく感じまし
た。特に「薬局編」では患者さんの待ち時間を改善するために薬薬連携を推進するよ
うなイメージを学生に与え兼ねません。患者の副作用を軽減・回避するために薬薬連
携で情報を共有していますなどのアプローチの方が良かったと思われます。今後作成
するDVDにはがん治療の薬物療法に薬剤師が大きな役割を担っている、そのために
薬薬連携を推進している、との強いメッセージを学生に送っていただくことを期待して
います。

• 専門用語や業務内容の一部で低学年（３年生）にはまだ理解できない箇所があったよ
うです。一方、実務実習終了学生には内容が一般的で物足りないようです。また視聴
対象が薬剤師なのではないかと思われる個所があり（「我々薬剤師は・・・」のナレー
ションなど）何を視聴すべきか学生が迷っていました。「薬局編」の症例のインパクトが
強く、学生が非常に興味を持って視聴していましたので事前学習のSGDの教材として
うまく使えそうだと感じました。視聴対象に合わせた内容になれば、低学年または実務
実習前後にも使用できると思います。ただDVDのテーマは病院薬剤師業務と薬局薬
剤師業務なのか、連携がテーマなのかわかりにくく、それが学生の理解が今一つだっ
た原因ではないかと思いました。それほど長いDVDではありませんので、テーマに合
わせたシナリオにすれば良いのではないかと思います。１本のDVDの長さは視聴に
ちょうど良い長さだと思いました。

問４）ご意見・ご感想・ご要望等
• 病院薬剤師と薬局薬剤師の連携に関する授業、演習の開始時あるいは自己学習に活用で
きるのではないかと考える。また実務実習前に視聴を促すと良いと思う。

• 現在図書館で管理しポスターなどで学生に視聴するよう周知している。新カリ講義プログラ
ムが完成した段階で諸データを精査し、効果的な利用方法を検討する予定である。

• 患者に接する薬剤師の行動として必要なことが良くまとまっていました。生徒が患者に対して
行ってはならない行動などもわかりやすく映像でまとまっていました。今後は在宅についてさ
らに詳しく作成していただけると幸いです。

• 薬剤師向けに作られていて学生の教育には使いづらく感じた。知識を与えるためのビデオで
あればもっと体系的なものであるべきだし演習に使用するならもっと深みのあるシナリオであ
ることが望ましいと思った。

• がん治療における病院と薬局の業務連携を具体的に理解することができた。

• 薬局DVDは患者さんとのコミュニケーションスキル学習の症例検討に適切な内容であった。
トラブル事例の解決方法を考察しながら、がん化学療法を学ぶことができる。SPIKES法へス
テップアップして市販化を希望する。

• 業務編は大変わかりやすい内容でした。ただ病院薬剤師の業務紹介が中心になっているの
で、保険薬局薬剤師から見た業務のポイント紹介があると良いと思います。薬局編はトラブ
ル回避のための内容でしたが、病院薬剤師から見た薬薬連携が中心になっており、こちらも
保険薬局薬剤師からの視点での「薬薬連携」の紹介が必要と感じました。１年次の早期体験
実習前、３年次の調剤学系講義、病院・薬局実習時に実習施設で見せても良いと思います。
また卒後新人教育にも使用できると思います。

問４）ご意見・ご感想・ご要望等
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• 薬局編のドラマでは、病院の先生への疑義照会しにくい点で患者に聞く
ことになっていたが解説では連携がうまくいっているところからの説明に
なっています。どのように連携していくのか詳しく解説しても良かったと思
います。

•視聴した学生より
・病院と薬局のそれぞれの薬剤師がすべきことや流れがわかりやすかった。

・病院で事前に「薬局に在庫が無いことがある」と伝えることが重要である
ことに気づくことができた。

・お薬手帳が病院と薬局の連携のポイントになっていることが分かったが、
手帳を忘れてしまった際、あるいは持っていない場合にはどのように患者
にアプローチするべきかもっと詳しく知りたかった。

・DVD中のインタビューも、文字に起こして欲しいと思った。

問４）ご意見・ご感想・ご要望等 考察
７５校にDVDを配布し４３校から回答を得ることができた。（57.3％）

２０校の大学で学生にDVDを視聴させており、学生の反応は概ね興味があるとの
回答だった。

視聴対象者は実務実習前後の４年生と５年生が最も多かった。中には、一般の
方へ視聴させ薬剤師の業務紹介として役立てている学校もあった。

今回、学生に視聴させなかった大学にも教員に視聴してもらい、DVDは薬学教育
において実務実習へ向かう前である４年生OSCE前の事前学習の時期（28％）や
OSCE及びCBTに合格した後の実務実習開始前の時期（32％）に活用することが
有用であると回答を得られた。（合60％）

DVDについての意見や感想、要望等についての自由記載には、次回作成する
DVDにおいて参考になる意見が多数あった。本DVDは本来、学生向けではなく薬
剤師教育用として作成されたものだった為、物足りなさや、学生に不向きであると
の意見もあった。

「地域連携における薬剤師のあるべき姿」として参考となるDVDを作成することが
望まれていると感じた。特に、SPIKES法を取り入れてステップアップし市販化を求
める声もあり、これからの薬剤師に必要な対人業務におけるコミュニケーションス
キルも加味した展望が期待されており、地域連携の中で活躍する薬剤師を育成
するための教育用DVDの作成が求められていると考える。

本日のテーマ

地域医療連携推進DVD作成の経緯

地域医療連携推進DVDアンケート調査

DVD上映

地域医療連携への課題

本日のテーマ

地域医療連携推進DVD作成の経緯

地域医療連携推進DVDアンケート調査

DVD上映

地域医療連携への課題

病院薬剤師の立場より
連携の課題

個人的な意見を含みます

専門医療機関連携薬局

がん領域の医療機関 専門医療機関連携薬局

がん等専門医療機関と
治療方針等の共有

他の薬局

情報連携
情報連携

がん等の専門医療以外の医療の場

特定機能を有する薬局の認定
薬機法改正に向けたとりまとめ（厚労省）は、医療機関の薬剤師が中心的な役割を
果たしつつも、薬局の薬剤師とも連携し患者対応をすることを望む

31 32

33 34

35 36

お薬手帳やその他を駆使して

レジメンの共有化医療機関 → 保険薬局薬剤師

レジメンの公開
処方箋への印字
他職種も連携して情報を出す
カルテ情報の一部開示など積極的に

トレーシングレポート受け入れ体制

施設毎に特徴を生かしたフォーム

保険薬局薬剤師→医療機関

がん専門医療機関
専門医療機関連携薬局

or かかりつけ薬剤師

病院の窓口の設置は必要
保険薬局からのアプローチなども有効

顔の見える

病院の対応窓口が分かる
第29回 第30回 第31回 第32回

H30.2.15 H30.6.21 H30.11.15 H31.2.14

木 木 木 木

19-21時 19-21時 19-21時 19-21時

テーマ① 慢性骨髄性白血病の薬物治療

小室 雅人 薬剤師

胃癌治療について
～薬剤師目線での介入～

出町 健薬剤師

大腸がんの治療について

田中 将貴 薬剤師

緩和ケア はじめの一歩、も
う一歩

末永 亘 薬剤師

テーマ②
せん妄の評価と対応

精神腫瘍科
小川 朝生 医師

皮膚障害に対する予防とケア

通院治療センター
伊藤 直美 看護師

膵癌の化学療法 エキスパー
トからの話
肝胆膵内科

池田 公史 医師

がん患者さんの対応に難しさ
を感じた時のアプローチ

精神腫瘍科
副島 沙彩心理療法士

症例提示 のぞみの花クリニック
餅原 弘樹薬剤師

日本調剤 柏の葉公園薬局
下村 直樹 薬剤師

柏市薬剤師会
小田 文子薬剤師

クオール薬局 港北店
村田 勇人 薬剤師

参加者数 134名 144名 139名 93名

柏市薬剤師会と共催

★地域がん医療研修会（年３回開催）

平成20年9月22日から

ポイント制にし、柏市薬剤師会から勉強会参加終了証をお渡しする

congratulations

保険薬局薬剤師研修事業

保険薬局薬剤師の立場より
連携の課題

個人的な意見
も含みます
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• 薬局編のドラマでは、病院の先生への疑義照会しにくい点で患者に聞く
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かかりつけ薬剤師の未来予想図？？

高度薬学管理機能を持った薬
局

かかりつけ薬局

がん拠点病院

連携

日本臨床腫瘍薬学会2017学術大会＊新潟＊

薬薬連携で悩んでいること

がん拠点病院の近隣薬局
ではないため連携の窓口

がわからない

病院へ服薬情報提供書を
出したくても受け付けて

くれない

もっと勉強しなくてはい
けないし、薬局からアプ
ローチをしなくてはいけ

ないけど・・・

病院で研修したいけど
人手不足で薬局を

抜けられない・・・

施設における問題

• 立地条件による受付処方箋の差

機能評価でどう変わるのか？

薬局間の連携も必要（地域と専門）

• フォローアップや情報提供を行う時間と人員

薬局経営に見合った人員配置とは？

薬剤師の知識・能力の差をどう評価する？

★病院は、なぜ連携窓口の設置に躊躇するのか？

ある病院薬剤師のひとこと

本当に必要な情報なら
受け入れたいけど、
薬剤師さんごとに

差があるから困るんだよね。

薬剤師における問題

• 薬剤師の知識、技能、対人スキル、

モチベーション向上のために

薬剤師教育研修に必要なものは？

専門医療機関で研修を受けることは可能なのか？

評価方法は？

• 提供すべき情報の選択

必要な情報を選択し、的確に伝える能力を！！

• 個々のスキルを活用するためには

機能評価の有無が薬剤師の就活に影響？

情報を受け入れる病院
の懸念事項

「なんでも送れば良い
わけではない！」

副作用の
グレード

評価

機能評価に値する薬剤師が
活躍できる時代！！

専門医療機関連携薬局

専門医療機関
薬剤師

連携

地域連携薬局・健康サポート薬局・
かかりつけ薬剤師がいる薬局

かかりつけ医
師・
在宅医師

43 44

45 46

47 48

シンポジウム写真 
 

 

開会挨拶： 奥田真弘 先生  
 
 
 

 
講演 1： 安原眞人 先生 
 
 
 

 
講演 3： 小枝伸行 先生 
 
 

 
 

 

座長：高橋弘充 先生、安野伸浩 先生 
 
 
 

 

講演 2： 佐々木 均 先生 
 
 
 

 
講演 4：村田勇人先生、縄田修一先生 
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座長：有澤賢二 先生、山本弘史 先生 
 
 
 

 

講演 5：松井礼子先生、長久保久仁子先生 
 
 
 

 

閉会挨拶： 遠藤一司 先生 
 

 
 

 

 <会場風景＞ 
 
 
 

 

      ＜質疑応答＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 
 

Ⅲ．研究成果の刊行に関する一覧表 

  なし 

 

 

Ⅳ．研究成果の刊行物・別刷 

  なし 
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令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 

分担研究報告書 

 

登録販売者の資質向上のあり方に関する研究 

 

分担研究者  赤池 昭紀  京都大学薬学研究科 名誉教授 

 

研究要旨 

昨年度の店舗販売業者等に行ったアンケート調査に続き、登録販売者に関係する団体にヒ

アリングを実施し、外部研修の受講や登録販売者の資質向上のために取組等についての実態

の把握を行った。 

登録販売者の資質を確保するため、現在のガイドラインの周知徹底を図るとともに、その

内容を充実させていく必要がある。また、登録販売者は、医薬品等についての必要な知識の

みならず、必要なコミュニケーション能力を備え、販売の現場での接客等を通じて地域住民

の生活全般の相談窓口の役割を担い、薬剤師等の多職種につなぎ、地域包括ケアシステムの

一員として活躍することも期待される。そのためには登録販売者の役割、意義を地域住民や

多職種に周知していく必要がある。 

 

研究協力者 

亀井 美和子 日本大学薬学部 教授 

鈴木 匡  名古屋市立大学薬学研究科 教授 

高橋 寛  岩手医科大学薬学部 教授 

益山 光一 東京薬科大学薬学部 教授 

 

A. 研究目的 

登録販売者制度が始まってから 10 年余りが経過し、都道府県知事の登録を受けた販売従

事登録者数（登録販売者数）は平成 30 年度末で 20 万人を超えたところである。医薬品の

販売を担っている登録販売者については、セルフメディケーションの推進のための適切な

情報提供や販売ルールの徹底など、その資質の確保が重要である。そのため、店舗販売業

等で従事する際には、毎年外部研修を受講することが求められている（「登録販売者の資質

向上のための外部研修に関するガイドライン」（平成 24 年３月 26 日付け薬食総発 0326 第

１号厚生労働省医薬食品局総務課長通知の別添。以下「ガイドライン」という。）ところで

あり、昨年度、薬局開設者、店舗販売業等（以下「店舗販売業者等」という。）及び外部研

修実施機関に対して、登録販売者の業務実態に関するアンケートを実施した。今年度にお

いては、本アンケート結果を踏まえて、関係団体等に登録販売者の業務、研修内容の実態

等に関するヒアリングを実施し、登録販売者の業務や研修内容の実態を踏まえ、地域包括

ケアシステムの下で求められる登録販売者のあり方、その資質の確保のあり方について、

検討を行うこととした。 

 

B. 研究方法 

登録販売者の業務、研修内容の実態を把握するため、店舗販売業者等の関係団体及び外

部研修実施機関にヒアリングを実施した。 

１．ヒアリング日 

令和２年２月６日（木） 

２．ヒアリング対象 

(1) 公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会（登販、業界、研修） 

(2) 公益社団法人日本薬剤師会（業界、研修） 

(3) 日本チェーンドラッグストア協会（業界） 

(4) 一般社団法人日本医薬品登録販売者協会（登販、研修） 
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(5) ネットパイロティング株式会社（研修） 

※（）内の表記 登販：登録販売者の団体 

  業界：店舗販売業、薬局、薬剤師等の団体 

  研修：外部研修実施機関 

 

C. 研究結果 

別添１又は別添２の項目等に沿って、各団体からヒアリングを実施した。 

主な意見等は以下のとおりであった。 

１．全日本医薬品登録販売者協会 

（１）登録販売者の資質確保のために行っている取組、方策 

○ ガイドライン発出当初時から、登録販売者の外部研修を連携する地方協会と共同実

施している。 

○ ガイドラインに定められた全要件を満たした登録販売者研修プログラムを企画・作

成し、統一テキストを地方協会に提供している。 

○ 外部研修の受講者には、ガイドラインの項目に沿って最新の情報を分かり易く解説

し、これらの情報を従事先の店舗販売業者等にも周知を図るよう要請している。 

 

（２）業界における登録販売者に対する取組（目標、方向性の指針の策定など） 

○ 「登録販売者綱領」及び「登録販売者倫理規程」を定めている。 

 

（３）登録販売者が活躍できると考えられる業務、登録販売者に必要と考えている能力など

登録販売者に期待していること 

○ 登録販売者の本来の役割は、セルフメディケーションの支援にあると考えている。 

○ 外部研修は、登録販売者に必要な質の確保の重要な営みであるため、その実効性を

担保することが最重要であり、登録販売者の業務の拡張を急ぐべきではない。 

 

（４）セルフメディケーションにおいて登録販売者に必要な能力 

○ 以下の能力が必要と考えている。 

・購入希望者等からの情報収集と状況確認のための質問等を適切に行うこと 

・セルフメディケーションで対応できるか、受診するべきかを見極めること 

・セルフメディケーションで対応できる判断した場合、どの医薬品を選択すれば良い

のか等についての情報提供・相談対応できること（使用上の注意に関する事項、リ

スク区分に関する事項を含む） 

・食事を含む生活上の注意や日々の健康管理につき助言すること 

・一般用医薬品を使用しても、効果が見られないとき、あるいは、有害事象が認めら

れるときの対処法につき助言すること 

・販売した医薬品を使用後、何らかの不快症状等が認められた場合の対処法 

・医薬品の品質、有効性、安全性についての啓発ができること 

 

（５）外部研修のガイドラインに示される内容以外に必要と考えている内容 

○ 現状ではないと考えており、まずはガイドラインに基づく外部研修の実施を担保す

る仕組み作りが必要である。 

○ 外部研修ガイドラインに基づく外部研修のほか、入門研修、アドバンス研修の導入

を計画している。 

○ コミュニケーションに関する研修は取り入れていないが、重要と考えており、今後、

内容を点検していく必要があると考えている。 

○ 外部研修の受講に当たっては、店舗販売業者等が低価格で受講しやすい外部研修を

受けさせる場合もあり、登録販売者の資質の向上につながらない。 

○ 離島やへき地における研修の実施体制は課題があるが、その１つとして、参加者が

双方向で質疑、会話できるサテライト研修のような研修は有用である。 
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（６）今後の登録販売者の活躍の推進策（今後の改善案） 

○ 登録販売者が持つ研修手帳により受講状況を記録し、店舗販売業者が管理すること

としている。 

○ 外部研修の店舗販売業者等の義務とされており、登録販売者個人の義務とされてい

ないことが登録販売者の資質に紐づかないのではないか。販売従事登録を行っていな

い試験合格者の資質の確保が必要であると考えている。 

○ 店舗販売業者等には、外部研修の内容より、外部研修のガイドラインに基づく研修

を受けたという事実を確保しようとする場合が多いことが課題であると考えている。 

○ 外部研修のガイドラインに基づく研修の実効性の確保の仕組み作りと、受講した登

録販売者を評価する仕組み作りが必要である。 

○ 医薬品販売において登録販売者による情報提供にはインセンティブがなく、倫理観

が重要。 

○ 「濫用等のおそれのある医薬品」の不適切な販売方法が問題視されているが、販売

して利益を得るのではなく、販売せずに利用者の安全性の確保をする使命がある。 

○ 登録販売者は医薬品販売において重い責任を有しており、研修レベルを統一して資

質を確保していく必要があると考えている。 

○ 登録販売者試験の受験資格の撤廃により、登録販売者の資質の確保が重要。都道府

県が試験を実施していることは一定の質の確保に課題がある。 

○ スーパーマーケットや家電量販店など、医薬品販売を専業としない形態が増えてき

ており、各店舗での研修後の実際の質の確保の仕方が課題であると考えている。 

○ 製品情報を最も把握している医薬品の製造販売業者に講師をお願いしたいが、引き

受けてもらいない状況。 

○ 情報が個々の店舗や登録販売者まで行き届かないことに課題がある。 

 

（７）登録販売者が活躍した具体的な事例（好事例） 

○ 登録販売者が消費者の状況を聞き取り、医薬品を販売せずに受診勧奨した事例など

がある。 

 

２．公益社団法人日本薬剤師会 

（１）登録販売者の資質確保のために行っている取組、方策 

○ 薬局等に勤務する登録販売者のため、研修実施機関として研修を実施してきた。 

○ ガイドラインに基づき実施しており、現時点ではコミュニケーションに関する研修

内容は含めていない 

○ また、都道府県薬剤師会に対し、各地域での登録販売者のための研修会の実施を依

頼し、そのための教材（ＤＶＤ、テキスト等）を送付している。 

 

（２）業界における登録販売者に対する取組（目標、方向性の指針の策定など） 

○ 令和元年 12 月に公布された薬機法等改正法により、薬局は、全ての医薬品の提供施

設と定義が改正され、薬局においても一般用医薬品等を適正に販売することは当然必

要である。このため、薬局における登録販売者についても資質の確保するための研修

が必要と考えている。 

○ 濫用等のおそれのある医薬品の販売ルールの徹底などは薬局内で薬剤師と登録販売

者が情報を共有するなど対応をとってきている。薬剤師が調剤を主に担当し、ＯＴＣ

を登録販売者が販売する場合、服薬情報の管理を行うために、双方の情報共有が重要

である。 

 

（３）登録販売者が活躍できると考えられる業務、登録販売者に必要と考えている能力など

登録販売者に期待していること 

○ 薬局において医薬品の提供の責任は全て薬剤師にある前提で、第２類、第３類医薬

品の販売については登録販売者の協力が必要であると考えている。 
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○ 一般用医薬品は、その他の生活消耗品と異なり、生命関連物質であるという認識を

持ち、セルフメディケーションに必要とされるものを提供する能力を有している必要

があると考えており、職業倫理が必要であると考える。 

○ 登録販売者の定義とそれに付随する行為の範囲については、現行のままで十分と考 

えている。 

 

（４）セルフメディケーションにおいて登録販売者に必要な能力 

○ 医薬品の添付文書を十分に把握し、特に、「してはいけないこと」、「相談すること」

を理解して消費者に相談対応することが必要と考える。 

 

（５）今後の登録販売者の活躍の推進策（今後の改善策） 

○ 店舗販売業において登録販売者しか勤務していない場合、薬学的判断ができないた

め適切な対応ができない場合等、店舗外の薬剤師と連携を取り適切な情報提供ができ

る環境を整備する必要がある。 

○ 登録販売者が地域包括ケアの一員として、必要に応じて受診勧奨や薬剤師との連携

等を行ってもらいたい。 

 

３．日本チェーンドラッグストア協会 

（１）登録販売者の資質確保のために行っている取組、方策 

○ 外部研修を受けられる環境を整えるとともに外部研修以外にも、会員企業がｅ-ラー

ニングなどでの教育を実施するよう促している。 

○ 各登録販売者の受講状況については協会では把握していないが、加盟企業は本部で

受講記録を管理していることが多い。 

○ 各企業では登録販売者の受講を確認し、受講していない場合は一般従事者として勤

務させるなどの対応がなされている。 

 

（２）業界における登録販売者に対する取組（目標、方向性の指針の策定など） 

○ 登録販売者の地位向上、資質向上を目指し、「登録販売者の日」を設立した。 

○ 登録販売者の育成、認知度向上の取組が必要であると考えている。 

 

（３）登録販売者が活躍できると考えられる業務、登録販売者に必要と考えている能力など

登録販売者に期待していること 

○ 調剤を主とする薬剤師よりも消費者に近い立場で、相談者にアドバイスできる多く

の能力をもって欲しい。 

○ 地域ケアシステムに加われるよう、介護の知識を持ち、臨床サポート、フレイル、

受診勧奨等の能力も持てるよう進めていきたい。 

○ 消費者の身近な相談者として、食、生活も含めたアドバイスができる知識及びコミ

ュニケーション能力や地域包括ケアシステムにも関われるよう、介護の知識が必要で

あると考えている。 

 

（４）セルフメディケーションにおいて登録販売者に必要な能力 

○ 必要な助言を行えるよう、制度に対する知識（保険制度、セルフメディケーション

税制等）やＡＥＤの使用方法、認知症の方への対応方法、フレイル、ロカボ等の医療、

介護に関する知識を持つ必要がある。 

○ 適切に適切な受診勧奨を行い、医療機関を紹介できることが必要である。 

 

（５）今後の登録販売者の活躍の推進策（今後の改善案） 

○ 研修が 1 日かかると、拘束時間が長く受講する側からすると厳しく感じるため、２

時間程度の研修の積み重ねていける方が良いと考えている。 

○ 現在のガイドラインによる外部研修は 12 時間であるが、各企業では別途研修を実施
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していることから、外部研修としては現状で十分と考えている。 

○ 外部研修よりも、現場での実務経験の方が重要に感じる。 

○ ドラッグストアでは薬局を併設している場合もあり、登録販売者から薬剤師に医薬

品に関する相談をすることや、薬剤師につなぐなど連携している。 

○ 登録販売者が地域包括ケアシステムで活躍していくためには、登録販売者が医薬品

を扱う専門家であることの周知も重要である。 

○ 登録販売者がセルフメディケーションの担い手であることなど、登録販売者の役割

を明確に位置付けて欲しい。 

○ 登録販売者は女性が多く、産休、育休や時短などで現在の管理者要件の時間数を確

保できなくなってきている。 

 

（６）登録販売者が活躍した具体的な事例（好事例） 

○ 健康や日常生活に関するアドバイスを通じて QOL の向上に向けた取組などを実施し

ている。 

○ 事例を収集し、セルフメディケーションアワードとして表彰を行っている。 

 

（７）一般用医薬品の適正使用、セルフメディケーションの推進に向け、登録販売者が薬剤

師などの多職種と連携して参画したイベントの実績 

○ 薬剤師や管理栄養士と連携して相談に対応している 

○ 関係団体が主催するイベントに登録販売者も協力、出展するなどしている。 

 

４．一般社団法人日本医薬品登録販売者協会 

（１）登録販売者の資質確保のために行っている取組、方策 

○ ガイドラインに基づき外部研修を実施しており、研修効果の把握は研修後に理解度

試験を実施している。 

○ 各登録販売者の受講状況は、必要に応じて所属企業にフィードバックしており、外

部研修実施機関として継続的な把握は現時点で行っていないが、登録販売者の登録番

号により、確認することは可能である。 

○ 理解度試験結果については、所属企業にフィードバックしていない。 

○ 外部研修のほか、症状・部位別テーマ別自己学習教材の提供やヘルスケア実践セミ

ナー、コンシェルジュマスター研修（医薬品以外の健康相談に対応する教育）などを

実施している。 

 

（２）業界における登録販売者に対する取組（目標、方向性の指針の策定など） 

○ 登録販売者の役割に関する啓発リーフレットを作成し、配布している。 

○ 重点活動方針を立てている。 

（2020 年重点活動方針） 

・関連団体と連携した登録販売者の組織力の強化 

・活者に寄り添い、健康満足の実現を提供すする登録販売者の資質向上 

・職能団体としての日本医薬品登録販売者協会の活動強化 

 

（３）登録販売者が活躍できると考えられる業務、登録販売者に必要と考えている能力など

登録販売者に期待していること 

○ 的確な情報提供能力の為の知識と経験、適切に受診勧奨ができる能力が必要である。 

○ 地域包括支援センターと連携した地域密着の専門家としての役割を担うとともに、

健康、フレイル、介護支援の役割を担ってもらいたい。 

○ 登録販売者にレベルの差が出てきており、全ての登録販売者を一律に扱うのではな

く、別のレベルの登録販売者を位置付けることで、意識の向上につながる。 

 

（４）セルフメディケーションにおいて登録販売者に必要な能力 
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○ 医薬品のほか、健康食品、介護、フレイル等に関する知識や検査数値等の理解が必

要であると考えている。 

 

（５）今後の登録販売者の活躍の推進策（今後の改善案） 

○ 身近な相談相手となることや、地域での活動に参加できる登録販売者を育成してい

く必要がある。 

○ 店舗販売業者等が本来の登録販売者の役割と機能の理解していくことが重要である。 

○ 住民向けに登録販売者が医薬品の販売を担う専門家であることを周知していく。 

○ 協会として行政との窓口としての支部づくり等による登録販売者の組織化、意見集

約を行っていきたい。 

○ 現在のガイドラインによる外部研修は 12 時間であり、6 時間×２日としているが、

細かく時間を区切った研修とすれば、受講者に応じた講習の内容が組み立てやすく、

研修を受講しやすくなる。 

○ 受講者の少ない地域での開催は難しく、少人数であっても会場等を確保するため、

受講料が高くなる。 

○ 離島やへき地の講習においては、サテライト講習等を認めて欲しい。サテライト講

習に当たって、サテライト会場からも講師に質問できるよう、双方向の通信が必要で

ある。 

 

（６）登録販売者が活躍した具体的な事例（好事例） 

○ 各店頭で生活状況を踏まえて受診勧奨を行った事例、災害時の医薬品供給で活躍し

た事例などがある。 

 

（７）一般用医薬品の適正使用、セルフメディケーションの推進に向け、登録販売者が薬剤

師などの多職種と連携して参画したイベントの実績 

○ 薬剤師会主催のお薬フェアへの参加（薬と健康の週間）や関係団体と共催した市民

公開イベントへの参加実績などがある。 

 

５．ネットパイロティング株式会社 

（１）登録販売者の資質確保のために行っている取組、方策 

○ 一般用医薬品を販売する医薬品製造販売業者と連携し、また、店舗販売業者等の教

育研修部門の意見を取り入れながら、ウェブコンテンツ（教材）、ウェブ学習環境等を

充実させている。 

○ 現場の登録販売者を意識したお役立ち情報の発信や登録販売者同士の情報交換のた

めのメールマガジン配信、BBS や SNS 等のコミュニティ運営等を行っている。 

○ 店舗販売業者等全体において、登録販売者の活用をビジュアル化できていないので、

好事例など活用していく道が見えると良いと思われる。 

○ 研修に対する登録販売者の意識を高めていくことが重要である。 

 

（２）登録販売者が活躍できると考えられる業務、登録販売者に必要と考えている能力など

登録販売者に期待していること 

○ 地域包括ケアシステムに関与する関係者の中で、消費者が気軽に、食と健康、運動、

介護、等の幅広い相談をすることができるジェネラリストとして活躍できると考えて

いる。 

○ 消費者のコミュニケーション、カウンセリング、コーチングに必要な「観察力」「知

識経験」「表情動作」等の能力が必要であり、それらを下支えする「医薬品関連」「食

と健康」「運動療法」「介護」等の専門知識とそのアップデートが必要になる。 

○ 登録販売者の活用のためにも登録販売者を地域包括ケアシステムの一員として明確

に位置づけて欲しい。 
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（３）セルフメディケーションにおいて登録販売者に必要な能力 

○ 消費者が生活改善を実践することや、健康、病気、薬に関する知識を高めること、

健康状態をチェックすること等を支援する能力が必要であると考えている。 

 

（４）現在実施している登録販売者の外部研修の実施方法、内容 

○ 集合研修は、１日６時間で、以下に分けて実施している。 

・生理・病理に関する基本的な知識 

・病理・薬理と実際の治療薬（一般用医薬品）、情報提供など 

・薬事関連情報・安全対策（添付文書の内容、リスク区分変更など） 

○ 通信講座は、６時間相当の以下の内容のウェブ教材により e-ラーニングシステムを

用いて実施し、四半期ごとに学習課題を掲載して進めることとしている。また、理解

度を確認するため、４つの受講証明ウェブテストを実施している。 

・一般用医薬品の適正使用に関する知識（使用上の注意の解説） 

・一般用医薬品の特徴と模範的な接客に関連する知識 など 

○ 研修内容は、季節性の疾患や医薬品、リスク区分が変更となった医薬品、受講者の

アンケート結果によるニーズ等を踏まえて、およそ６年で１サイクルとなるよう構成

している。 

○ レベル別の研修は現時点で行っていないが、各登録販売者の受講状況（理解度の確

認を含む）は、所属する企業にフィードバック（理解度については希望があった場合）

している。個人の研修記録の閲覧は仕組みを構築中である。 

○ 店舗販売業者等によっては、研修の成果は医薬品の販売実績でしか評価せず、研修

に対して温度差があるという印象である。 

 

（５）外部研修のガイドラインに示される内容以外に必要考えている内容 

○ 食と健康、運動、介護などに関する知識、関連する製品やサービスに関する内容が

必要であると考えている。 

○ 離島やへき地に限っては、適切な受講を確認できる場合に ICT を活用したサテライ

ト研修が可能としていただきたい。 

 

D.考察 

昨年度の本研究班で実施したアンケート調査においては、 

・外部研修の受講が徹底されていないことや、登録販売者の研修の習得状況や効果が販

売に活かされているのかを店舗販売業者等が把握していないこと等の店舗販売業者等

における課題 

・ガイドラインに沿った外部研修を実施していない、ロールプレイなど実務的な学習方

法が取り入れられていないこと、研修受講者の受講情報がどの程度正確に継続的に管

理されているのか等の外部研修実施機関における課題 

・都道府県による届け出られた外部研修実施機関の内容の確認、店舗販売業者等による

受講状況の確認等の監視等における課題 

等が見受けられた。 

今年度は、登録販売者に関係する代表的な団体にヒアリングを実施し、外部研修の受講

や登録販売者の資質向上のために取組等についての実態の把握を行った。 

いずれの団体においても登録販売者の資質向上に向け、どのように登録販売者がその職

能を発揮できるのか、団体ごとに取り組みを行っていた。例えば現状の外部研修を確実に

実施し資質向上に取り組んでいること、登録販売者の職能を発信していること、外部研修

以外の登録販売者向けの研修の充実等が挙げられた。 

昨年の本研究で課題として指摘した登録販売者の研修の習得状況を店舗販売業者が把握

していない点については、研修実施機関が理解度の確認テスト等の結果を店舗販売業者等

に共有する仕組みがあるかどうかにも影響されることとなる。 

また、昨年の本研究で把握すべき事項としていた、外部研修実施機関による研修受講者

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト
-91-



の受講情報がどの程度正確に継続的に管理されているのかについては、専用の手帳を活用

している場合や、外部研修実施機関において QR コードによる管理体制を構築しているなど

の取組はあったが、登録販売者個人の研修履歴の積極的な管理は限定的であった。 

外部研修の方法については、座学のみの場合、座学と映像資材を組み合わせる場合、e-

ラーニングを活用する場合などその方法は様々であった。また、ガイドラインに示されて

いる実施内容のほか、コミュニケーションに関する講義を取り入れている団体もあったが、

いずれの団体でもロールプレイなどの実践的な方法による研修は実施していなかった。 

研修内容については、一定の期間で必要な内容を習得できるようにしている等、計画性

をもって企画されているもののほか、多数のコンテンツを準備しておくことで、受講者が

自由に受講する内容を選択できるものとなっていた 

離島やへき地の研修の実施に当たっては、全日本医薬品登録販売者協会、日本医薬品登

録販売者協会及びネットパイロティング株式会社において課題を感じており、代替手段と

して双方向性（随時講師等とコミュニケーションがとれる）を確保した上で実施する手法

が挙げられた。 

登録販売者の今後のあり方については、今回のヒアリングでも各団体で様々な意見があ

った。一般用医薬品の販売に限定した範囲で資質の向上を求める団体もあれば、単に医薬

品を販売するという業務だけでなく地域包括ケアシステムの中で積極的に社会貢献を目指

す団体もあり、こうした登録販売者対する考え方が、研修のあり方、生涯研鑽の担保など

資質確保にも影響していると考えられる。 

昨年度のアンケート調査や今年度のヒアリングを踏まえ、登録販売者に必要な資質及び

その資質向上の方策について以下のとおり考察する。 

１．現状 

第２類医薬品及び第３類医薬品の販売に当たっては、薬剤師又は登録販売者が販売する

こととされている。このうち、登録販売者には、その資質の向上のため、ガイドラインに

基づく外部研修を毎年受講することが求められている。また、セルフメディケーションの

推進に当たっては、消費者が医薬品を適正に使用できるよう、医薬関係者が必要な情報を

提供する必要がある。一般用医薬品は、登録販売者によって販売されることが多いが、こ

うした情報提供は、都道府県の行う試験（登録販売者試験）の知識だけでは十分に行うこ

とができるものではない。コミュニケーション能力や実務において得られる経験等も重要

であるとともに、最新の知見が必要であるために定期的な研修も重要である。こうした点

から店舗等の管理者となる登録販売者には一定の実務経験等が求められており、経験等が

ない場合には、管理者の要件を満たす者の指導の下に従事することとされている。 

 

表 ガイドラインで求められている外部研修の概要 
受講対象者 一般用医薬品の販売に従事するすべての登録販売者 

時間数 毎年、少なくとも 12 時間以上 
実施機関 専門性、客観性、公正性を有していること 

実施体制 
教育、学術等関係者、消費者の参画 
実施方法、実績等の公表 

研修の形式 
集合研修を基本とし、遠隔講座・通信講座を組み合わせる場合
は、集合研修の時間数を超えないこと 

研修内容 

①医薬品に共通する特性と基本的な知識 
②人体の働きと医薬品 
③主な一般用医薬品とその作用 
④薬事に関する法規と制度 
⑤一般用医薬品の適正使用と安全対策 
⑥リスク区分等の変更があった医薬品 
⑦その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等

実施頻度 毎年、定期的かつ継続的に行うこと 
修了認定及び修了証

の交付 
試験等により習得を確認し、修了証等を交付すること 
研修参加者の氏名、研修内容等を適切に記録・保存すること 
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また、登録販売者は医薬品販売の現場において、関連する健康食品や介護用品、衛生材

料等を取り扱う機会も多い。一方で、医薬品を販売する店舗は、薬店やドラッグストアの

ほか、スーパーマーケット、家電量販店等様々な業態で見受けられる。 

 

２．課題及び方策 

外部研修については、店舗販売業者等に登録販売者に外部研修を受講させることが求め

られているが、登録販売者個人に対して受講が求められているものではない。資質向上の

ためには登録販売者個人が自己研鑽に努める意識を高めていく必要があるが、そのために

は、自身の研修の記録を残していく等が必要であると考えられる。制度上、登録販売者の

研修は、店舗販売業者等が従事する登録販売者に受講させる必要があることから、その店

舗販売業者等の経営方針や考え方により受講する研修実施機関は決まっているのが実情で

ある。 

こうしたことから、研修実施機関は、継続的な受講を想定し、研修内容を検討すること

により質を担保するとともに、継続的に登録販売者個人の習得状況を把握する仕組みを構

築すべきである。また、研修を複数日程にわたって実施する場合には、一部を受講できな

かった者が未修了とならないよう、同一の研修を複数回実施することや他の外部研修実施

研修機関と連携して同等の内容を受講できる体制も検討すべきである。加えて、店舗販売

業者等は、外部研修実施機関の研修内容を踏まえ、一定の外部研修を継続的に受講させる

べきであり、登録販売者個人が継続的な研修を把握できるような措置を講ずることが望ま

しい。 

業界の取組として、登録販売者の役割や意義を地域住民や多職種に発信し、周知を図っ

ていくことで、登録販売者の意識向上、活動の活性化に繋がるものと考えられた。こうし

た周知においては、医薬品を取り扱っている薬剤師等と協働して具体的な好事例を積み重

ねていくことや、地域包括ケアの中の多職種に登録販売者の意義を示していくことが重要

である。また、昨年、本研究班でも提言したように、向上心のある登録販売者の研修意欲

を的確に評価するためにも、各店舗において、一定の資質を有する登録販売者が消費者か

ら見えるような取組を行うことも登録販売者の意識を高めていくために、業界としても取

り組んでいくべきものと考えられる。外部研修実施機関が研修を実施するに当たっては、

一定の規模や計画をもって実施することから離島、へき地といった受講者数が少ない地域

では、経済的理由等により研修を実施すること自体が困難な場合があると推察される。こ

うした場合には、受講させる店舗販売業者等や受講者に過度な負担とならないよう、現在

のガイドラインで求められている集合研修と同程度の講義が受けられる、オンラインを活

用したサテライトでの研修等が有用であると考えられる。 

医薬品による保健衛生上の危害の発生リスクや販売に際してのルールは全国一律であり、

例えば近年指摘されている濫用等のおそれのある医薬品の販売方法が適切でないことにつ

いて、全国での遵守徹底が図られることが必要である。こうした販売ルールの徹底につい

ても、毎年の外部研修の機会を活用し、研修内容に時事的な問題等を取り入れることが有

用である。また、社会的な責務として、その研修の実質的な効果も調査するなどして登録

販売者の医薬品適正使用に関する貢献実績を示すことが望まれる。 

資質向上に向けては、外部研修に基づく研修の実施を徹底することが必要であり、それ

とともに外部研修の内容を充実させることが必要であると考えられる。 

ガイドラインは、外部研修の外形的な要件を定めており、平成 24 年に策定されて以後、

少子高齢化を受け、地域包括ケアシステムの構築やセルフメディケーションが進められて

いる中、登録販売者の研修においても、①地域包括ケアに関する事項、②地域の薬剤師等

の多職種との連携に関する事項、③セルフメディケーションに関する事項を含め実施され

ることが望ましいものと考えている。また、登録販売者の「試験問題の作成に関する手引

き」（平成 30 年３月厚生労働省医薬・生活衛生局総務課）などにおいて、登録販売者がセ

ルフメディケーションに関わる専門家であることを明確化し、役割を明確にしてくことが

必要と考えられる。 

さらに、現在、ガイドラインにより運用している外部研修について、現行の内容以上の
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制度として一律の基準により質を担保していくことも重要と考えられ、各都道府県で行っ

ている外部研修の届出や受講状況の報告についても、全国統一的な仕組みの構築も有用と

考えられる。 

さらに、登録販売者が勤務する店舗等の形態については、医薬品販売を主とする場合、

他の物販等を併せ行う場合など多様化していることから、経験すべき内容が異なり、一律

に現状の管理者に求めている一定期間の実務に従事した経験だけでは、登録販売者の業務

においては十分ではない場合があることが推察される。令和元年 12 月に公布された薬機法

等改正法（令和元年法律第 63 号）により、店舗販売業者等は、店舗等の管理者には管理者

として必要な能力及び経験を有しているものを任命することが明確化されることから、登

録販売者が医薬品販売の専門家として必要な役割を果たしていくためには、ガイドライン

に基づく外部研修のほか、その業務実態に合わせた資質向上の取組も必要であり、店舗販

売業者等が責任を持って、勤務する登録販売者の研修の記録やその効果等を確認・管理し、

適切な能力や経験を持てるよう育成していくことが重要である。 

 

E．結論 

・ 登録販売者の資質を確保するため、ガイドラインの周知徹底を図ることに加え、その

内容を充実させるとともに、登録販売者個人が研修の状況を把握できるようにし、意識

の向上を図っていく必要がある。 

・ 登録販売者は、医薬品等についての必要な知識のみならず、必要なコミュニケーショ

ン能力を備え、販売の現場での接客等を通じて地域住民の生活全般の相談窓口の役割を

担い、薬剤師等の多職種につなぎ、地域包括ケアシステムの一員として活躍することも

期待される。そのためには登録販売者の役割、意義を地域住民や多職種に周知していく

必要がある。 

・ また、こうした資質を備えられるよう、外部研修のほか、店舗販売業者等がその形態

等に応じて効果的な情報提供を行い、適切な販売が行えるよう、必要な能力や経験を有

する登録販売者を育成していくことが必要である。 

 

F. 研究発表 

1. 論文発表 

なし 

 
2. 学会発表 

なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

なし 

 

2. 実用新案登録 

なし 

 

3. その他 

なし 
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別添１ 

ヒアリング内容 

 

○ 登録販売者の資質確保のために行っている取組、方策 

 

 

○ 業界における登録販売者に対する取組（目標、方向性の指針の策定など） 

 

 

○ 登録販売者が活躍できると考えられる業務、登録販売者に必要と考えてい

る能力など登録販売者に期待していること 

 

 

○ セルフメディケーションにおいて登録販売者に必要な能力 

 

 

○ 今後の登録販売者の活躍の推進策（今後の改善案） 

 

 

○ 登録販売者が活躍した具体的な事例（好事例） 

 

 

○ 一般用医薬品の適正使用、セルフメディケーションの推進に向け、登録販

売者が薬剤師などの多職種と連携して参画したイベントの実績 

 （１）一般用医薬品の販売において 

 

 

 （２）（１）以外において（栄養相談、健康イベントの責任者 等） 

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト
-95-


Masato Yasuhara
タイプライターテキスト

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト
　



別添２ 

ヒアリング内容 

 

○ 登録販売者の資質確保のために行っている取組、方策 

 

 

 

○ 登録販売者が活躍できると考えられる業務、登録販売者に必要と考えてい

る能力など登録販売者に期待していること 

 

 

 

○ セルフメディケーションにおいて登録販売者に必要な能力 

 

 

 

○ 現在実施している登録販売者の外部研修の実施方法、内容 

 

 

 

○ 外部研修のガイドラインに示される内容以外に必要と考えている内容 

 

 

 

○ 今後の登録販売者の活躍に資すると考えられる推進策（今後の改善案） 
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令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業 

研究報告書 

 

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に係る研修会の標準プログラムの策定 

 

研究協力者  亀井 美和子  日本大学薬学部 教授 

 

研究要旨 

令和元年 7 月に改訂された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」にお

いて、初回対面原則の例外として初診からのオンライン診療が可能とされる対象

に緊急避妊薬の処方が追加され、患者は薬局において研修を受けた薬剤師による

調剤を受け、薬剤師の面前で内服すること等が求められることとなった。そこで、

本研究においては、オンライン診療における緊急避妊薬を調剤するために薬剤師

が受けるべき研修の内容を検討し、標準的な研修プログラムを構築するとともに、

研修で用いる教材を作成することとした。また、作成した教材を用いて研修会を

開催し、改善点等の抽出を行った。 

研修内容及び標準プログラムの検討は、公益社団法人日本薬剤師会、一般社団

法人日本女性薬剤師会及び公益社団法人日本産婦人科医会が協力して策定した。

研修内容は、①オンライン診療に基づき緊急避妊薬を調剤する薬局での対応、調

剤等について、②月経、月経異常、ホルモン調整機序その他女性の性に関する事

項、③避妊に関する事項、緊急避妊薬に関する事項とし、産婦人科医と薬剤師を

講師とする標準プログラムを作成した。また、①～③の事項を研修するための教

材を作成した。 

策定した標準プログラムによる研修会開催にあたり、各都道府県で講師となる

産婦人科医及び薬剤師を対象とした研修会を開催した。その後、14 府県において

標準プログラムによる研修会が開催され、当該研修内容については、薬剤師の資

質向上のために適切なものであったと考えられた。他の都道府県においては新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により開催できなかった。 

研修を受講する薬剤師を増やすため、次年度も継続して研修を実施することが

求められるが、すべての地域においてオンライン診療における緊急避妊薬の調剤

に対応するためには、学習効果と効率の両面を考慮し、多くの薬剤師が受講しう

る合理的な研修のあり方を検討する必要があると考えられた。また、オンライン

診療における緊急避妊薬の処方が実際に行われた後に、新たな課題等が生じる可

能性があることから、本研究で作成した教材を適切な時期に更新するとともに、

Ｑ＆Ａ等により、現場から寄せられた疑問等に対応する必要があると考えられた。 

 

 

A. 研究目的 

オンライン診療等の遠隔診療は、高齢化

の進展や情報通信技術の進展・普及を背景

に、居住する地域で安心して医療が受けら

れる体制に寄与することから、平成 30 年 3

月に「オンライン診療の適切な実施に関す

る指針」（以下、「指針」）が策定され、オン

ライン診療の安全で適切な普及推進のため

に最低限遵守する事項、推奨する事項と、

その考え方が示されている。 

指針においては、オンライン診療では患

者の状態について医師が得られる情報が対

面診療に比べ限定的であるため、主に診断

等の判断が必要になる初診は対面で行うべ

きとされている。ただし、オンライン診療

で得られた情報のみで、診断や治療方針の

決定が可能であり、かつリスクが極めて低

い場合においては、例外として初診からの

オンライン診療が可能とされている。この

初回対面診療の原則の例外として、これま
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で禁煙外来が対象とされていたが、令和元

年 7 月の指針改訂において、緊急避妊薬の

処方が新たに対象とされることとされた。 

初診からオンライン診療において緊急避

妊薬を処方する場合、指針に従い「オンラ

イン診療を行う医師は一錠のみの院外処方

を行うこととし、受診した女性は薬局にお

いて研修を受けた薬剤師による調剤を受け、

薬剤師の面前で内服することとする。その

際、医師と薬剤師はより確実な避妊法につ

いて適切に説明を行うこと。加えて、内服

した女性が避妊の成否等を確認できるよう、

産婦人科医による直接の対面診療を約三週

間後に受診することを確実に担保すること

により、初診からオンライン診療を行う医

師は確実なフォローアップを行うこととす

る。」との手順に従って行うこととされてお

り、薬局で調剤を行う薬剤師には研修を受

けることが求められている。 

このような背景から、本研究においては、

オンライン診療における緊急避妊薬を調剤

するために薬剤師が受けるべき研修の内容

を検討し、標準的な研修プログラムを構築

するとともに、研修で用いる教材を作成す

ることとした。また、作成した教材を用い

て研修会を開催し、改善点等の抽出を行っ

た。 

 

B. 研究方法 

１．研修内容・標準プログラムの検討 

 研修内容及び標準プログラムの検討は、

公益社団法人日本薬剤師会（以下、日本薬

剤師会とする）、一般社団法人日本女性薬剤

師会（以下、日本女性薬剤師会とする）及び

公益社団法人日本産婦人科医会（以下、日

本産婦人科医会とする）の協力を得て行っ

た。まず、指針に従い調剤するうえでの課

題を抽出し、運用上の課題（処方医・産婦人

科医との連携方法、処方箋・調剤録の取り

扱い等）及び臨床上の課題（緊急避妊薬・避

妊法に関する知識、薬局における配慮事項）

を踏まえて、研修で身に付けるべき事項を

整理した。 

 

２．研修教材の作成 

産婦人科領域の知識に係る教材は、産婦

人科医会の研究協力者（医師）が作成し、調

調剤に係る教材は、日本薬剤師会及び日本

女性薬剤師会の研究協力者（薬剤師）が作

成した。教材は研修会の開催及び DVD 配布

の可能性等を考慮し、いずれも Microsoft 

Power Point で作成することとした。 

 

３．研修会の開催 

オンライン診療における緊急避妊薬を調

剤する薬剤師が受講する各都道府県の研修

会の準備のため、講師となる産婦人科医及

び薬剤師に向けた研修会を開催した。その

後、各都道府県薬剤師会において薬剤師を

対象とした研修会を開催した。 

 

 

C. 研究結果 

１．研修内容及び標準プログラムの概要 

オンライン診療における緊急避妊薬を調

剤する薬剤師が身に付けるべき事項を整理

した結果、研修内容は以下のとおりとなった。 

 

①オンライン診療に基づき緊急避妊薬を調

剤する薬局での対応、調剤等について 

②月経、月経異常、ホルモン調整機序その他

女性の性に関する事項 

③避妊に関する事項、緊急避妊薬に関する事

項 

 

上記の事項について、研修に要する時間及

び研修の流れを検討し、別添資料１に掲げる

標準プログラムを作成した。 

１の①～③の事項を「オンライン診療に伴

う緊急避妊薬処方上の留意点」（120 分）と

「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤

について」（60 分）の項目に大きく分け、前

者は産婦人科医が講師となって講義し、後者

は薬剤師が講師となって講義することとし

た。 

さらに、研修内容に入る前に、本制度の背

景等を理解することが望ましいため、冒頭に

「オンライン診療ガイドラインと緊急避妊

薬の調剤について」（20 分）を講義すること

とした（別添資料２）。 

 

２．研修教材 

研修会の標準プログラムに基づいて、教材

を作成した。作成した教材は別添資料３及び

別添資料４に掲げた。 
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「オンライン診療に伴う緊急避妊薬処方上

の留意点」に係る教材（別添資料３） 

・緊急避妊全般（45 分） 

・月経・月経異常・ホルモン調節機序（40 分） 

・ＯＣ全般・避妊（35 分） 

 

「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤

について」に係る教材（別添資料４） 

・薬局での対応について（20 分） 

・患者対応等について（40 分） 

 

３．研修会の概要 

（１）各都道府県薬剤師会の研修会において

講師となる産婦人科医及び薬剤師を対象と

した研修会 

 以下のとおり開催した。研修会の次第は別

添資料５に掲げた。 

 

①産婦人科医を対象とした研修会 

日時 令和元年 12 月 14 日（土） 

    13 時 00 分～15 時 50 分 

 場所 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター  

ホール６A 

 参加者 都道府県産婦人科医会担当役員 

 

②薬剤師を対象とした研修会 

 日時 令和元年 12 月 15 日（日） 

    13 時 00 分～16 時 20 分 

 場所 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター  

ホール７B 

 参加者 都道府県薬剤師会担当役員 

 

（２）各都道府県薬剤師会における研修会 

  令和 2 年 2 月 8 日（日）～令和 2 年 3 月

30 日までの間に、全都道府県において研修

会の開催が予定されたが、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により、開催できたのは

以下の 14 府県にとどまった。 

 青森県、富山県、三重県、滋賀県、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、

山口県、佐賀県、大分県、鹿児島県 

  

 

D. 考察 

 オンライン診療における緊急避妊薬の調

剤は、患者が調剤した薬剤を性交後 72 時間

以内に服用する必要があることから、全国の

どの地域においても薬局が対応できる体制

が求められる。調剤は研修を受けた薬剤師に

限られることから、患者からの調剤の求めに

対応するためには、より多くの薬剤師が研修

を受けることが望まれる。このようなことか

ら、本研究においては、全国各地で同一の研

修会の開催を可能とするために DVD 配布に

よる研修会の開催を当初想定したが、検討の

過程で、地域の医療提供体制を踏まえて産婦

人科医と薬剤師が連携する必要があること

から、地域の産婦人科医と薬剤師が講師とな

り、研修会を開催することが適切と考え、対

面による標準プログラムを策定した。 

 各都道府県での研修会について、実際に開

催できた 14 府県では、講義及び質疑応答へ

の対応等により、オンライン診療に伴う緊急

避妊薬の調剤について受講者が適切に理解

したことが確認でき、今回作成した研修資材

や標準プログラムは、指針に基づく薬剤師の

資質向上のために適切なものと考えられた。 

他方、研修会の開催時間は、4 時間～4 時

間 30 分であり、研修会の日程調整が難しい、

会場確保が難しく受講者数を制限しなけれ

ばならない等の意見が寄せられた。また、都

道府県によっては地域的な配慮等から複数

回の研修会の実施が必要となること、講師の

確保等から複数回の開催が困難であること、

開催日の限定により受講機会が失われる等

の課題も挙げられた。今後は、自己学習と集

合研修との組み合わせ、或いは、e-learning

等の活用など、学習効果と効率の両面を考慮

し、多くの薬剤師が受講しうる合理的な研修

のあり方を検討する必要があると考えられ

た。また、新型コロナウイルスの感染拡大の

影響により、研修会が開催できなかった都道

府県があったが、今後の感染状況次第ではあ

るものの、このような状況下でも適切な研修

が受講できるよう、対面による実施ではなく、

e-learning 等の活用は検討すべき課題であ

ると考えられた。 

 また、オンライン診療における緊急避妊薬

の処方が実際に行われた後に、新たな課題等

が生じる可能性があることから、本研究で作

成した教材を適切な時期に更新するととも

に、Ｑ＆Ａ等により、現場から寄せられた疑

問等に対応する必要があると考えられた。 

 

 

E．結論 
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令和元年 7 月の指針改訂において、オンラ

イン診療における初回対面の例外に緊急避

妊薬の処方が新たに対象とされ、薬局で調剤

を行う薬剤師に研修を受けることが求めら

れ、オンライン診療における緊急避妊薬の処

方の運用開始予定とされた令和 2 年 4 月に

向けて、研修内容及び標準プログラムを構築

し、研修教材を作成した。一方、標準プログ

ラムに基づく研修会は、令和 2 年 3 月末まで

に全都道府県において開催される予定であ

ったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により、開催は一部の府県にとどまったが、

実施した地区の研修会を通じて、研修資材や

標準プログラムが薬剤師の資質向上のため

に適切であったと考えられた。 

今後、全国のすべての地域でより多くの薬

剤師がオンライン診療に伴う緊急避妊薬の

調剤に対応するために、研修会の開催方式を

含めた研修内容・標準プログラムの継続的な

検討が必要である。 

  

 
F. 研究発表 

1. 論文発表 

なし 

 
2. 学会発表 

なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

なし 

 

2. 実用新案登録 

なし 

 

3. その他 

なし 

 

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト
-100-

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト



 

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会 
標準プログラム 

 

 

  

１．開会挨拶 

都道府県薬剤師会 

 

 

２．オンライン診療ガイドラインと緊急避妊薬の調剤について 20 分 

都道府県薬剤師会 

 

 

３．オンライン診療に伴う緊急避妊薬処方上の留意点 

都道府県産婦人科医会 

（１）緊急避妊全般 45 分 

（２）月経・月経異常・ホルモン調節機序 40 分 

（３）ＯＣ全般・避妊 35 分 

 

（適宜休憩など） 

 

４．オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について 

都道府県薬剤師会 

（１）薬局での対応について 20 分 

（２）患者対応等について  40 分 

 

 

５．閉会挨拶 

都道府県薬剤師会 

 

 

６．修了証発行等 

 都道府県薬剤師会 

 

 

 

hoshino-miki
テキストボックス
資料１
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オンライン診療ガイドラインと
緊急避妊薬の調剤について

令和２年ｘ月ｘ日（ｘ）

1
※本資料は現時点における内容であり、今後内容が変わりうるものであることにご留意願います。

hoshino-miki
テキストボックス
資料２
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平成30年3月30日 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」策定
（厚生労働省医政局長通知）

平成31年1月23日
～令和元年6月28日

「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討
会」において指針の見直しに関する議論
・オンライン診療における緊急避妊の取扱いについて議論

令和元年7月31日 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の一部改訂
・オンライン診療を行う場合の緊急避妊薬の調剤に関する取扱いにつ
いて記載

令和元年11月21日 緊急避妊薬に係る診療の提供体制整備に関する取組について（依
頼）（厚生労働省課長通知）
・緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を関係団体と協力して
実施し、対応可能な薬剤師・薬局について一覧を作成する旨記載

令和２年1月17日 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊
急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修につ
いて（依頼）（厚生労働省課長通知）
・緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を各都道府県で
円滑に実施するため、関係機関に協力依頼等の旨記載

オンライン診療における緊急避妊薬の取扱いに関する経緯

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤
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・緊急避妊薬が処方薬であることや入手しづらいことで、繰り返し議論されてきた。
（日本の人工妊娠中絶数年間１６４，６２１人 ：平成29年度衛生行政報告例の概況）

・2017年、緊急避妊薬のスイッチOTC化が、「性教育の浸透」等を理由に見送られた。

・SNS等で海外からの輸入薬の転売や譲渡が散見され、2019年2月には、フリマアプリを
使用した転売によって逮捕事例が発生するなど、違法なやりとりが横行している。

緊急避妊におけるオンライン診療

◯緊急避妊薬を取り巻く課題とこれまでの議論◯緊急避妊薬を取り巻く課題とこれまでの議論

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会
2019年3月29日 第３回 資料２ 抜粋

3
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緊急避妊におけるオンライン診療

オンライン診療においては、患者の状態について医師が得られる情報が対面診療に比
べ限定的であるため、主に診断等の判断が必要となる初診は対面診療が原則である。

ただし、オンライン診療を用いて得られた患者の心身の状態に関する情報のみであっ
ても、診断や治療方針の決定が可能であり、かつリスクが極めて低い場合においては、
例外として初診からのオンライン診療を可能としている。

◯オンライン診療の初診に関する基本的考え方◯オンライン診療の初診に関する基本的考え方

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会
2019年3月29日 第３回 資料２ 抜粋

4
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緊急避妊におけるオンライン診療

◯緊急避妊にかかる診療と緊急避妊薬の特徴◯緊急避妊にかかる診療と緊急避妊薬の特徴

緊急避妊薬は、性交後72時間以内に内服する必要性があり、迅速な対応が求められ
るものの、地方において産婦人科を受診しにくい状況や、デートレイプを含む犯罪など
が関係する場合などにおいてもアクセスがしにくいという指摘がある。

一方で、「緊急避妊法の適正使用に関する指針」において緊急避妊薬を処方すべきか
の判断は過去の月経などの情報を的確に聴取し判断する必要があるとされている。

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会
2019年3月29日 第３回 資料２ 抜粋

5
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◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念への対応案（１）◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念への対応案（１）

繰り返しアフターピル処方を求める利用者

内服の確認を徹底するとともに、他の避妊方法の紹介や産婦人科受診勧奨を入念に行う。

オンライン診療で緊急避妊に対応する場合の課題と論点

◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念点（１）◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念点（１）

容易に緊急避妊薬が入手可能になり、適切な避妊法が行われなくなるのではないか。

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会
2019年3月29日 第３回 資料２ 抜粋

6
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◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念への対応案（２）◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念への対応案（２）

知識不足や緊急避妊の失敗する懸念に対して

十分な知識を持った医師が説明を行い、近医産婦人科を紹介する等、3週間後の産婦人
科受診の約束を取り付けること。

オンライン診療で緊急避妊に対応する場合の課題と論点

◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念点（２）◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念点（２）

緊急避妊薬を用いても避妊を防げないことがあるなど、使用者が十分な知識を持ち得てい
ないのではないか。

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会
2019年3月29日 第３回 資料２ 抜粋

7
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◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念への対応案（３）◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念への対応案（３）

利用者が犯罪被害を受けた可能性がある場合

最寄りの警察署への相談を促す。未成年の場合は、児童相談所に通報する。
同時にカウンセリングを実施する。

オンライン診療で緊急避妊に対応する場合の課題と論点

◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念点（３）◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念点（３）

緊急避妊薬を求める女性の中に、犯罪被害が疑われる場合、十分な対応が困難ではない
か。

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会
2019年3月29日 第３回 資料２ 抜粋

8
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◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念への対応案（４）◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念への対応案（４）

転売等のリスクに対して

医師は一回分のみの処方を徹底し、薬局での薬剤師の前での内服する等を推奨する。

オンライン診療で緊急避妊に対応する場合の課題と論点

◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念点（４）◯オンライン診療による緊急避妊薬の処方に対する懸念点（４）

緊急避妊薬が必要以上に流通すると、転売等により組織的な犯罪に使用されるのではな
いか。

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会
2019年3月29日 第３回 資料２ 抜粋

9
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緊急避妊薬の適切な利用促進に向けた取り組み

対面診療に
おける地域
の産婦人科
やかかりつ
け医等の医
療機関への
受診

緊急避妊薬
の処方

インターネットや自治体を通じて対面診療可能な医療機関を紹介
（女性健康支援センター、婦人相談所、ワンストップ支援センター等）

近くに受診可能な医療機関がない場合（地理的な要因の他、心理的な状態にかんがみて対面診療
が困難であると判断した場合）に限って産婦人科医や研修を受けた医師によるオンライン診療を実
施。実施に向けて下記の施策を行う。

・処方する医師を産婦人科医師と研修受講医師に限定 ・薬剤師に対する産婦人科研修強化
・研修受講者を厚労省ホームページで公表 ・臨床研修医の研修項目に追加
・薬剤師の前での１錠のみの内服等ルール整備 ・内服後3週間後には産婦人科受診
・インターネットパトロール等を通じた不適切広告への指導

予期せぬ妊娠を防ぎたい
女性

上記の施策に対してはモニタリングを行い、適宜改訂を行う

現状

●適切な性教育や受診可能な医療機関
の情報が乏しく、約半数弱の女性が偽薬
の可能性のあるインターネットでの購入
や服用を断念している。

イン
ター
ネット、
オンラ
イン診
療

緊急避妊薬
を断念

妊娠不安を抱
いたものの、
情報不足等
で服用を断念

今後の取り組み（案）

・従来緊急避妊薬を断念していた女性
・偽造の恐れのある薬をインターネットで入手していた女性

●性教育の充実や受診可能な医療機関の情報提供、処方する医師や薬剤師への研修等
総合的な施策を行い、予期せぬ妊娠を防ぎたい希望がある女性が必要な相談窓口に接し、
また適切に緊急避妊薬にアクセスできる体制を構築する。

性に関する情報提供の充実

・まずは地域の産婦人科医を受診
（研修を受けたかかりつけ医や産婦人科以外の医師による対面診療における受診）

医療機関のリスト化

●緊急避妊薬への適切な使用により、予期せぬ妊娠を防ぎ、ひいては児童虐待死の減少
につながる●年間約16万の人工妊娠中絶。

●心中以外の虐待死の6割以上が0歳児、
0歳児のうち月齢0ヶ月児は約5割。

オンライン診療の適切な実施に関
する指針見直し検討会
第５回資料・一部改変

10



緊急避妊に関するオンライン診療の実施にあたっての薬剤師・薬局の対応緊急避妊に関するオンライン診療の実施にあたっての薬剤師・薬局の対応

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、緊急避妊に係るオンライン診
療の実施にあたり、薬剤師・薬局に求められる内容は以下のとおり。

オンライン診療を受診した女性が薬局で調剤を受ける際、研修（※）を受講した薬
剤師が対応すること
来局した女性に、薬局において薬剤師の前で服用させること
（プライバシーへの十分な配慮や服用するための飲料水の準備なども行う）
より確実な避妊法に関する適切な説明、産婦人科医による直接の対面診療を約

三週間後に受診することの説明等を来局した女性に行うこと
⇒厚生労働省のホームページで掲載されている対面診療可能な産婦人科医のリストを参照すること

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912_00002.html）

※緊急避妊薬に関することや性に関する教育などの研修。研修を受講した薬剤師及
び薬局のリストは厚生労働省のホームページに掲載（医師のリストとともに掲載）。

11
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オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の手順（イメージ）

利用者 医療機関（医師） 薬局（薬剤師）

①オンライン診療受診（医療機関への連絡）
オンライン診療可能な医療機関へ連絡し、受

診（受診前に、リストに基づき希望薬局を選択）

（※オンライン診療時に薬局を決めていなかっ
たら、診療の際に決めてもらう）

②オンライン診療実施、薬局への確認
診療時、利用者が選択した薬局に連絡し、対

応可否を確認

③（診療後）薬局へ処方箋送付・情報提供
・FAX等により薬局に処方箋情報を送付
（利用者の情報も併せて送付）

・処方箋原本を薬局へ送付
※ 電子処方箋対応も制度上あり得る

④利用者が選択した薬局へ来局
・来局の際に本人確認書類を提示

⑤調剤応需
・本人確認を行い、事前送付された利用者情
報又はFAX処方箋と相違ないか確認

・必要に応じて処方内容の照会
・調剤

⑥服薬指導等
・必要な服薬指導等を実施
・３週間後の受診の必要性の説明

⑦服用
・薬局にて緊急避妊薬を服用

⑧服用確認・処方医への情報提供
・服用したことを医師へ情報提供

⑨処方箋原本の受理
・FAX処方箋と相違ないか確認

⑩３週間後の受診 ⑪診療（対面）
※オンラインと別医療機関の可能性あり

⑫利用者の情報の提供（⑪の医師の求めに応
じて）

⑬利用者の受診状況の把握（処方医）（⑪の医
師からの情報提供）

処方箋

⑫緊急避妊薬の処方医との連携

⑫薬局との連携

未定稿

調整中
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オンライン診療を実施した医療機関から薬局への情報提供（手順③関連）オンライン診療を実施した医療機関から薬局への情報提供（手順③関連）

○オンライン診療を実施した医師（医療機関）は、受診した女性が選択した薬局へ
処方箋を送付するとともに、以下のような内容を情報提供する。

○薬局においては、これらの情報を踏まえて調剤を行う。

＜情報提供内容＞
・ 来局予定者氏名、生年月日、電話番号、受診日時
・ 医療機関名、医師氏名、電話番号
・ 薬剤を服用する期限（性交後72時間以内はいつまでか）
・ 来局予定時間
・ その他留意事項
（禁忌（重篤な肝障害、妊婦等）に該当していないか、併用薬の確認、授乳中でないか等）

13
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薬局における対応（手順⑤～⑧関連）薬局における対応（手順⑤～⑧関連）

⓪処方箋及び情報提供文書の内容を確認する。
必要に応じて、処方医が研修を修了しているか確認する。

①オンライン診療を受診した本人であることを確認する。
②来局女性の心理状態や社会状況に心を寄せて対応する。
③プライバシー空間の確保を心がける。
（場所（個室・パーティションの利用）、声の大きさ・トーンなど）

④調剤済みの薬剤と飲料水・紙コップなどを用意する。
⑤来局者に副作用などを説明する。
⑥来局者が服用したことを確認する。
⑦医師に薬局における対応内容について報告する。
⑧本手順書をチェックした上で、他の患者情報とともに保存する。

○薬局において緊急避妊薬を調剤する際には、以下の手順で対応する。

＜⑤における説明内容＞
・服用後に嘔吐など副作用が起きた場合の対応を伝える。
・約３週間後に産婦人科医による直接の対面診療を受診することを説明する。
・確実な避妊法について説明する。
・何か質問があるかを聞き、適切に答える。 14
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服用後に患者へ渡す文書（手順⑦関連）服用後に患者へ渡す文書（手順⑦関連）

＜説明文書の内容＞
・患者が緊急避妊薬を服用した日時
・緊急避妊薬を調剤した薬局名・薬剤師名及び薬局の電話番号
・その他留意すべき事項
（緊急避妊薬を服用しても妊娠の可能性はあること、副作用、嘔吐した場合の対応等）

○緊急避妊薬を服用する女性に対しては、以下の内容を記載した説明文書
を渡して説明し、女性が帰宅後（服用後）や３週間後の産婦人科受診の際
に利用できるようにする。

※説明文書の内容は、製造販売業者が現在作成している患者向け資材をもとに作成予定

15
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薬局からオンライン診療を実施した医療機関への情報提供（手順⑧関連）薬局からオンライン診療を実施した医療機関への情報提供（手順⑧関連）

○薬局の薬剤師は、来局した女性が緊急避妊薬を服用した後、その旨をオ
ンライン診療を実施した医師に情報提供する。

○なお、３週間後に受診する産婦人科医から求めがあれば、同様の内容を
情報提供する。

＜情報提供内容＞
・ 来局者氏名、生年月日、電話番号
・ 薬局名、薬剤師氏名、電話番号
・ 薬剤師の面前で薬剤を服用した旨、服用日時
・ より確実な避妊法について適切に説明した旨
・ ３週間後に産婦人科医による直接の対面診療を受診することを説明した旨

16
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処方箋の取扱い（調整中）処方箋の取扱い（調整中）

○緊急避妊薬は性交後72時間以内に服用する必要があり、受診後に速やか
に服用する必要がある。一方で、オンライン診療において書面による処
方箋を交付する場合、処方箋の原本を薬局で確認できるまでに時間がか
かる。

○したがって、オンライン診療における緊急避妊薬に限った例外的な取扱
いとして、医療機関から受診した女性が選択した薬局へFAX等で処方箋
を送付し、その情報をもとに、来局した女性に緊急避妊薬を調剤するこ
とを可能とする。（その後に届いた処方箋の原本を最終的に確認した上
で保存する）

○なお、FAX等での処方箋の送付に際しては、個人情報の取扱に十分注意
し、誤送信等を防ぐ必要がある。

17
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（参考）緊急避妊薬（参考）緊急避妊薬

（先発医薬品）
ノルレボ錠1.5mg （あすか製薬株式会社）

（後発医薬品）
レボノルゲストレル錠1.5mg「F」 （富士製薬工業株式会社）

18
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緊急避妊に関するオンライン診療に関わる薬剤師が知っておくべきこと緊急避妊に関するオンライン診療に関わる薬剤師が知っておくべきこと

＜オンライン診療の適切な実施に関する指針（令和元年７月一部改訂）＞
• 緊急避妊に係る診療については、緊急避妊を要するが対面診療が可能な医療機関等に係る適切な情報を有さない女性に対し、女性の健康に関
する相談窓口等（女性健康支援センター、婦人相談所、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを含む。）におい て、対面診
療が可能な医療機関のリスト等を用いて受診可能な医療機関を紹介することとし、その上で直接の対面診療を受診することとする。例外として、
地理的要因がある場合、女性の健康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携している医師が女性の心理的な状態にかんが
みて対面診療が困難であると判断した場合においては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を
行うことは許容され得る。ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行うこととし、受診した女性は 薬局において研修を受け
た薬剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこと。加えて、
内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に担保することにより、初診
からオンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを行うこととする。

注 オンライン診療を行う医師は、対面診療を医療機関で行うことができないか、再度確認すること。また、オンライン診療による緊急避妊薬の処方を
希望した女性が 性被害を受けた可能性がある場合は、十分に女性の心理面や社会的状況にかんがみながら、警察への相談を促すこと（ 18 歳
未満の女性が受けた可能性がある性被害が児童虐待に当たると思われる場合には児童相談所へ通告すること）、性犯罪・性暴力被害者のため
のワンストップ支援センター等を紹介すること等により、適切な支援につなげること。さらに、事前に研修等を通じて、直接の対面診療による検体採
取の必要性も含め、適切な対応方法について習得しておくこと。

なお、厚生労働省は、初診からのオンライン診療による緊急避妊薬の処方に係る実態調査を適宜行う。また、研修を受講した医師及び薬剤
師のリストを厚生労働省のホームページに掲載する。

 地域における女性の健康に関する相談窓口等を把握しておくこと
 オンライン診療による緊急避妊薬の処方に係る実態調査（※）を行うこと
になるので、薬剤師は指針に基づく対応を確実に行い、医師へ必要な情報
提供を行うこと
※研修を受けた医師及び産婦人科医を対象に実態調査を行う体制を構築

19
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○緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修については、令和元年度の厚生労働行政推進
調査事業費補助金「かかりつけ薬剤師・薬局の多機関・多職種との連携に関する調査研
究」（研究代表者：安原眞人（帝京大学薬学部特任教授））において研修プログラムを
作成中。
＜研修内容＞

（１）オンライン診療に基づき緊急避妊薬を調剤する薬局での対応、調剤等について
（２）月経、月経異常、ホルモン調整機序その他女性の性に関する事項
（３）避妊に関する事項、緊急避妊薬に関する事項

○具体的な研修に関しては、上記研修プログラムに基づき、公益社団法人日本薬剤師会及
び各都道府県薬剤師会において、都道府県ごとに実施することとし、実施地域の医師会
及び産婦人科医会と連携して実施すること。（令和元年度中、令和２年度以降も）

○研修が実施される都道府県の薬剤師の希望者が参加できるように最大限配慮すること。

薬剤師に対する研修薬剤師に対する研修

20
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研修を受講した薬剤師・薬局のリスト公表研修を受講した薬剤師・薬局のリスト公表

○研修受講を修了した薬剤師・薬局のリストは、厚生労働省のホームページ
に掲載予定。（研修修了薬剤師、勤務先の薬局名等の情報を掲載）
※研修を修了した医師も厚生労働省のホームページに掲載予定。

＜公表イメージ・調整中＞

連番 都道府県 薬局名 所在地 電話番号 FAX番号 対応時間 薬剤師名

○ 東京都 ○○薬局 ○○区△△ 03-・・・ 03-・・・ ○時～○時 ○○○○

※薬局においては、プライバシーへの十分な配慮や服用するための飲料水の準備なども行うため、
これらの対応が可能な薬局の薬剤師が研修を受けること。

21
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オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について

薬局での対応について

1

※本資料は現時点における内容であり、厚生労働省において調整中の内容が含まれていることに
ご留意ください。
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オンライン診療（定義）
遠隔医療のうち、医師－患者間において、情報通信機器を通して、
患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、
リアルタイムにより行う行為

2「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より

オンライン診療とは

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト
-160-



理由
・得られる情報が視覚及び聴覚に限られる中で、可能な限り、疾病
の見落としや誤診を防ぐ必要がある
・医師が、患者から心身の状態に関する適切な情報を得るために、
日頃より直接の対面診療を重ねるなど、医師－患者間で信頼関係を
築いておく必要がある

「初診は直接の対面診療の原則」の例外
例外とされるもののうち、「以下の診療については、それぞれに記
載する例外的な対応が許容され得る。」とされるもの

・禁煙外来
・緊急避妊薬

3「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より

オンライン診療では、初診は直接の対面が原則
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販売名 ノルレボ錠1.5mg レボノルゲストレル錠1.5mg
「F」

製造販売
会社

あすか製薬株式会社 富士製薬工業株式会社

販売開始
時期

2016年4月 2019年3月

写真

区分 処方箋医薬品
薬価 薬価基準未収載

4※薬価を決める規則はない。

国内で承認を取得した緊急避妊薬 2020年1月末現在
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• 対面診療が原則。
• 対面診療が可能な医療機関等に係る適切な情報を有さない女性に対し、
女性の健康に関する相談窓口等（女性健康支援センター、婦人相談所、
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを含む。）に
おいて、対面診療が可能な医療機関のリスト等を用いて受診可能な医療
機関を紹介することとし、その上で直接の対面診療を受診することとす
る。

• 地理的要因がある場合、性犯罪被害を含め女性の心理状態等に応じ
て対面診療が困難であると判断した場合は、産婦人科医又は厚生労
働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を
行うことが可能となる。
（注）
• オンライン診療を行う医師は、対面診療を医療機関で行うことができな
いか、再度確認する。

• 性被害を受けた可能性がある場合は、十分に女性の心理面や社会的状況
にかんがみながら、警察への相談を促すこと（ 18 歳未満の女性が受け
た可能性がある性被害が児童虐待に当たると思われる場合には児童相談
所へ通告すること）、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援
センター等を紹介すること等により、適切な支援につなげること。

5「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より

緊急避妊に係る診療（オンライン診療の対象）
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• オンライン診療を行う医師は１錠のみの院外処方を行う。
• 受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調剤を受け、
薬剤師の面前で内服する。

• その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行
うこと。

• 加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科
医による直接の対面診療を約３週間後に受診することを確実に担保
することが求められる。

（注）
• 厚生労働省は、初診からのオンライン診療による緊急避妊薬の処方に
係る実態調査を適宜行う。

• また、研修を受講した医師及び薬剤師のリストを厚生労働省のホーム
ページに掲載する。

6「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より

緊急避妊に係る診療（オンライン診療での処方と調剤）
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緊急避妊に係る対面診療が可能な産婦人科等の医療機関
・施設名 ・所在地 ・電話番号
・ウェブサイトＵＲＬ ・オンライン診療の可否
・産科、婦人科、産婦人科の標榜の有無
・対面診療への対応可能時間帯
・常時の緊急避妊薬の在庫の有無 など

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤が可能な薬局
・薬局名 ・薬局所在地 ・電話番号
・FAX番号 ・開局時間 ・研修修了薬剤師の氏名
・研修修了薬剤師の性別 など

医療機関

薬 局

7
詳細は調整中

（都道府県宛、令和元年９月13日付、医政地発0913第１号・医政医発0913第１号）

厚生労働省のホームページで公表される情報
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患者（女性）

医療機関を受診

院内投薬・処方箋交付

対面診察を受けることが困難

３週間後に産婦人科を受診（対面）
8

対面診察を受けることが可能

厚生労働省ＨＰで、
①緊急避妊におけるオンライン診療
を行う医療機関（医師）、
②調剤可能な薬局（薬剤師）を確認

薬局に行き、
薬剤師の面前で服用

オンライン診療を受診
診察時に②の薬局（薬剤師）を決定

①で選んだ医療機関（医師）

緊急避妊薬が交付されるまで
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処方箋情報・患者情報の受理、確認
必要に応じて処方医の確認（産婦人科医又は指定の研修
を受講した医師）
必要があれば疑義照会

来
局
前

9

オンライン診療受診

処方医から薬局（薬剤師）へ
対応可否を確認（来局予定時間等）

処方医から薬局へ
処方箋情報・患者情報の送付
（FAX、画像付き電子メール等）

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

処方箋

調剤準備

患者情報
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・患者の氏名、生年月日、
連絡先

・オンライン受診日時
・対応医師の氏名、連絡先
・患者来局予定時間
・薬剤を服用する期限
・服用にあたっての確認事項
・その他留意すべき事項

など
10

処方医⇒薬局 患者情報
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薬剤師の面前で服用させる（服用したことの確認）

本人確認

来
局
中

11

情報情報文書を用いて指導を行う
・服用後の注意
・３週間後の受診勧奨
・より確実な避妊法の説明

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

情報提供文書を手渡す
会計

調剤

情報提供文書
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薬局⇒患者 情報提供文書

12

・服用後の注意
・３週間後の受診勧奨
・より確実な避妊法に関して

など
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来
局
後 処方箋原本の受理、確認

調剤録の作成

処方医へ服薬情報提供書を用いて
情報提供（服用した時間等）

13

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

求めに応じて３週間後の対面診療の産婦人科医に
服薬情報の提供

服薬情報提供書
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薬局⇒処方医 服薬指導情報

・患者の氏名、生年月日
・服用日時
・対応薬剤師の氏名、連絡先
・適切な避妊法を説明した旨
・３週間後の受診勧奨をした旨
・その他留意すべき事項

など

14
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15

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤手順
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こんな時、どうする？

16
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17

いずれのケースも、調剤不可
指針において「薬剤師の面前で内服すること」とされている。

ケース１

本人確認ができない場合

ケース２

本人以外（親族・パートナーなど）が来局した場合

ケース３

患者が面前で服用できないと申し出た場合
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18

必要があれば、患者又は処方医に問い合わせる。
処方医から薬局に送付する患者情報には、患者の連絡先が記載
されている。

ケース４

来局予定時間になっても本人が来局しない場合

ケース５

患者がオンライン診療を受けずに
直接、薬局に来てしまった場合

調剤不可。相談に応じ、適切な情報提供を行う。
（例）緊急避妊の診療が可能な医療機関、ワンストップ支援セ
ンター等の機関を伝える、又は、探す方法を伝える等。

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト
-176-



19

ケース１

そのままでは調剤不可。処方医に照会し、緊急避妊
薬のみの処方としてもらう。
指針において「オンライン診療を行う医師は１錠のみの院外処
方を行うこと」とされている。

ケース７

研修修了薬剤師が不在の場合

ケース６

処方箋に緊急避妊薬以外の薬剤が一緒に記載さ
れている。

調剤不可。
指針において「研修を受けた薬剤師による調剤を受けること」
とされている。
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20

ケース１

薬局において予め請求額を設定しておく。
緊急避妊薬の調剤は保険適応外であるため、患者が全額を自己
負担する。

ケース８

患者への請求額は？
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•緊急避妊薬は女性にとってメリットが多く、医師が処方
を敬遠しなくてもよい薬剤の１つ

•オンライン診療で緊急避妊薬の処方を受けた患者が時間
内に確実に服用できる環境が必要
• 薬局の応需体制に委ねられている
• 「地域に医薬品を過不足なく供給する」という薬剤師・薬局の使
命を果たす

• 地域における薬局間連携も必要である

•オンライン診療の指針に沿って、確実な調剤を行う。
• 調剤に際しては、手順書に沿って、本人確認、服薬確認、服薬指
導、避妊法の情報提供、3週間後の産婦人科受診の伝達を責任を
持って遂行する。

確実な調剤
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•店舗の環境を整える
• オンライン診療で緊急避妊薬を処方された患者が、処方箋を持た
なくても、入りやすく、声をかけやすい雰囲気を作る。

• 医療機関に行きにくい心理状態の方も来局する（薬局ではじめて
医療者と直接対面する）ことを念頭に置いて対応する。

•来局者に適切に対応する
• 患者が受診せずに来局したとき。相談されたとき。
• 緊急避妊薬の取扱いの有無にかかわらず、迅速に、適切に対応す
る。

質の高い対応

緊急避妊薬の処方箋を確実に調剤できる体制整備

緊急避妊薬を必要とする患者が不安なく薬局を利用できる
体制整備
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日本女性薬剤師会
運営委員（臨床薬学主幹）

小宮山貴子

オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について

患者対応等について

令和２年Ｘ月Ｘ日（Ｘ）

1
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薬局での患者対応①
薬剤師＊が行うこと

① 患者がオンライン診療を受診した本人であることを確認する
② 患者の心理状態や社会状況に心を寄せる
③ プライバシー空間の確保や話しやすい環境に心がける

・対応場所（個室・パーテーションの利用）の配慮
・声の大きさやトーンの配慮
・飲料水・紙コップなどを用意

④ 服薬指導を行い、服用後の注意事項を伝える
⑤ レボノルゲストレル製剤（１錠）を面前で服用させる
⑥ より確実な避妊法について説明する
⑦ 約3週間後に必ず産婦人科医の対面診療を受診するように

伝える
⑧ 何か質問があるかを聞き、適切に答える
⑨ 「お薬情報提供文書」に必要事項を記入して患者に渡す

（＊研修修了者） 2
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薬局での患者対応②

薬剤師に必要な基礎知識（１）

①女性ホルモンの変化と働き

②卵子、精子の寿命

③ 最も妊娠しやすい時期

3
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卵胞期
・基礎体温を下げる
・妊娠の準備をする
・心身安定

黄体期
・基礎体温を上げる
・妊娠を助ける
・心身不安定

女性ホルモンの変化

(day)

月経 月経

（最も妊娠しやすい時期）

エストロゲン プロゲステロン

4

＊卵子は排卵後24時間まで受精可能
＊精子の寿命は約3日間
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薬局での患者対応②
薬剤師に必要な基礎知識（２）

① 緊急避妊薬の慣用的な呼び名
② 緊急避妊薬の有効成分と製剤
③ 緊急避妊薬の薬理作用
④ 緊急避妊薬の臨床効果（妊娠阻止率）
⑤ 薬剤師の面前で服用させる理由
⑥ 緊急避妊薬の副作用
⑦ 緊急避妊薬を服用後に嘔吐した場合の対応
⑧ 緊急避妊薬の禁忌
⑨ 緊急避妊薬の薬物・食品間相互作用
⑩ 授乳婦への注意
⑪ 約３週間後に産婦人科医師による対面診療が必要な理由
⑫ より確実な避妊法

5
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参考資料・参考文献
• ノルレボ®錠1.5㎎添付文書
• ノルレボ®錠1.5㎎医薬品インタビューフォーム
• レボノルゲストレル錠1.5㎎「F」添付文書
• レボノルゲストレル錠1.5㎎「F」医薬品インタビューフォーム
• ノルレボ®錠1.5㎎製品概要書
• ノルレボ®錠1.5㎎患者向医薬品ガイド
• あすか製薬株式会社 患者用パンフレット各種
• くすりのしおり
• 日本産婦人科学会編 緊急避妊法の適正使用に関する指針（平成28年度

改訂版）
• 北村邦夫, 第8回男女の生活と意識に関する調査報告書（日本家族計画協会,

2017）
• PHARMACIST’S LETTER / PRESCRIBER’S LETTER 

November 2016～Resource #321110
Emergency Contraception: FAQs (Therapeutic Research Center, USA)

• Robert A. Hatcher, Contraceptive Technology 21st ed., Sep.1, 2018
6
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緊急避妊薬の
慣用的な
呼び名

アフターピル

モーニングアフターピル

エマージェンシーピル

EC

プランB（Plan B One-Step，
Option 2，Take Action）

ノルレボ

7
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緊急避妊薬の有効成分と製剤

【効能・効果】緊急避妊

【用法・用量】
性交後 72 時間以内に
1.5mgを 1 回経口投与

【製剤】白色素錠
10分以内に崩壊し、
急速に吸収される

合成黄体ホルモン（ノルゲストレル）の左旋性（levo体）光学異性体
レボノルゲストレル Levonorgestrel（LNG)

0.75㎎錠 フランス／USA(1999),EU(2000),
日本(2011）

1.5㎎錠 EU(2003),フランス(2004),USA(2006),
日本(2016)

1.5㎎「F」錠 日本(2019)

（C12H28O2 
分子量：312.45）

８
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＜考えられる作用機序＞
LNGは合成黄体ホルモンであるノルゲスト
レルの光学異性体である

LNGが吸収されて急激に血中濃度が高まる
と体内のホルモンバランスが変化する

↓
体が妊娠した状態にあると勘違いして、
脳下垂体からのホルモンを分泌しなくなる

↓
LHサージの消失や遅延により、卵巣から
の排卵が抑制される（作用は５～７日間
続く）

緊急避妊薬の薬理作用

【排卵抑制作用】
＋受精阻害作用，受精卵着床

阻害作用も関与する可能性
も考えられる

LNG服用により妊娠しなかった場合には、
服用後3～7日（人によっては2週間後）に月経がおこる

LNG服用により妊娠しなかった場合には、服用後３～７日以内
（人によっては２週間後）に出血（月経）がおこる 9

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト
-189-



緊急避妊薬の臨床効果
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性交からECまでの時間による
妊娠阻止率（％）

LNG 1.5㎎・１錠１回
（海外臨床試験）
Lancet , 1998

10

（国内第Ⅲ相 （市販後使用
臨床試験） 成績調査）

妊娠予定数ー実際の妊娠例数
妊娠阻止率＝ X 100 (%)

妊娠予定数
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薬剤師＊の面前で服用させる理由

① 性交後できるかぎり速やかに服用
（性交後72時間以内の投与）
服用までの時間が速いほど臨床効果は高い

② 患者本人の確実な服用を確認

③ 緊急避妊薬の不正な入手の防止
（＊研修修了者）

11
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緊急避妊薬の副作用
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副作用発現率（％）
LNG 1.5mg 1錠1回

（WHOが行った試験；Lancet, 1998）
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国内再審査終了時の
副作用発現件数（件）

LNG 0.75mg 2錠1回（2016）

使用成績調査578例中
46例（7.96％）71件

12
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服用後に嘔吐した場合は
どうすればよいか？

•服用後２時間以内に嘔吐
した場合

（血中LNG濃度がピークに達する前に
薬剤が吐物といっしょに吐き出されて
しまった可能性が高い）
「追加服用の必要がある
かもしれないので、すぐ
に処方してもらった医師
に相談してください」

•服用後２時間を経過して
から嘔吐した場合

「心配ありません」

ノルレボ®錠0.75㎎ 2錠
単回投与

Tmax(hr)
2.88±2.03

Tmax(hr)
3.07±1.41

レボノルゲストレル錠1.5㎎「F」1錠
単回投与

13
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緊急避妊薬の禁忌
1 ．本剤の成分（黄体ホルモン）に対し過敏症の既往歴の

ある女性

2 ．重篤な肝障害のある患者
代謝能が低下しており、肝臓への負担が増加するため、
症状が増悪することがある

3 ．妊婦
成立した妊娠には効果がなく、妊娠している女性には
有益性がない
妊娠初期・中期に投与した場合には、女性胎児の外性
器の男性化又は男性胎児の女性化が起こることがある

14
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現在、服用している薬や食品がある場合

薬剤名 機序 臨床症状・措置方法
抗けいれん薬（フェノバルビタール・
フェニ トイン・プリミドン・カルバ
マゼピン）
HIV プロテアーゼ阻害剤（リトナビ
ル）
非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤
（エファビレンツ）
リファブチン
リファンピシン

これらの薬剤が
肝の薬物代謝酵素
(CYP3A4)を誘導
し、本剤の代謝を
促進する

本剤の効果が減弱す
るおそれがある

セイヨウオトギリソウ（セント・
ジョーンズ・ワート）含有食品

セイヨウオトギリ
ソウが肝の薬物代
謝酵素を誘導し、
本剤の代謝を促進
する

本剤の効果が減弱す
るおそれがあるので、
本剤投与時はセイヨ
ウオトギリソウ含有
食品を摂取しないよ
う注意する

併用注意

＜サプリメントやハーブ＞

15
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授乳婦への注意
LNGは乳汁中に移行するため、

服用後24時間は授乳を避け、その間の
母乳は廃棄する

 投与２時間後までに速やかに乳汁中に移行
 投与24時間後にはピークの９％まで減少
 LNGの乳汁中AUC0-t：血漿中AUC0-t は 0.28：1

■ 血漿
〇 乳汁

Mean±SD

16

分娩後6～12週の被検者
LNG 1.5mg・1回服用
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「約３週間後の産婦人科受診」を
指導する理由

•緊急避妊薬による妊娠阻止率は100％ではない
•緊急避妊薬の服用により、妊娠を阻止できたか
どうかはすぐにはわからない
•緊急避妊薬の服用後に出血があっても、消退出血
なのか月経なのか、不正性器出血や妊娠初期の
出血なのかを患者が区別するのは難しい
•妊娠反応（尿検査）は、排卵から14日目以降で
ないと陽性にならない
•性感染症の有無を確認し、必要な治療等を受けな
ければならない場合がある（性犯罪や性暴力被害
者など） 17
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薬局での患者対応③
患者への「性に関する情報提供」

1. 緊急避妊薬の服用後も妊娠する可能性がある

2. 妊娠する可能性がある「誤った避妊法」を
知ってもらう

3. より確実な避妊法を知ってもらう

4. 自分に合った避妊法を検討し、必要に応じて
医師・薬剤師に相談してもらう

18

Masato Yasuhara
タイプライターテキスト
-198-



よく知られている避妊法
 コンドームを使用する

精子が子宮内に侵入するのを防ぐ
 低用量経口避妊薬（低用量ピル）を服用する

卵胞ホルモンと黄体ホルモンの低用量配合剤の服用により、排卵抑制、
子宮内膜の変化、子宮頸管粘液を変化させて受精や精子侵入をしにくく
させる

 子宮内避妊具／子宮内避妊システムを装着する
子宮内に銅イオンや黄体ホルモン剤を持続的に放出する器具を挿入して
受精卵の着床を妨げる方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 リズム法（オギノ式／基礎体温法）
妊娠しやすい時期を予想して、その時期の性交を避ける

 性交中絶法（膣外射精）
性交を途中でやめて膣外で射精する

※射精前からの漏れ出し等が
あり、避妊法ではない

19

※いわゆる「安全日」はなく、
避妊法ではない
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選択されている避妊法の実態

日本
日本家族計画協会（2016年調査結果）
調査対象；満16歳～49歳の男女3000人

• 男性コンドーム 82.0％

• 性交中絶法 19.5％
（膣外射精）

• リズム法 7.3％
（オギノ式）

• 低用量ピル 4.2％

• 子宮内避妊具（IUD) 0.4％

アメリカ
Guttmacher Institute, Fact sheet

July 2018（2014年調査結果）15～44歳

• 低用量ピル 25.3％

• 卵管結紮術 21.8％

• 男性コンドーム 14.6％

• 子宮内避妊具(IUD) 11.8％

• 精管結紮手術 6.5％

20

※射精前からの漏れ出し等があり、
避妊法ではない

※いわゆる「安全日」はなく、
避妊法ではない
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より確実な避妊法

（出典：Robert A. Hatcher, Contraceptive Technology 21st ed., Sep.1, 2018）
※100人の女性において、一般的な方法で使用した時に1年間で妊娠してしまった数

21

避妊法 失敗率
(%)※

特徴（長所・短所など）

男性不妊手術
（精管結索術;パイプ
カット）

0.15 一度のみ
日帰り手術

不可逆的
精子生産機能の
低下
～200,000円

女性不妊手術
（卵管結索紮術） 0.5

一度のみ
自然分娩や帝王切
開時に行える

不可逆的
入院手術
～200,000円

IUS
（黄体ホルモン放出） 0.2

1回の装着で2~5
年効果持続

産婦人科で子宮
内装着／除去
1回～50,000円
出産経験者向け銅付加IUD；Cu-IUD

（銅イオン放出） 0.8

低用量ピル；OC 7
簡単
～5,000円／月
女性自身で行える

飲み忘れあり
禁忌あり
(処方箋が必要)

男性コンドーム 13
～1,000円／ﾀﾞｰｽ
薬局・コンビニで
買える
性感染症の予防

破損,脱落,漏れ,
装着ミス
男性主体
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薬局での患者対応④
オンライン診療における医師と薬剤師＊の連携

＜よりよい連携を図るためのキーポイント＞
１．患者の心理状態や社会状況を十分に考慮すること
２．医師から提供された患者の診療関連情報に不明点があれば、

疑義照会等により医師とコミュニケーションを図ること
３．緊急避妊薬の調剤、服用確認、服薬指導、避妊法の情報提供、

3週間後の産婦人科受診の伝達に責任を持つこと
４．緊急避妊薬に関連する最新情報の収集と質の高い患者対応を

心がけること
（＊研修修了者）

22
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避妊に
関係する略語

LNG：レボノルゲストレル
EC：Emergency Contraceptive（緊急避妊法）
ECP：Emergency Contraceptive Pills（緊急避妊薬）
UPSI：Unprotected Sexual Intercourse（避妊せず

に行われた性交または避妊手段が適切かつ十分でなか
った性交）

OC：Oral Contraceptives（低用量ピル）
LEP：Low dose Estrogen Progestin（経口避妊薬・

月経困難症治療薬）
IUD/IUS：Intrauterine Device／Intrauterine 

System（子宮内避妊具／子宮内避妊システム）
STI：Sexually Transmitted Infections（性感染症）
パイプカット：精管結紮術
アウス：人工妊娠中絶 Auskratzung(独)に由来
掻把（そうは）：人工妊娠中絶のために子宮内胎児を

体外に掻き出す（かきだす）手術

23
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信頼を基盤とする関わりのために
１．薬剤師の態度
・患者に対して“ヒエラルキー（上下関係）の考え方”を

もたない
・薬剤師の主観を入れない
・〖今、知っている情報を伝え、相談に応じる〗という

気持ちで接する

２．薬剤師の知識
・エビデンスがある／公開された／最新の臨床薬学知識を

身につける

３．薬剤師のコミュニケーションスキル
・不安／不明な事項は明確にしてから対応する
・相手が話しやすくなるように、双方向会話に努める
・専門的な会話に努める 24
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研修への積極的な参加
↓

関連情報の正しい理解

研修修了薬剤師として
適切な患者対応と医療連携

「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤」において
薬剤師に期待されている社会的役割を担う

25
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関係者用タイムスケジュール 

 

オンライン診療における緊急避妊薬に関する講習会 

-調剤する薬剤師さんへ向けての指導講習- 

 

 
  日 時：令和元年 12 月 14 日（土）13：00～15：50 

 

  場 所：TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター ホール６A 

東京都新宿区市谷八幡町８番地 ＴＫＰ市ヶ谷ビル TEL：03-5227-6911 

 

 

 

12：20～ 受付 

13：00～（3）  会長挨拶           木下 勝之先生（日本産婦人科医会会長） 

13：03～（5）  副会長挨拶          前田津紀夫先生（日本産婦人科医会副会長） 

13：08～（10） オンライン診療と処方について 田村 秀子先生（日本産婦人科医会理事） 

13：18～（45） 講演① 緊急避妊全般     宮国 泰香先生（日本産婦人科医会幹事） 

14：03～（7）  休憩 

14：10～（40） 講演② 月経・月経異常・ホルモン調節機序 

安達 知子先生（日本産婦人科医会常務理事） 

14：50～（10） 休憩 

15：00～（35） 講演③ ＯＣ全般・避妊    安達 知子先生（日本産婦人科医会常務理事） 

15：35～（10） 今後の薬剤師会の動向について 森  昌平先生（日本薬剤師会副会長） 

15：45～（5）  閉会挨拶           安達 知子先生（日本産婦人科医会常務理事） 

15：50～ 終了  

 

hoshino-miki
テキストボックス
資料５
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令和元年度オンライン診療に伴う 

緊急避妊薬の調剤に関する全国担当者会議 次第 

 

[日時]令和元年 12 月 15 日（日）13 時 00 分～16 時 20 分 

[場所] TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター ホール７B（７階） 

 

 司会:日本薬剤師会 

常務理事 島田 光明 

地域医療・保健委員会委員長 長津 雅則 

 

○ 開会挨拶（13:00～13:05） 

日本薬剤師会 常務理事 島田 光明 

 

１．オンライン診療における緊急避妊薬の調剤について 

（13:05～13:35） 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 薬事企画官 安川 孝志 

 

 

２．オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤について（13:35～14:35） 

（１）薬局での体制整備について 

日本大学薬学部 教授／日本薬剤師会 常務理事 亀井 美和子 

 

（２）薬局での患者対応等について 

日本女性薬剤師会 薬剤師生涯学習センター 

「性の健康」検討委員会委員長 小宮山 貴子 

 

 

休憩（14:35～14:55） 

 

 

３．都道府県薬剤師会で必要な対応について（14:55～15:25） 

 日本薬剤師会 常務理事 吉田 力久 

 

 

４．質疑応答（15：25～16：10） 

 

５．閉会挨拶（16：10～16：20） 

日本薬剤師会 副会長 森 昌平 

 

注）敬称略 
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